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 別紙 １ 

関係機関

地区災害警戒本部

市 民 セ ン タ ー

危 機 管 理 監

総 務 部 長

総 務 部 長

関係各 課 派 遣 職 員 上 下 水 道 局

教 育 委 員 会

産 業 部 長 都 市 計 画 課

都 市 部 長 交 通 政 策 課

本 部 長

副 本 部 長

危 機 管 理 監

地 域 協 働 課

都 市 部 長

土 木 部 長
総 務 課

そ の 他 関 係 部 長
人 事 課

秘 書 広 報 課

災
害
対
策
会
議

構成員

市 長 （ 随 時 出 席 ）

※警戒本部長は，災害の進

展，被害の発生等に応じ災害

対策会議を招集

副 市 長

消 防 局 長

総 務 部 長

市 民 部 長

産 業 部 長

その他関係機関
そ の 他 総 務 部 長

が 指 定 す る 課

土 木 整 備 課 海 上 保 安 部

事
務
局

事務局長 危 機 管 理 課 長
消 防 局

事務局員
危 機 管 理 課 員

自 衛 隊

県 警 察
土 木 部 長

土 木 総 務 課
消 防 局 副 局 長

土 木 維 持 課
その他本部長が指名する者

国
福 祉 保 健 課

災
害
対
策
部
長
会
議

構成員

港 湾 漁 港 課
危 機 管 理 監

農 林 水 産 課 県
市 民 部 長

※本部長が必要と認め

るときに開催

災害警戒本部体制（警戒体制）

迅速な情報

収集・分析

災害警戒本部

の設置報告

必要に応じ責

任者・連絡員

等の事務局へ

の派遣要請
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 別紙 ２ 

【災害対策本部事務局分掌事務】                    
局 事務局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本

部

事

務

局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括班 危機管理課長 危機管理課 

総務課 

企画課 

情報統計課 

監査事務局 

(1) 本部の設置及び運営に関すること。 

(2) 事務局内各班の動員及び総括に関すること。 

(3) 災害応急・復旧対策活動の総括及び総合調整に関する

こと。 

(4) 避難勧告等の指示総括に関すること。 

(5) 広域的な避難に関すること。 

(6) 県災害対策本部との連絡調整に関すること。 

(7) 自衛隊，海上保安部，緊急消防援助隊，日本ＤＭＡＴ

等の応援要請及び活動調整に関すること。 

(8) 防災関係機関等との連絡調整の総括に関すること。 

(9) 業務継続計画に関すること。 

(10)  非常配備体制の確立の指示，伝達に関すること。 

(11)  各対策部及び現地対策本部が行う応援人員等の調整

に関すること。 

(12)  地震・気象情報等の収集，伝達に関すること。 

(13)  災害救助法の適用判断に関すること。 

(14)  防災行政無線の統制及び通信機器等の保全に関する

こと。 

(15) その他特命事項に関すること。 

広報班 秘書広報課長 秘書広報課 (1) プレスルームの開設に関すること。 

(2) 報道機関に対する情報提供，協力要請その他連絡に関

すること。 

(3) 各種情報の市民への提供に関すること。（安否情報は除

く。） 

(4) 出版，放送，広報車両及びインターネットによる災害

情報の配信に関すること。 

(5) 記録（写真，ビデオ等）に関すること。 

庶務班 総務部副部長 危機管理課 

人事課 

財政課 

契約課 

会計課 

(1) 総務業務の全般総括及び本部事務局の庶務に関するこ

と。 

(2) 職員の動員・配備に関すること。（職員の支援調整を含

む。） 

(3) 本部会議室，防災危機管理室の機器に関すること。 

(4) 国，県，他市町との応援要請に関すること。 

(5) 応援部隊の受入れ及び連絡，後方支援に関すること。 

(6) 財源確保，予算執行支援に関すること。 

(7) 現金調達に関すること。 

情報班 企画部副部長 企画課 

資産経営課 

情報統計課 

選挙管理委員

会・農業委員

会事務局 

アマチュア無

(1) 災害情報の総括に関すること。 

(2) 災害情報及び被害情報の把握・整理に関すること。 

(3) 災害情報の分析及び資料の作成に関すること。 

(4) アマチュア無線による災害情報の収集及び伝達に関す

ること。 

(5) 復旧・復興基本計画の総合調整に関すること。 
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局 事務局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本

部

事

務

局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線担当職員 

応急対策班

【火災防ぎ

ょ・救出救助

対策担当】 

警防課長 港湾漁港課 

交通政策課 

土木総務課 

消防局 

 

(1) 大規模火災対策，広域応援部隊運用に係る総合調整に

関すること。 

(2) 救出救助活動，行方不明者の捜索，その他各種支援に

かかる自衛隊，海上保安部，警察，緊急消防援助隊との調

整に関すること。 

(3) 米軍及び海外救援部隊等との調整に関すること。 

(4) 緊急輸送路及び海上輸送路の確保にかかる調整に関す

ること。 

(5) 消防関係情報等の収集と分析に関すること。 

応急対策班

【避難所対策

担当】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民部副部長 危機管理課 

人事課 

市民窓口課 

福祉保健課 

都市計画課 

教育総務課 

スポーツ振興

課 

障害福祉課 

地域協働課 

(1) 避難所，帰宅困難者収容施設の開設・運営の総括及び

総合調整に関すること。 

(2) 開設する避難所，帰宅困難者収容施設の選定，開設指

示に関すること。 

(3) 避難所等の管理者・自治会・自主防災組織等への開設

要請に関すること。 

(4) 避難者，帰宅困難者の状況把握に関すること。 

(5) 避難所等の必要物資の集約及び被災者対策班への依頼

に関すること。 

(6) 避難所との連絡調整に関すること。 

(7) 避難所への応援職員の派遣に係る庶務班との調整に関

すること。 

(8) 住民の安否情報の集約と提供に関すること。 

応急対策班

【被災者対策

担当】 

産業部副部長 市民窓口課 

商工振興課 

水道建設課 

(1) 物資に係る総括及び総合調整に関すること。 

(2) 協定に基づく食糧・飲料水・生活必需品等の調達に関

すること。 

(3) 備蓄物資の供給及び給水に関すること。 

(4) 県，他都市等への救援物資の要請・受入れに関するこ

と。 

(5) 食糧・飲料水・生活必需品等の配分・供給に関するこ

と。 

(6) 被災者の物資ニーズの集約に関すること。 

(7) 県，自衛隊等への物資輸送に係る支援要請に関するこ

と。 

(8) 県との物資の集積拠点の調整に関すること。 

(9) 物資の集積拠点への職員の派遣に係る庶務班との調整

に関すること。 

 

応急対策班

【医療救護・

遺体処理対策

担当】 

 

 

 

 

福祉保健部副

部長 

 

 

 

 

 

 

福祉保健課 

生活支援課 

保健総務課 

環境政策課 

 

 

 

 

(1) 災害医療，保健活動に係る総括及び総合調整に関する

こと。 

(2) 医師会，歯科医師会，薬剤師会，県，県警察等関係機

関との連絡調整に関すること。 

(3) 医療機関の被害状況，受入状況等の把握及び診療可能

医療機関の情報提供に関すること。 

(4) 救護所等の開設及び医療救護班，日本ＤＭＡＴの配置

調整に関すること。 
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局 事務局長 班 班長 担当課等 分掌事務 
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応急対策班

【医療救護・

遺体処理対策

担当】 

福祉保健部副

部長 

福祉保健課 

生活支援課 

保健総務課 

環境政策課 

(5) 医療ボランティア，他市町応援保健職員等の受入れ及

び運用調整に関すること。 

(6) 地域防災拠点等への医療提供及び保健衛生指導等に関

すること。 

(7) 被災者の心身の保持及び疾病予防に関すること。 

(8) 広域搬送も含めた患者の輸送・転院に係る調整に関す

ること。 

(9) 医薬品等の供給調整に関すること。 

(10)  遺体の処理に係る総合調整に関すること。 

(11)  遺体安置所の設置及び運営状況の把握に関するこ

と。 

(12)  遺体の検視・検案に係る医師会，歯科医師会，警察，

海上保安部，葬祭業者等との調整に関すること。 

(13)  遺体の検視・検案に係る資器材の県への支援要請に

関すること。 

(14)  広域火葬にかかる連絡調整に関すること。 

(15)  身元不明遺体の取扱いに関すること。 

応急対策班

【被災者再建

担当】 

財務部副部長 収納課 

資産税課 

市民窓口課 

福祉保健課 

建築指導課 

農林水産課 

 

次に掲げる被害調査，災害弔慰金等に係る全般の調整に関

すること。 

(1) 応急危険度判定に関すること。 

(2) 建物等の被害認定調査及びり災証明に関すること。 

(3) 災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給に関すること。 

(4) 災害援護資金の貸付に関すること。 

(5) 被災者生活再建支援金等に関すること。 

(6) 税，使用料金等の減免に関すること。 

(7) 災害時の融資制度に関すること。 

(8) 義援金品に関すること。 

復旧対策班

【住宅対策

班】 

都市部副部長 住宅政策課 

営繕課 

 

(1) 住宅対策に係る全般統制に関すること。 

(2) 応急仮設住宅の供給・維持管理・居住支援に関するこ

と。 

(3) 住宅の応急修理に関すること。 

復旧対策班

【応急復旧対

策班】 

土木部副部長 交通政策課 

港湾漁港課 

土木維持課 

土木整備課 

管路管理課 

下水建設課 

(1) 災害復旧対策に係る統制，総合調整に関すること。 

(2) 道路，橋りょう，ライフライン施設の被害状況の把握

及び総括に関すること。 

(3) 障害物排除に係るライフライン機関，警察，建設・土

木業者等との調整に関すること。 

(4) 交通情報の集約及び提供に関すること。 

(5) 港湾岸壁の使用可能情報の集約及び提供に関するこ

と。 

(6) ライフラインの復旧工事の情報提供に関すること。 

 

復旧対策班

【経済再建支

援班】 

産業部副部長 商工振興課 

観光振興課 

農林水産課 

(1) 経済再建対策に係る統制及び総合調整に関すること。 

(2) 商工・観光，農業，漁業の被害状況の集約に関すこと。 

(3) 中小企業災害関連融資に関すこと。 

(4) 農林漁業災害関連融資に関すること。 

(5) 観光の復旧支援に関すること。 
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局 事務局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

 

 

 

 

本

部

事

務

局 

 

危機管理監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復旧対策班

【廃棄物対策

班】 

環境部副部長 環境政策課 

環境管理課 

(1) 災害廃棄物対策に係る統制及び総合調整に関するこ

と。 

(2) 災害廃棄物の発生量の把握に関すること。 

(3) 災害廃棄物の収集運搬・処理処分に関すること。 

(4) 仮設処理施設の設置に関すること。 

(5) 災害廃棄物の広域処理に伴う県等との調整に関するこ

と。 

本部連絡員  各対策部指定

職員 

(1) 所属対策部からの情報受付及び総括並びに本部員への

報告に関すること。 

(2) 本部員からの情報・指示等を所属部局に提供及び伝達

に関すること。 
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別紙 ３ 
【災害対策本部分掌事務】                      

共通事項 

(1) 各対策部各班の設置に関すること。 

(2) 各対策部から本部事務局への職員応援に関すること。 

(3) 各対策部及び各班相互の連携及び職員の相互応援に関すること。 

(4) 住民の避難誘導及び避難者の安全確保に関すること。 

(5) 避難所配置職員，緊急初動体制要員，センター（中央地区）配置職員の選定に関すること。 

(6) 各班における他地方公共団体等への応援職員の要請及び受入れに関すること。 

(7) 各対策部各班から本部事務局への各種情報の報告に関すること。 

(8) 各対策部の所管に係る被害の調査結果等の報告に関すること。 

(9) 災害復旧・復興事業に関すること。 

(10) その他市長が特に必要と認めること。 

 

部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

 

総 

務

対

策

部 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務班 総務課長 総務課 (1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 国，県，防災会議委員，その他関係機関との連絡調整に

関すること。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  重要文書及び公印の保全に関すること。 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  緊急で重要な法律問題に対する支援に関すること。 

(13)  所管施設の管理保全，庁舎の電気・通信・衛生設備の

応急対策に関すること。 

(14)  非常優先電話の応急架設に関すること。 

(15)  他の班の所管に属さないこと。 

(16)  その他特命事項に関すること。 

動員班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事課長 人事課 (1) 職員の動員及び配備計画に関すること。 

(2) 職員のり災状況の集約に関すること。 

(3) 職員の給与に関すること。 

(4) 職員配備に伴う勤務条件に関すること。 

(5) 職員の厚生に係る連絡調整に関すること。 

(6) 雇入れ労働者の確保及び配置に関すること。 

(7) 公務災害保障に関すること。 

(8) 避難所，帰宅困難者収容施設の開設・運営に関すること。 

(9) 避難所配置職員，緊急初動体制要員，センター（中央地

区）配置職員の選定に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

総

務

対

策

部 

総務部長 

 

 

 

 

 

秘書班 

 

 

 

 

秘書広報課長 

 

 

 

秘書広報課 

 

 

 

 

(1) 災害対策本部長及び災害対策副本部長の秘書に関する

こと。 

(2) 災害対策本部長及び災害対策副本部長の現地視察に関

すること。 

(3) 災害見舞者の接遇に関すること。 

東京連絡班  東京事務所 (1) 国会及び中央官庁との連絡調整に関すること。 

企

画

対

策

部 

企画部長 情報班 企画課長 企画課 

資産経営課 

情報統計課 

(1) 本部設置に係る情報機器の設置に関すること。 

(2) 災害情報の収集及び記録整理に関すること。 

(3) 電算等の各種システム等の復旧，運用，管理に関するこ

と。 

 

議

会

対

策

部 

議会事務局 

長 

議会班 議会事務局 

庶務課長 

議会事務局 

庶務課 

議事課 

(1) 局の庶務に関すること。 

(2) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(3) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(4) 局関連被害状況の集約に関すること。 

(5) 局災害対策活動の集約に関すること。 

(6) 局内職員の動員に関すること。 

(7) 局内職員の厚生に関すること。 

(8) 議員の安否確認及びり災状況の把握に関すること。 

(9) 局内職員の安否確認及びり災状況の把握に関すること。 

(10)  災害に関する議会活動に関すること。 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  その他特命事項に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

財

務

対

策

部 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  災害応急対策予算の編成及び資金の運用計画に関す

ること。 

(11)  災害時の資金調達（情報収集）に関すること。 

(12)  財政需要見込み額の把握に関すること。 

(13)  財源確保に関する県及び国との調整及び要望に関す

ること。 

(14)  資金調達に向けた調整等及び資金調達の实施に関す

ること。 

(15)  予算執行方針・予算編成方針の策定に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財

務

対

策

部 

 

財務部長 

 

財政班 

 

財政課長 

 

財政課 

 

(16)  補正予算・当初予算の編成に関すること。 

(17)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(18)  他の班の所管に属さないこと。 

(19)  その他特命事項に関すること。 

管財班 

 

管財課長 

 

管財課 

 

(1) 公有財産の被害状況の調査及び総括に関すること。 

(2) 公有財産の緊急使用許可に関すること。 

(3) 自衛隊・他都市等救援団体の駐車場確保に関すること。 

(4) 災害応急対策のための土地の収用及び借上げ等に関す

ること。 

契約班 契約課長 契約課 (1) 物資・資財等の総括的購買に関すること。 

(2) 部内他班の応援に関すること。 

調査班 収納課長 収納課 

資産税課 

市民税課 

(1) 被害調査の調整及び被害集計等に関すること。 

(2) 被災者台帳の総括に関すること。 

(3) り災証明(火災に係るものを除く。)発行業務の総括に関

すること。 

(4) 災害による市税の納期限の延長，徴収の猶予及び減免に

関すること。 

(5) 他の地方公共団体からの被災調査の支援に関すること。 

会計班 会計課長 会計課 (1) 災害対策に係る現金の出納に関すること。 

(2) 義援金の受入れ及び保管に関すること。 

(3) 公用車の集中管理に関すること。 

(4) 公用車等の燃料調達に関すること。 

(5) 緊急輸送車両の許可申請及び配車計画に関すること。 

(6) 災害協定等の民間車両の手配に関すること。 

市

民

対

策

部 

市民部長 地域協働班 地域協働課長 地域協働課 (1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 

(11)  自治会との連絡に関すること。 

(12)  ボランティアの募集，受付，管理及び派遣調整に関す

ること。 

(13)  登録済みのボランティアの派遣調整に関すること。 

(14)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

市

民

対

策

部 

市民部長 地域協働班 地域協働課長 地域協働課 (15)  市民センター班との連絡調整に関すること。 

(16)  中央地区の避難行動要支援者名簿の提供に関す 

ること。 

(17)  中央地区の避難所・帰宅困難者収容施設の開設及び被

災者・帰宅困難者の収容に関すること。 

(18)  中央地区の避難所への物資等の輸送に関すること。 

(19)  中央地区の被災者台帳の作成に関すること。 

(20)  中央地区のり災証明の発行に関すること。 

(21)  中央地区担当の応援職員の要請及び受入れに関 

すること。 

(22)  他の班の所管に属さないこと。 

(23)  その他特命事項に関すること。 

市民対策班 市民窓口課 

長 

市民窓口課 

市民相談室 

人権センター 

 

(1) 地域協働班の支援に関すること。 

(2) 災害時の相談窓口の設置及び生活相談や情報提供，援助

に関すること。 

(3) 行方不明者等の受付，死亡届の受理及び火埋葬許可に関

すること。 

(4) 市民の安否情報の集約及び問い合わせに関すること。 

(5) 義援金，見舞金等の申請受付，支給に関すること。 

(6) 災害による税の減免の申請受付に関すること。 

市民センター

班 

各市民センタ

ー長 

各市民センタ

ー 

(1) 地区災害対策本部の設置及び運用等に関すること。 

(2) 所属職員の動員及び厚生に関すること。 

(3) 現地災害対策本部の支援に関すること。 

(4) 応援職員の要請及び支援職員（他都市支援職員も含む。）

の受入れに関すること。 

(5) 所管施設の被害状況の把握及び応急対策ならびに管理

保全に関すること。 

(6) 食糧・飲料・燃料等の確保に関すること。 

(7) 被害調査及びその応急措置に関すること。 

(8) 災害・避難所情報の収集及び報告並びに本部との連絡に

関すること。 

(9) 指定管理者・関係団体等との連絡調整に関すること。 

(10)  避難行動要支援者名簿の提供に関すること。 

(11)  避難所・帰宅困難者収容施設の開設及び被災者・帰宅

困難者の収容に関すること。 

(12)  避難所への物資等の保管及び輸送に関すること。 

(13)  災害相談窓口の設置及び行方不明者の受付に関する

こと。 

(14)  行方不明者等の受付，死亡届の受理及び火埋葬許可に

関すること。 

(15)  被災者台帳の作成に関すること。 

(16)  り災証明の発行に関すること。 

(17)  義援金，見舞金等の申請受付，支給に関すること。 

(18)  災害による税の減免の申請受付に関すること。 

(19)  市民の安否情報の収集及び問い合わせに関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

市

民

対

策

部 

市民部長 市民センター

班 

各市民センタ

ー長 

各市民センタ

ー 

(20)  防災行政無線・衛星携帯電話の管理運営に関するこ

と。 

(21)  その他応急・復旧対策等に関すること。 

文

化

ス

ポ

｜

ツ

対

策

部 

文化スポーツ

部長 

文化振興班 文化振興課長 文化振興課 

生涯学習セン

ター 

 

(1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  所管施設の被害状況の把握及び応急対策に関するこ

と。 

(13)  避難所として社会教育施設の供与及び管理に関する

こと。 

(14)  社会教育団体等協力団体との連絡調整に関すること。 

(15)  文化財の被害状況の把握及び応急対策に関する 

こと。 

(16)  文化財の保全に関すること。 

(17)  他の班の所管に属さないこと。 

(18)  その他特命事項に関すること。 

スポーツ施設

班 

 

 

スポーツ振興

課長 

 

 

スポーツ振興

課 

 

 

(1) スポーツ施設・設備の被害状況の把握及び応急対策に関

すること。 

(2) 避難所としてスポーツ施設の供与及び管理に関するこ

と。 

文化施設班 中央図書館長 中央図書館 

 

(1) 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 避難所として文化施設の供与及び管理に関すること。 

福

祉

保

健

対

策

部 

福祉保健部長 福祉保健班 福祉保健課長 福祉保健課 (1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

福

祉

保

健

対

策

部 

福祉保健部長 福祉保健班 福祉保健課長 福祉保健課 (9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施並びに全対策部の救助経費求償関連事務の総括

及び県との調整に関すること。 

(12) 民生委員児童委員への協力要請に関すること。 

(13)  日本赤十字社，社会福祉協議会及び社会福祉法人等と

の連絡調整に関すること。 

(14)  社会福祉施設の被害調査に関すること。 

(15)  福祉避難所の開設及び被災者の収容に関すること。 

(16)  義援金品等（教育対策部に係るものを除く。）の申請

受付，支給の総括に関すること。 

(17)  要配慮者対策の総括に関すること。 

(18)  避難行動要支援者名簿の作成及び提供の総合調整に

関すること。 

(19)  部内各班に属さない事項に関すること 

(20) 医師会，歯科医師会，薬剤師会，県，県警察等関係機

関との連絡調整に関すること。 

(21) 救護センター及び救護所等の開設に関すること。 

(22) 医療救護班，日本ＤＭＡＴ等の配置調整に関するこ

と。 

(23) 広域搬送も含めた患者の輸送・転院に係る調整に関す

ること。 

障害福祉班 障害福祉課長 障害福祉課 (1) 障害者福祉施設の被害調査，応急対策に関すること。 

(2) 障害者の援護対策及び生活相談に関すること。 

(3) 障害者福祉施設との連絡及び総合調整に関すること。 

(4) 避難所等における心身障害者の相談の総括に関するこ

と。 

(5) 福祉避難所開設に係る福祉保健班の支援に関すること。 

(6) 障害者の避難行動要支援者名簿の作成及び提供に関す

ること。 

(7) 障害者福祉施設利用者の安否確認の総括に関すること。 

生活支援班 生活支援課長 生活支援課 

自立支援室 

(1) 所管施設の被害調査，応急対策に関すること。 

(2) 生活保護対策に係る総括に関すること。 

(3) 被災者に対する生活保護に関すること。 

(4) 行旅病人及び行旅死亡人（身元不明者を含む。）に関す

ること。 

(5) 遺体の検視・検案場所の選定・依頼及び必要資器材の調

達に関すること。 

(6) 遺体安置所の選定・依頼及び運営並びに必要資器材の調

達に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

福

祉

保

健

対

策

部 

福祉保健部長 

 

 

生活支援班 生活支援課長 生活支援課 

自立支援室 

(7) 遺体の埋火葬に係る本部事務局，環境対策部との調整に

関すること。 

高齢者福祉班 介護保険課長 介護保険課 (1) 高齢者福祉施設の被害調査，応急対策に関すること。 

(2) 高齢者の援護対策及び生活相談に関すること。 

(3) 高齢者福祉施設との連絡及び総合調整に関すること。 

(4) 高齢者福祉施設利用者の安否確認の総括に関すること。 

(5) 高齢者の避難行動要支援者名簿の作成及び提供に関す

ること。 

(6) 福祉避難所開設に係る福祉総務班の支援に関すること。 

(7) 遺体の処理に係る生活支援班の支援に関すること。 

保険年金班 保険年金課長 保険年金課 (1) 被災者に対する国民健康保険に関すること。 

(2) 被災者に対する国民年金に関すること。 

(3) 被災者に対する後期高齢者医療に関すること。 

(4) 福祉避難所開設に係る福祉保健班の支援に関すること。 

子育て支援班 子育て支援課

長 

子育て支援課 (1) 所管施設及び私立幼稚園の被害調査及び応急対策に関

すること。 

(2) 所管施設及び私立幼稚園の利用者の安否確認に関する

こと。 

(3) 妊産婦，乳幼児，児童及び障害児の援護に関すること。 

(4) 福祉避難所開設に係る福祉保健班の支援に関すること。 

子育て施設班 子育て施設課

長 

子育て施設課 (1) 保育所等の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 保育所等の一時休止及び再開に関すること。 

(3) 保育園児等の安否確認に関すること。 

(4) 応急保育の实施に関すること。 

(5) 福祉避難所開設に係る福祉保健班の支援に関すること。 

公立下蒲刈病

院長 

病院事業班 病院事業課長 公立下蒲刈病

院 

蒲刈診療所 

大地蔵診療所 

(1) 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 所管施設利用者の安否確認及び避難に関すること。 

(3) 救護病院の開設・運営に関すること。 

(4) 医薬品・資器材の調達に関すること。 

(5) 医療情報の収集及び提供に関すること。 

(6) 病院間の患者の受入れ調整に関すること。 

(7) 職員の安否確認及び勤務体制の確保に関すること。 

保健所長 保健総務班 保健総務課長 保健総務課 (1) 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 医療機関の被害状況，受入状況等の把握及び診療可能医

療機関の情報提供に関すること。 

(3)  救護所等設置に係る医療支援班の支援に関すること。 

(4) 地域防災拠点等への医療提供及び保健衛生指導等に関

すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

福

祉

保

健

対

策

部 

保健所長 保健総務班 保健総務課長 保健総務課 (5) 医薬品等の供給調整に関すること。 

(6) 毒物・劇物の被害調査及び応急対策等に関すること。 

(7) 医療ボランティアの受入れ，調整に関すること。 

(8)  感染症の発生及び拡大防止に関すること。 

(9) 防疫活動に関すること。 

(10) 防疫薬品及び防疫資材の整備及び調達に関すること。 

(11)  在宅の要配慮者（人工透析，特定疾患，難病等）への

対応及び支援並びに対応医療機関との調整に関すること。 

保健所長 生活衛生班 

 

生活衛生課長 

 

生活衛生課 

 

(1) 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 生活用水及び食品の衛生確保に関すること。 

(3) 食中毒の発生及び拡大防止に関すること。 

(4) 入浴施設の提供に関すること。 

(5) 災害応急用井戸の水質検査及び情報提供に関すること。 

(6) 衛生害虫及びねずみ族の駆除に関すること。 

(7) ペット動物等の保護・収容，救護活動に関すること。 

(8) 獣医師会，動物愛護団体との支援要請及び総合調整に関

すること。 

健康安全班 健康増進課長 健康増進課 

西・東保健セ

ンター 

各保健出張所 

(1) 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 被災者等の健康管理及び心のケアに関すること。  

(3) 避難所等の衛生管理及び環境整備等に関すること。 

(4) 救護所等設置に係る医療救護班の支援に関すること。 

環

境

対

策

部 

環境部長 環境政策班 環境政策課長 環境政策課 

斎場 

東部火葬場 

(1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被害調査，応急対策及び管理保全に関する

こと。 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  廃棄物に係る総括及び総合調整に関すること。 

(13) 廃棄物の不法投棄行為の監視及び法的処理対策に関

すること。 

(14)  遺体の埋火葬に関すること。 

(15)  遺骨の一時保管に関すること。 

(16)  広域火葬に関すること。 

(17)  火葬相談窓口の設置に関すること。 

(18)  遺体の運送に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

環

境

対

策

部 

環境部長 環境政策班 環境政策課長 環境政策課 

斎場 

東部火葬場 

(19)  埋火葬に係る福祉保健対策部，関係機関との連絡調整

に関すること。 

(20)  他の班の所管に属さないこと。 

(21)  その他特命事項に関すること。 

環境管理班 環境管理課長 環境管理課 (1) 所管施設の被害調査，応急対策及び管理保全に関するこ

と。 

(2) 有害物質等を使用している工場・事業場の被害状況の把

握及び応急対策等に関すること。 

(3) 大気汚染及び水質汚濁等の汚染状況の監視に関するこ

と。 

(4) 災害時における公害防止に関すること。 

(5) 遺体の埋火葬に係る環境政策班の支援に関すること。 

(6) その他特命事項に関すること。 

環境施設班 環境施設課長 環境施設課 (1) 所管施設の被害調査，応急対策及び管理保全に関するこ

と。 

(2) 仮置場の設置及び運営に関すること。 

(3) 仮置場の災害廃棄物の分別，処理及び再資源化に関する

こと。 

(4) 一般廃棄物（ごみ）の処理及び処分に関すること。 

(5) 一般廃棄物（し尿）の処理に関すること。 

(6) 仮設処理施設の設置及び運営に関すること。 

(7) その他特命事項に関すること。 

環境業務班 

 

 

 

環境業務課長 環境業務課 (1) 所管施設及び車両の被害調査，応急対策及び管理保全に

関すること。 

(2) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)取扱業者等との連絡調整に

関すること。 

(3) 一般廃棄物（家庭ごみ）の収集及び運搬に関すること。 

(4) 一般廃棄物（し尿）の緊急汲取に関すること。 

(5) 被災地域及び関係部署と連携し，一時集積場所の設置及

び管理運営に関すること。 

(6) 避難所等におけるごみ集積場所及びトイレの清掃等の

指導に関すること。 

(7) 仮設トイレの設置及び管理運営に関すること。 

(8) その他特命事項に関すること。 

産

業

対

策

部 

産業部長 商工振興班 商工振興課長 商工振興課 (1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 



15 

 

部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

産

業

対

策

部 

産業部長 商工振興班 商工振興課長 商工振興課 (11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  県，商工会議所及び商工業関係団体との連絡調整に関

すること。 

(13)  工業施設，商業施設等の被害状況の把握に関するこ

と。 

(14)  救援物資に係る総括及び関係対策部との調整に関す

ること。 

(15)  協定に基づく食糧・生活必需品・資機材等の調達に関

すること。 

(16)  備蓄倉庫の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 

(17)  他都市等への救援物資の要請・受入れに関すること。 

(18)  備蓄物資及び救援物資の配分・供給に関すること。（給

水作業に関することを除く。） 

(19)  被災者の物資ニーズの集約に関すること。 

(20)  県，自衛隊等への物資輸送に係る支援要請に関するこ

と。 

(21)  県との物資の集積拠点の調整に関すること。 

(22)  救援物資の集積拠点への職員の派遣の調整に関する

こと。 

(23)  中小企業に対する金融支援及び相談に関すること。 

(24)  被災者の雇用対策に関すること。 

(25)  産業振興対策に関すること。 

(26)  他の班の所管に属さないこと。 

(27)  その他特命事項に関すること。 

観光振興班 観光振興課長 観光振興課 

海事歴史科学

館学芸課 

(1) 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 観光実の避難対策に関すること。 

(3) 地場産業の復旧支援に関すること。 

(4) 救援物資に係る商工振興班への支援に関すること。 

港湾漁港班 港湾漁港課長 港湾漁港課 (1) 災害関連情報の収集及び伝達に関すること。 

(2) 災害時応急処置に伴う関係機関への協力要請に関する

こと。 

(3) 救援物資の海上輸送基地の選定に関すること。 

(4) 海上輸送基地における救援物資の荷役，輸送体制の確保

に関すること。 

(5) 避難者，救援物資等の海上輸送に伴う自衛隊，海上保安

部，旅実船協会，漁業協同組合等への協力要請に関すること。 

(6) 船舶火災，海難事故及び船舶の被害状況の把握に関する

こと。 

(7) 港湾及び漁港利用者等の避難対策に関すること。 

(8) 港湾区域及び漁港区域内における漂流物対策に関する

こと。 

(9) 接岸，けい留施設の被害状況の把握に係る関係機関等と

の連絡調整に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

産

業

対

策

部 

産業部長 港湾漁港班 港湾漁港課長 港湾漁港課 (10)  港湾施設及び漁港施設，海岸保全施設の被害状況の把

握及び応急対策に関すること。 

(11)  港湾区域及び漁港区域内における高潮対策及び  

漂流物対策に関すること。 

(12)  港湾施設及び漁港施設，海岸保全施設の災害復旧工事

に関すること。 

(13)  救援物資に係る商工振興班への支援に関すること。 

農林水産班 農林水産課長 農林水産課 

水産振興室 

(1) 農業関係の被害状況の把握に関すること。 

(2) 農産物の被害状況の把握に関すること。 

(3) 畜産関係の被害状況の把握に関すること。 

(4) 応急農作物の種苗及び家畜飼料の補給に関すること。 

(5) 農林漁業復旧資金の斡旋，融資に関すること。 

(6) 農協等との連絡調整，協力要請に関すること。 

(7) 水産関係，養殖魚等の被害状況の把握に関すること。 

(8)  漁協等との連絡調整，協力要請に関すること。 

(9)  救援物資等に係る商工振興班の支援に関すること。 

都

市

対

策

部 

都市部長 都市計画班 都市計画課長 都市計画課 (1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  被災市街地の被害状況の把握及び応急対策に関する

こと。 

(13)  帰宅困難者の総括に関すること。 

(14)  被災市街地の復旧・復興に関すること。 

(15)  他の班の所管に属さないこと。 

(16)  その他特命事項に関すること。 

交通政策班 交通政策課長 交通政策課 (1) 緊急輸送道路等の被害状況の把握及び緊急輸送対策に

関すること。 

(2) 交通情報の収集及び情報提供に関すること。 

(3) 交通規制等の応急交通対策に関すること。 

(4) 交通関係機関等との連絡調整に関すること。 

(5) 帰宅困難者情報の収集に関すること。 

(6) 避難所以外の帰宅困難者収容施設の選定及び関係者へ

の協力要請に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

都

市

対

策

部 

都市部長 建築指導班 建築指導課長 建築指導課 (1) 建築物（避難所その他の公共施設等）の応急危険度判定

に関すること。 

(2) 民間建築物及び被災宅地の応急危険度判定に関するこ

と。 

(3) 住宅の被害認定に関すること。 

(4) 他の地方公共団体及び関係団体からの建築関係支援に

関すること。 

(5) 建築関係業者との連絡調整に関すること。 

(6) 宅地防災工事資金及び災害復興住宅資金の融資に関す

ること。 

(7) 被災者の建築相談に関すること。 

(8) 災害復興住宅の認定に関すること。 

(9) 災害復興融資貸付に伴う現場審査に関すること。 

(10)  帰宅困難者の支援に関すること。 

住宅政策班 住宅政策課 

長 

住宅政策課 (1) 市営住宅の被害状況の収集及び応急対策工事に関する

こと。 

(2) 市営住宅の緊急入居に関すること。 

(3) 市営住宅の入居者の相談に関すること。 

(4) 市営住宅指定管理者への指示及び調整に関すること。 

(5) 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に関すること。 

(6) 応急仮設住宅の入居，維持管理に関すること。 

(7) 帰宅困難者の支援に関すること。 

区画整理班 区画整理課長 区画整理課 (1) 建築物（避難所その他の公共施設等）の応急危険度判定

に関すること。 

(2) 民間建築物及び被災宅地の応急危険度判定に関するこ

と。 

(3) 住宅の被害認定に関すること。 

(4) 他の地方公共団体及び関係団体からの建築関係支援に

関すること。 

(5) 建築関係業者との連絡調整に関すること。 

(6) 被災者の建築相談に関すること。 

(7) 帰宅困難者の支援及び広市民センター班の支援に関す

ること。 

技術監理班 技術監理室長 技術監理室 (1) 災害応急対策工事にかかる工事検査に関すること。 

(2) 帰宅困難者の支援に関すること。 

土

木

対

策

部 

土木部長 

 

土木総務班 土木総務課長 土木総務課 

 

(1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

土

木

対

策

部 

土木部長 

 

土木総務班 土木総務課長 土木総務課 

 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  道路，橋りょう，河川等の被害状況調査及び応急対策

に関すること。 

(13)  道路，橋りょう，河川等の障害物の除去に関すること。 

(14)  建設業協会，民間建設業者等の連絡調整に関するこ

と。 

(15)  応急資機材の確保及び保管に関すること。 

(16)  国，他の地方公共団体及び関係団体からの土木関係支

援に関すること。 

(17) 交通規制等の応急交通対策に関すること。 

(18) 救援活動拠点等としての公園緑地の使用にかかる連

絡調整に関すること。 

(19) 公園緑地等にかかる国，県等との連絡調整に関するこ

と。 

(20)  土砂災害・洪水等の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

(21)  所管施設の被害状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 

(22)  急傾斜地復旧整備事業資金融資に関すること。 

(23)  ため池の被害状況の把握及び応急対策に関すること。 

(24)  林道施設の被害状況の把握及び応急対策に関するこ

と。 

(25)  他の班の所管に属さないこと。 

(26)  その他特命事項に関すること。 

土木維持班 土木維持課長 土木維持課 

音戸倉橋土木

出張所 

川尻安浦土木

出張所 

安芸灘土木出

張所 

(1) 所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関すること。 

(2) 道路，橋りょう，河川等の被害状況調査及び応急対策に

関すること。 

(3) 道路，橋りょう，河川等の障害物の除去に関すること。 

(4) 所管の公共土木施設復旧対策に関すること。 

(5) 交通規制等の応急交通対策に関すること。 

(6) 土砂災害・洪水等の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

(7) 所管施設の被害状況の把握及び管理保全に関すること。 

(8) 市街地の排水対策及び沿岸部等の高潮対策に関するこ

と。 

(9) 樋門，排水ポンプ場，防潮提の操作管理に関すること。 

(10)  急傾斜地対策に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

土

木

対

策

部 

土木部長 

 

土木維持班 土木維持課長 土木維持課 

音戸倉橋土木

出張所 

川尻安浦土木

出張所 

安芸灘土木出

張所 

(11)  公園等の電気設備の保全に関すること。 

(12)  ため池の被害状況の把握及び応急対策に関すること。 

(13) 林道施設の被害状況の把握及び応急対策に関するこ

と。 

(14)  農地，農業用施設，林道等の災害復旧工事に関するこ

と。  

土木整備班 土木整備課長 土木整備課 (1) 所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関すること。 

(2) 道路，橋りょう，河川等の被害状況調査及び応急対策に

関すること。 

(3) 道路，橋りょう，河川等の障害物の除去に関すること。 

(4) 所管の公共土木施設復旧対策に関すること。 

(5) 交通規制等の応急交通対策に関すること。 

(6) 土砂災害・洪水等の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

(7) 所管施設の被害状況の把握及び管理保全に関すること。 

(8) 市街地の排水対策及び沿岸部等の高潮対策に関するこ

と。 

(9) 樋門，排水ポンプ場，防潮提の操作管理に関すること。 

(10)  急傾斜地対策に関すること。 

(11) 公園等の電気設備の保全に関すること。 

(12) ため池の被害状況の把握及び応急対策に関すること。 

(13) 林道施設の被害状況の把握及び応急対策に関するこ

と。 

(14) 農地，農業用施設，林道等の災害復旧工事に関するこ

と。 

営繕班 営繕課長 営繕課 

 

(1) 市有建築物（市営住宅を除く。）の被害状況調査及び応

急対策工事に関すること。 

(2) 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に係る住宅班

の支援に関すること。 

消

防

対

策

部 

消防局副局長 

 

消防総務班 消防総務課長 消防総務課 (1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 部内職員の動員に関すること。 

(5) 部内職員の厚生に関すること。 

(6) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(7) 所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関すること。 

(8) 災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連事

務の实施に関すること。 

(9) 所管車両及び資機材の応急修理等に関すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

消

防

対

策

部 

消防局副局長 

 

消防総務班 消防総務課長 消防総務課 (10)  燃料の確保に関すること。 

(11)  消防広報に関すること。 

(12)  報道機関からの情報収集及び問い合わせの対応に関

すること。 

(13)  記録写真に関すること。 

(14)  他の班の所管に属さないこと。 

(15)  その他特命事項に関すること。 

予防班 予防課長 予防課 (1) 災害情報，気象情報，活動状況等の収集・整理・分析に

関すること。 

(2) 整理分析した情報の各班への伝達に関すること。 

(3) 防災関係機関の情報収集・伝達に関すること。 

(4) 応援要請等の災害対策本部報告資料の作成に関するこ

と。 

(5) 危険物施設等の被害状況の把握及び応急対策に関する

こと。 

(6) 出火防止等の広報に関すること。 

警防班 警防課長 警防課 (1) 消防対策部の災害体制等の発令に関すること。 

(2) 消防隊・救急隊等の指揮及び運用に関すること。 

(3) 各種情報に基づく消防力判断に関すること。 

(4) 災害対策本部との連絡調整に関すること。 

(5) 警察，海上保安部，他都市消防機関等との連携・調整に

関すること。 

(6) 福祉保健対策部，医療機関等との連携・調整に関するこ

と。 

(7) 災害時の医療体制情報収集に関すること。 

(8) 緊急消防援助隊等の派遣要請及び受援・応援に関するこ

と。 

(9) 緊急消防援助隊等との連絡，集結場所の指定等に関する

こと。 

(10)  緊急消防援助隊等の活動方針等の伝達に関すること。 

(11)  緊急消防援助隊等への各種資料の作成・配布に関する

こと。 

(12)  その他災害対策に関すること。 

指令班 

 

 

通信指令課長 通信指令課 (1) 災害の覚知，伝達及び管制に関すること。 

(2) 災害情報，気象情報等の収集及び伝達に関すること。 

(3) 消防通信の運用及び統制に関すること。 

(4) 所管施設及び設備機器等の被害状況の把握及び応急対

策並びに保全に関すること。 

西署班 

東署班 

音戸署班 

西消防署長 

東消防署長 

音戸消防署長 

西消防署 

東消防署 

音戸消防署 

(1) 所管施設及び車両等の被害状況の把握及び応急対策並

びに保全に関すること。 

(2) 職員の動員，厚生に関すること。 

(3) 局，消防団，その他関係機関との連絡調整に関すること。 

(4) 消火・救助・救急・水防活動及び行方不明者の捜索に関

すること。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

消

防

対

策

部 

消防局副局長 

 

西署班 

東署班 

音戸署班 

西消防署長 

東消防署長 

音戸消防署長 

西消防署 

東消防署 

音戸消防署 

(5) 他都市応援隊の指揮，運用，調整に関すること。 

(6) 緊急消防援助隊等との調整及び誘導に関すること。 

(7) 被害調査の实施並びに各種情報の収集，整理及び報告に

関すること。 

(8) 消防広報に関すること。 

(9) 避難誘導に関すること。 

(10)  危険物施設の災害状況の把握及び応急措置指導に関

すること。 

(11)  その他災害対策に関すること。 

消防団班 消防団副団長 

消防団室長 

各消防分団 

消防団室 

(1) 団の総括及び方面隊，地区隊への指示，連絡調整に関す

ること。 

(2) 消防局，本部事務局，市民センターとの連絡調整に関す

ること。 

(3) 所管施設，車両等の被害状況の把握及び管理保全に関す

ること。 

(4) 団員の動員，隊の編成に関すること。 

(5) 団員の安否情報及びり災状況に関すること。 

(6) 消火・救助・救急・水防活動及び行方不明者の捜索に関

すること。 

(7) 消防広報及び避難誘導に関すること。 

(8) その他災害対策に関すること。 

上 

下 

水 

道 

対 

策

部 

 

経営総務部長 上下水道対策

班 

上下水道総務

課長 

上下水道総務

課 

経営企画課 

(1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 

(11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12)  他の地方公共団体からの水道支援の総括に関するこ

と。 

(13)  県水道施設の被害状況の把握及び復旧対策の総合調

整に関すること。 

(14)  水道施設の災害復旧・復興の総合企画に関すること。 

(15)  上下水道事業に係る災害広報の総括に関すること。 

(16)  水道・下水道使用料の減免に関すること。 

(17)  他の班の所管に属さないこと。 

(18)  その他特命事項に関すること。 



22 

 

部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

上 

下 

水 

道 

対 

策

部 

 

経営総務部長 上下水道総務

班 

営業課長 

 

営業課 (1) 電話受付に関すること。 

(2) 所管車両の管理保全に関すること。 

(3) 資材及び車両の調達・管理に関すること。 

(4) 通信機器等の保全に関すること。 

建設部長 応急給水班 水道建設課長 水道建設課 (1) 応急給水計画に関すること。 

(2) 医療機関（災害拠点病院，救急告示医療機関，透析医療

機関）への運搬給水に関すること。 

(3) 地域給水拠点等への運搬給水に関すること。 

下水道管路復

旧班 

 

 

下水建設課長 下水建設課 (1) 所管管きょの被害状況の把握及び応急対策に関するこ

と。 

(2) 修繕計画に関すること。 

(3) 下水道管の修繕に関すること。 

施設管理部長 

 

給水復旧班 管路管理課長 管路管理課 (1) 所管配水，給水施設等の被害状況の把握及び応急対策に

関すること。 

(2) 水道管の修繕に関すること。 

(3) 復旧工事業関係者との連絡調整に関すること。 

(4) 市民広報の实施に関すること。 

(5) 修繕計画に関すること。 

(6) 濁水対策に関すること。 

水道施設班 浄水課長 浄水課 (1) 水道施設の被害状況の把握及び応急対策に関すること。 

(2) 施設の復旧計画及び水運用計画に関すること。 

(3) 採水計画及び水質検査に関すること。 

(4) 危険物の点検及び安全確保に関すること。 

応急排水班 計画課長 管路管理課 (1) 所管管きょの閉塞状況の把握及び応急対策に関するこ

と。 

(2) 応急排水計画及び汚水運搬計画に関すること。 

下水道施設班 

 

下水施設課長 

 

下水施設課 

 

 

(1) 下水道施設の被害状況の把握及び応急対策に関するこ

と。 

(2) 施設の復旧計画及び汚水処理計画に関すること。 

(3) 採水計画及び水質検査に関すること。 

(4) 危険物の点検及び安全確保に関すること。 

教

育 

対 

策

部 

 

教育部長 教育総務班 教育総務課長 教育総務課 (1) 部の庶務に関すること。 

(2) 部内各班の連絡調整に関すること。 

(3) 本部，地区本部，その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(4) 災害関連情報の集約及び伝達に関すること。 

(5) 部関連被害状況の集約に関すること。 

(6) 部応急対策活動の集約に関すること。 

(7) 部内職員の動員に関すること。 

(8) 部内職員の厚生に関すること。 

(9) 部内職員等の安否確認及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(10)  所管施設の被災状況の把握及び管理保全に関するこ

と。 
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部 部・局長 班 班長 担当課等 分掌事務 

教

育 

対 

策

部 

 

教育部長 教育総務班 教育総務課長 教育総務課 (11)  災害救助法適用時における部内の救助経費求償関連

事務の实施に関すること。 

(12) 他都市応援職員の受入れに関すること。 

(13) 教育委員との連絡調整に関すること。 

(14) 教育関係義援金の受付及び配分に関すること。 

(15) 他の班の所管に属さないこと。 

(16) その他特命事項に関すること。 

学校施設班 学校施設課長 学校施設課 (1) 学校施設・設備の被害状況の把握及び応急対策に関する

こと。 

(2) 学校施設の応急危険度判定の要請に関すること。 

(3) 応急教育实施施設の確保に関すること。 

(4) 学校施設の災害復旧計画に関すること。 

(5) 教育備品の被害状況の把握及び調達に関すること。 

(6) 学校給食対策に関すること。 

(7) 学校給食施設における非常炊き出しに関すること。 

学校教育班 

 

学校教育課長 学校教育課 (1) 教職員の動員・配備に関すること。 

(2) 教職員の支援調整に関すること。 

(3) 教職員及びその家族の安否確認に関すること。 

(4) 教職員の生活支援に関すること。 

(5) 学校の教育再開（応急教育計画）の総括に関すること。 

(6) 被災児童及び生徒への教科書・学用品等の調達給与に関

すること。 

(7) 被災児童及び生徒への育英及び奨学に関すること。 

学校安全班 

 

学校安全課長 

 

学校安全課 

 

(1) 児童・生徒の安全対策の総括に関すること。 

(2) 災害情報・気象情報等の収集に関すること。 

(3) 保護者への防災情報の提供に関すること。 

(4) 児童・生徒・保護者の安否情報及び保護者への引渡しに

関すること。 

(5) 学校の保健衛生に関すること。 

学校班 各小学校長 

各中学校長 

高等学校長 

各学校教職員 (1) 学校施設・設備・教育備品の被害状況の把握に関するこ

と。 

(2) 学校施設の応急危険度判定の要請に関すること。 

(3) 所管教職員の安否情報及びり災状況の把握に関するこ

と。 

(4) 児童・生徒の安全に関すること。 

(5) 児童・生徒・保護者の安否情報及び保護者への引渡しに

関すること。 

(6) 学校の教育再開（応急教育計画）に関すること。 

(7) 学校の管理保全及び保健衛生に関すること。 

(8) 学校給食及び非常炊出しに関すること。 

(9) 被災児童及び生徒への教科書・学用品の給与に関するこ

と。 

(10)  避難所として学校施設の供与及び管理に関すること。 

(11)  避難所運営及び救護所等の支援に関すること。 
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別紙 ４ 

関係機関

現地災害対策本部 市 民 セ ン タ ー

危 機 管 理 監

本部長付

本部員

情 報 班 その他関係機関

応 急 対 策 班 教 育 対 策 部

復 旧 対 策 班
地 区 対 策 本 部

対
策
本
部
事
務
局

事務局長 危 機 管 理 監
土 木 対 策 部

総 括 班 自 衛 隊

広 報 班 消 防 対 策 部

庶 務 班
上下水道対策部

海 上 保 安 部

都 市 対 策 部

県

文化スポーツ対策部

消 防 局 副 局 長
福祉保健対策部

上 下 水 道 局 経 営 総 務 部長 県 警 察

災害対策本部体制（非常体制）

国

上下水道事業管理者

財 務 対 策 部

教 育 長
市 民 対 策 部

各 部 長

教 育 部 長 環 境 対 策 部

本
部
会
議

本 部 長 市 長 総 務 対 策 部

副本部長 副 市 長
企 画 対 策 部

消 防 局 長

その他本部長が指 定 す る者

産 業 対 策 部

迅速な情報

収集・分析

災害対策本部

の設置報告

必要に応じ

災害実行責

任者・連絡

員等の事務

局への派遣

要請
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別紙 ５ 

【炊き出しのできる給食施設を有する施設】 

 

 

 

 

 

 

施  設  名 給 食 能 力（人分） 施  設  名 給 食 能 力（人分） 

仁  方  小学校 750 蒲   刈     〃 60 

広  南   〃 300 安  浦    〃 400 

白  岳   〃 750 安   登   〃 400 

広     〃 750 仁   方  中学校 60 

三 坂 地   〃 550 広  南   〃 60 

郷   原   〃 550 白   岳   〃 60 

横   路   〃 750 広 中 央   〃 60 

阿   賀   〃 800 郷   原   〃 60 

原     〃 750 横   路   〃 60 

警 固 屋   〃 300 阿   賀   〃 60 

坪   内   〃 550 警 固 屋   〃 60 

宮   原   〃 550 宮   原   〃 60 

和   庄   〃 750 和   庄   〃 60 

本   通   〃 550 東   畑   〃 60 

長   迫   〃 550 片   山   〃 60 

明   立   〃 550 呉 中 央   〃 60 

荘 山 田   〃 550 両   城   〃 60 

呉 中 央   〃 750 吉   浦   〃 60 

両   城   〃 550 天   応   〃 60 

港   町   〃 550 昭   和   〃 60 

吉   浦   〃 750 昭 和 北   〃 60 

天   応   〃 550 下 蒲 刈   〃 60 

昭 和 西   〃 550 川   尻   〃 60 

昭和中央   〃 750 音   戸   〃 60 

昭 和 南   〃 750 明   徳   〃 60 

昭 和 北   〃 950 蒲   刈   〃 60 

下 蒲 刈   〃 60 安   浦   〃 700 

川   尻   〃 750 豊   浜   〃 60 

音   戸   〃 60   呉   高等学校 100 

波 多 見   〃 60 音  戸学校給食共同調理場 2,000 

明   徳   〃 60 蒲  刈    〃 350 

倉   橋  小学校 60 合  計      22,950 



26 

 

別紙 ６ 

【応急給水機器保有数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 
積載能力及び保有数 

配置場所 所管電話 
積載能力 保有数 合計 

給水車 アルミ製 2.0㎥ 1台 2.0㎥ 上下水道局車庫 

26-1600 

給 水 

タンク 

アルミ製 
1.5㎥ 4基 6.0㎥ 

宮原浄水場 1.0㎥ 1基 1.0㎥ 

ポリタンク 

（上下水道

局庁舎） 

0.5㎥ 5基 2.5㎥ 

0.3㎥ 
12基 3.6㎥ 上下水道局倉庫 

30基 9.0㎥ 宮原浄水場 

0.1㎥ 5基 0.5㎥ 上下水道局車庫 

ポリ容器 

20ℓ 40個 0.8㎥ 旧東部工事事務所 

18ℓ 300個 5.4㎥ 上下水道局倉庫 

15ℓ 3,400個 51.0㎥ 宮原浄水場 

給水用ポリ袋 

10ℓ 730袋 7.3㎥ 

上下水道局車庫 

6ℓ 230袋 1.4㎥ 

5ℓ 800袋 4.0㎥ 

非常用給水パック 

製造機 
 １台  

アルミタンク用 

給水スタンド 
4栓 5個  

緊急貯水槽用 

給水スタンド 
4栓 2個  

消火栓用 

給水スタンド 

1栓 1個  

上下水道局倉庫 2栓 13個   

3栓 5個   
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別紙 ７ 
【被災者台帳】 

年齢

生年月日 性別 続柄 世帯主

該当事由

提供先

り災証明交付手続き
（交付申請日・交付申請者）

被災者台帳

生年月日

氏名

フリガナ

世帯の構成

同意した提供
先

負傷・疾病

死亡日

被害の状況

り災証明書の交付状況
（交付日・交付枚数）

性別

氏名

住家の被害その他市町村長
が定める種類

被害認定日

要配慮者

提供日時

呉市以外の者に台帳情報を
提供（法第９０条の３第２項
第８号）

住所又は居所

個人番号

電話番号

世帯一覧
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災害障害見舞金

災害障害見舞金申請日 災害障害見舞金申請者

災害障害見舞金における
被災者と申請者の関係

災害障害見舞金支給日

被災者生活再
建支援金

被災者生活再建支援金

１次配分申請日

被災者生活再建支援金

１次配分申請者

被災者生活再建支援金

１次配分支給日

被災者生活再建支援金

２次配分申請日

被災者生活再建支援金

２次配分申請者

被災者生活再建支援金

２次配分支給日

被災者生活再建支援金

１次配分加算申請日

被災者生活再建支援金

１次配分加算申請者

被災者生活再建支援金

１次配分加算支給日

被災者生活再建支援金

２次配分加算申請日

被災者生活再建支援金

２次配分加算申請者

被災者生活再建支援金

２次配分加算支給日

災害弔慰金

災害弔慰金申請日 災害弔慰金申請者

災害弔慰金における被災
者と申請者の関係

災害弔慰金支給日

呉市災害義援
金

呉市災害義援金１
次配分申請日

呉市災害義援金１
次配分申請者

呉市災害義援金
１次配分支給日

呉市災害義援金２
次配分申請日

呉市災害義援金２
次配分申請者

呉市災害義援金
２次配分支給日

呉市災害義援金３
次配分申請日

呉市災害義援金３
次配分申請者

呉市災害義援金
３次配分支給日

災害見舞金（呉市社会福
祉協議会）申請日

災害見舞金（呉市社会福祉協議会）

情報提供

災害見舞金（県）支給日

災害見舞金（日赤広
島県支部）申請日

災害見舞金（日赤広島県支部）支給

日

災害見舞金

災害見舞金（県）申請
日

災害援護資金貸付の有無

災害見舞金（呉市赤
十字奉仕団）申請日

災害見舞金（呉市赤十字奉仕団）支

給日
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別紙 ８ 
【り災証明書】 

別表第２

呉り証第 号

平成 年 月 日

次のとおり相違ないことを証明します。

□ □

□  床上浸水 （ □

□  その他

□  崩壊 □  陥没 □  埋没 □  流出

□  その他

□

詳細（

詳細（  ）

 ）

cm ）  床下浸水

土

地

ア

イ

ウ  規模（長さ

り　災　証　明　書

呉       市       長

り

災

者

住所又は所在地

氏名又は名称 生年月日

備考

り

災

事

項

災害の原因 り災年月日

り災場所

ウり

災

状

況

建

物

ア  全壊（流出・焼失）  大規模半壊 □  半壊 □  一部損壊

イ

m × 高さ

そ

の

他

m × 幅 m ）
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別紙 ９ 
【り災届出証明書】 

別表第４

呉り届証第 号

平成 年 月 日

次のとおり届け出があったことを証明します。

□ □

□  床上浸水 （ □

□  その他

□  崩壊 □  陥没 □  埋没 □  流出

□  その他

□

詳細（

詳細（  ）

 ）

cm ）  床下浸水

土

地

ア

イ

ウ  規模（長さ

り　災　届　出　証　明　書

呉       市       長

り

災

者

住所又は所在地

氏名又は名称 生年月日

備考

り

災

事

項

災害の原因 り災年月日

り災場所

ウり

災

状

況

建

物

ア  全壊（流出・焼失）  大規模半壊 □  半壊 □  一部損壊

イ

m × 高さ

そ

の

他

m × 幅 m ）
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別紙 10 
【り災届出証明書交付申請書】 

別表第５

建

物

土

地

そ

の

他

（

太
枠
内
は
、

申
請
者
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

り

災

者

住所又は所在地
　　　　　　　　町　　　　　　　　丁目　　　　　番地
呉市
　　　　　　　　通　　　　　　　　　　　番　　　　号

氏名又は名称
生年月日
　明・大
　昭・平　　　年　　月　　日

備考

り

災

事

項

氏名 　　　連絡先

り災場所
　呉市　　　　　町　　　　　　　　丁目　　　　　番地

　　　　　　　　通　　　　　　　　　　　番　　　　号

り災届出証明書交付申請書

平成　　年　　月　　日

申 請 者

（窓口に来

られた人）

住所　　　　　　　　　町　　　　　　　　丁目　　　　　番地
      呉市
　　　　　　　　　　　通　　　　　　　　　　　番　　　　号

呉　市　長　殿

災害の原因 り災年月日

　平成　　  　年　 　 月　　  日

り

災

状

況

□ 全壊（流出・焼失）   　□ 床上浸水（　　　㎝）
□ 大規模半壊　　　　　　 □ 床下浸水
□ 半壊　　　　　　　　   □ その他
□ 一部損壊

□ 崩　壊　　　　　　   　□ 流　出
□ 陥　没　　　　　　   　□ その他
□ 埋　没
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別紙 11 
14 年別（月別）降水量一覧表 

（平成14年３月からは，呉特別地域気象観測所のデータ） 

        年別 

月 別 

昭和       平成                                

30 年 42 年 51年 58 年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 2７年 

（平年降水量）   ㎜   ㎜ ㎜  ㎜       ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜   ㎜  ㎜  ㎜ 

１ 月                                           

(41.0) 26.2 39.3 12.5 38.0 28.5 59.5 82.0 47.5 43.0 1.5 9.0 36.0 21.0 51.0 29.5 24.0  4.0  9.0 35.0 30.5 83.0 

２ 月                                        

(61.2) 81.1 18.9 148.0 50.0 49.0 34.5 64.0 19.0 51.0 49.0 69.5 81.5 50.5 35.5 109.5 121.5  55.5 101.0 89.5 32.5 30.5 

３ 月                                        

(109.5) 79.8 192.3 83.5 168.5 86.5 150.5 43.5 129.5 91.5 66.0 88.5 83.0 65.5 140.0 89.5 142.5  42.0 127.0 73.5 138.5 125.0 

４ 月                                        

(128.3) 233.7 271.1 263.5 143.5 103.0 105.5 31.5 108.5 202.0 149.0 45.5 223.5 57.5 117.5 93.5 182.5  70.0 107.5 78.5 72.5 159.5 

５ 月                                          

(152.9) 61.2 65.6 19.0 114.0 157.0 101.5 188.0 180.0 149.0 378.5 68.0 239.0 167.0 160.5 29.5 183.0 339.0 44.5 83.5 82.0 96.5 

６ 月                                          

(226.7) 284.6 112.3 193.5 117.0 520.0 136.5 289.0 143.5 146.5 245.0 36.5 299.0 49.5 150.5 148.5 264.5 172.0 204.0 334.0 141.0 213.5 

７ 月                                        

(227.7) 181.1 448.3 130.0 193.0 142.5 86.0 95.0 127.0 352.5 116.0 354.0 290.5 334.0 31.0 594.5 300.5 159.0 320.5 223.5 246.5 93.5 

８ 月                                        

(97.1) 63.7 15.5 143.5 90.5 185.5 17.5 109.5 71.5 152.0 276.0 57.5 87.5 62.0 74.5 52.0 0.0  93.0 144.5 255.0 196.0 294.0 

９ 月                                          

(152.5) 176.2 5.6 373.0 340.5 266.0 148.0 109.5 93.0 40.5 198.0 248.5 157.5 32.0 157.5 74.5 76.5 186.0 34.5 188.5 55.5 201.5 

10 月                                        

(83.6) 135.8 124.5 111.0 65.0 55.5 79.0 244.5 51.0 9.5 192.0 64.5 15.5 44.0 46.5 51.5 72.0 140.5  61.5 249.0 84.5 83.5 

11 月                                          

(65.4) 58.9 100.8 68.0 41.5 76.0 90.0 72.5 21.5 152.5 39.5 68.0 76.0 16.5 59.5 140.0 30.5  95.5 101.0 54.5 66.5 151.0 

12 月                                          

(35.6) 14.4 18.1 69.5 28.0 12.0 28.5 49.0 66.0 31.5 93.5 4.5 57.0 83.5 43.0 28.0 78.0  35.0  86.0  40.5 60.0 96.0 

年間降水量                                         

（1381.3） 1,360.7 1,412.3 1,793.0 1,449.5 1,681.5 1,037.0 1,346.0 1,058.0 1,421.5 1,804.0 1,114.0 1,646.0 983.0 1,067.0 1,439.5 1,475.5 1,391.5 1,341.0 1,705.0 1,206,0 1,627,5 

 （注） 平年値の統計期間 1981年（昭和56年）～2010年（平成22年） 
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別紙 12 
防災行政無線設置状況 
（旧市内）

番号 拡声子局名 設置場所 番号 拡声子局名 設置場所

1 天応浄化センター 呉市天応大浜3丁目 52 交通局警固屋車庫の南端 呉市警固屋4丁目9番1号

2 天応支所 呉市天応宮町4番15号 53 警固屋支所 呉市警固屋6丁目3番15号

3 背戸の川右岸里道 呉市天応西条3丁目22番 54 音戸渡船場 呉市警固屋町 音戸の瀬戸公園

4 天応中学校 呉市天応東久保2丁目7番1号 55 県営警固屋アパート横 呉市警固屋8丁目14号

5 JR天応駅横駐輪場 呉市天応塩谷町3番1号 56 櫻の里公園上バス転換場 呉市見晴1丁目2番

6 落走集会所 呉市梅木町22番4号 57 警固屋９丁目市営住宅屋上 呉市警固屋9丁目7番18号

7 吉浦中学校 呉市狩留賀町8番6号 58 見晴公園 呉市見晴2丁目5番

8 吉浦集会所 呉市吉浦本町3丁目22番３ 59 長郷小学校隣市有地 呉市警固屋9丁目369番地の1

9 吉浦支所 呉市吉浦東本町1丁目7番23号 60 大冠分団倉庫 呉市阿賀南9丁目12174番地

10 上城公園 呉市吉浦上城町10番 61 冠崎集会所 呉市阿賀南9丁目11219番4

11 吉浦墓地入口 呉市吉浦新出町296番地の1 62 大入公園 呉市阿賀南8丁目15番

12 海上自衛隊吉浦宿舎入口市道 呉市吉浦宮花町2番6 63 大入小学校 呉市阿賀南8丁目8番20号

13 池の浦団地児童遊園 呉市吉浦池ﾉ浦町1番地の2 64 阿賀南７丁目５県道沿い 呉市阿賀南7丁目5番

14 瀬戸見第1公園 呉市瀬戸見町1番 65 (旧)延崎小学校 呉市阿賀南6丁目4番28号

15 海岸４丁目公園 呉市海岸4丁目19番 66 阿賀小学校 呉市阿賀南2丁目1番1号

16 北塩屋市道 呉市西川原石町392番地 67 JR海岸通踏切北 呉市阿賀中央8丁目5756番地の45

17 二川公民館 呉市築地町3番1号 68 阿賀支所 呉市阿賀中央6丁目2番16号

18 東愛宕市営住宅集会所 呉市東愛宕町1番1号 69 阿賀中央公園 呉市阿賀中央2丁目7番

19 両城小学校 呉市三条2丁目15番12号 70 豊栄東公園 呉市阿賀南1丁目3番

20 交通局本庁舎 呉市宝町1番10号 71 ほうゆう病院第一駐車場 呉市阿賀北1丁目249番地の2

21 大和ミュージアム 呉市宝町5番20号 72 大坪谷公園 呉市阿賀北3丁目1番

22 消防局 呉市中央3丁目1番34号 73 阿賀郷公園 呉市阿賀北8丁目13番

23 呉市役所 呉市中央4丁目1番6号 74 原公園 呉市阿賀北5丁目6番

24 ふれあい会館 呉市中通1丁目2番31号 75 広支所 呉市広古新開2丁目1番2号

25 和庄小学校 呉市八幡町10番7号 76 虹村公園 呉市広多賀谷2丁目9番

26 清水ちびっ子広場 呉市清水3丁目2番 77 クリーンセンターくれ 呉市広多賀谷3丁目9番3号

27 呉市環境試験センター 呉市青山町5番3号 78 総合体育館 呉市広大新開1丁目7番1号

28 二河球場 呉市二河町1番 79 津久茂バス停上市道 呉市広津久茂町15445

29 二河峡橋上市道 呉市二河峡町3番 80 長浜中学校 呉市広長浜4丁目1番9号

30 内神公園 呉市内神町18番 81 長浜小学校 呉市広長浜4丁目1番26号

31 長ノ木公園 呉市長ﾉ木町9番 82 小坪小学校 呉市広小坪1丁目24番1号

32 寺本公園 呉市寺本町15番 83 小坪第４公園 呉市広小坪2丁目1番

33 西惣付公園 呉市西惣付町12番 84 横路自治会館 呉市広横路3丁目12番2号

34 畝原公園 呉市畝原町15番 85 横路小学校 呉市広横路4丁目1番9号

35 平原浄水場 呉市平原町26番51号 86 大広自治会館 呉市広大広2丁目

36 本通消防出張所 呉市本通8丁目3番15号 87 文化新開第２公園 呉市広文化町16番

37 東惣付町 呉市東惣付町666番地 88 四新開第２公園 呉市広古新開6丁目11号

38 西谷公園 呉市西谷町24番 89 名田公園 呉市広名田1丁目5番

39 上畑第２公園 呉市上畑町22番 90 白岳住宅　屋上 呉市広白岳3丁目6番6号

40 交通局東畑操車場 呉市東畑2丁目4番32号 91 白石第５公園 呉市広白岳5丁目4番

41 室瀬公園 呉市室瀬町3番 92 交通局東車庫 呉市広白岳2丁目12番35号

42 宮原支所 呉市宮原4丁目10番1号 93 白岳中学校 呉市広駅前2丁目11番1号

43 神原町子供会倉庫 呉市神原町11番 94 広小学校 呉市広杭本町3番1号

44 宮原公民館 呉市宮原7丁目4番21号 95 広中央中学校 呉市広吉松2丁目15番1号

45 宮原中学校 呉市船見町1番1号 96 塩焼第２公園 呉市広塩焼1丁目5番

46 坪内小学校 呉市宮原12丁目13番1号 97 町田ちびっこ広場 呉市広町田2丁目9番

47 アレイからす小鳥　市道 呉市船見町 98 芳渕トンネル北 呉市広石内2丁目8番

48 宮原１３丁目公園 呉市宮原13丁目4番 99 石内第２公園 呉市広石内3丁目4番

49 鍋山第２公園上市道 呉市警固屋1丁目4番 100 宮上コミュニティ広場 呉市仁方宮上町2617番4

50 いそがめ公園 呉市的場2丁目18番 101 仁方中筋公園 呉市仁方中筋町21番

51 警固屋公民館 呉市警固屋2丁目222番地 102 仁方支所 呉市仁方本町1丁目6番11号

※　拡声子局名については無線局免許取得時の名称による。  
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（旧市内） （下蒲刈地区）

番号 拡声子局名 設置場所 番号 拡声子局名 設置場所

103 仁方桟橋公園 呉市仁方桟橋通10番 1 丸谷 下蒲刈町下島字丸谷2120番9

104 皆实第２公園 呉市仁方皆实町2番 2 三之瀬小学校 下蒲刈町三之瀬字見東195番

105 皆实公園 呉市仁方皆实町14番 3 住吉浜病院 下蒲刈町下島字住吉谷3071番2地先

106 戸田自治会館 呉市仁方町字戸田東4060番地の1 4 塩浜新開Ⅱ 下蒲刈町下島字塩浜新開1653番1

107 大歳ゲートボール場 呉市仁方大歳町440番8 5 塩浜新開 下蒲刈町下島字町新開1713番1

108 仁方川尻線入口 呉市仁方町 6 中田 下蒲刈町下島字中田508番4

109 長谷工業団地内歩道上 呉市郷原町字一ﾉ松光山 7 上明神獄 下蒲刈町下島字上明神912番

110 総合スポーツセンター 呉市郷原町2519番地の1 8 大地蔵東 下蒲刈町下島字大地蔵3290番4

111 第７地区自治会集会所 呉市郷原町字大積山2516番地の28 9 平原 下蒲刈町下島字平原3484番3

112 郷原工業団地内 呉市郷原町字一ﾉ松光山 10 宇津迫 下蒲刈町下島字田之尻3556番7

113 桑畑工業団地歩道上 呉市郷原町 11 旧役場 下蒲刈町三之瀬字南町310番12

114 二級ダム 呉市広町

115 第６区集会所東側市道 呉市郷原町山田

116 第５区集会所 呉市郷原町字上ﾉ原2865番地の2 （川尻地区）

117 第４区自治会館 呉市郷原町字惣引谷3302番地 番号 拡声子局名 設置場所

118 第８区集会所 呉市郷原町字平岩1607番地の3 1 小用１ 川尻町竜王山1045-23

119 学びの丘第２公園 呉市郷原学びの丘2丁目4番 2 小用２ 川尻町小用２丁目2800

120 郷原支所 呉市郷原町1585番地の8 3 小用３ 川尻町小用１丁目2791

121 胡神社前県道歩道 呉市郷原町岡条 4 水落 川尻町小用１丁目2679-2

122 野路の里第２公園 呉市郷原野路の里1丁目4番 5 郷 川尻町東２丁目2737-1

123 １０区集会所 呉市郷原町字地蔵平7342番地の1 6 町 川尻町東１丁目2656-72

124 斎場 呉市焼山町723番地の2412 7 久俊 川尻町久俊１丁目2200-1

125 ひばりヶ丘第１公園 呉市焼山ひばりヶ丘町19番 8 久筋 川尻町久筋２丁目3308

126 梅ヶ丘公園 呉市焼山松ヶ丘2丁目3番 9 大原 川尻町久俊３丁目5569-4

127 芳井田第２公園 呉市焼山西1丁目9番 10 要垣内 川尻町久俊１丁目2170

128 政畝南公園 呉市焼山政畝1丁目2番 11 原山下 川尻町原山１丁目1137

129 呉昭和高校入口市道 呉市焼山町557番地 12 原山上 川尻町原山１丁目5466-8

130 昭和西ふれあい集会所 呉市焼山3丁目1632番地の3 13 柳迫 川尻町森４丁目5079-2

131 宮ヶ迫第１公園 呉市焼山宮ヶ迫2丁目1番 14 川尻中学 川尻町西１丁目1659

132 宮ヶ迫ニュータウン１号公園 呉市焼山宮ヶ迫2丁目20番 15 岩戸団地 川尻町西４丁目300

133 本庄第１公園 呉市焼山本庄4丁目9番 16 岩戸 川尻町西５丁目239-8

134 昭和北中学校 呉市焼山泉ｹ丘2丁目11番1号 17 小仁方団地 川尻町小仁方１丁目32-３

135 夢ヶ丘自治会館 呉市押込西平町24番1号 18 小仁方 川尻町小仁方１丁目16-2

136 のぞみヶ丘第１公園 呉市押込4丁目33番 19 上畑 川尻町原山３丁目91-4

137 押込第１公園 呉市押込5丁目1番 20 町民グランド 川尻町西１丁目1653-18

138 レイクパーク本庄 呉市押込2丁目3番 21 川尻公民館（親局） 川尻町東１丁目1-21

139 本庄水源地 呉市焼山北3丁目1542番地の1

140 交通局昭和営業所 呉市焼山北1丁目12番21号

141 昭和市民センター 呉市焼山中央2丁目8番12号

142 第３焼山団地９号公園 呉焼山東1丁目20番

143 第２焼山団地１号公園 呉市焼山中央4丁目10番

144 凉ヶ台公園 呉市焼山東4丁目9番

145 焼山南ハイツポンプ場 呉市焼山南1丁目3125番地の19

146 焼山南２丁目市道上 呉市焼山南2丁目

147 焼山南ハイツ第３公園 呉市神山3丁目38番

148 神山１丁目市道上 呉市神山1丁目3635番地の3

149 苗代公園 呉市苗代町字掃部城

150 狐城ポンプ所 呉市押込6丁目201番地の1

151 苗代下条バス停 呉市苗代町字下条1515番地の1

152 苗代自治会館 呉市苗代町字岡台544番地の2

153 昭和東公民館 呉市苗代町39番地の2

154 栃原町自治会館 呉市栃原町字宮ノウ称974番地  
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（音戸地区） （倉橋地区）

番号 拡声子局名 設置場所 番号 拡声子局名 設置場所

1 坪井区自治会館 音戸町坪井２丁目100番5 1 西宇土 倉橋町字西宇渡本谷下3904番2

2 坪井港 音戸町坪井３丁目地内 2 須川－１ 倉橋町字岩本580番15地先

3 三軒鼻 音戸町坪井１丁目281番3 3 須川－２ 倉橋町字中郷3301番4

4 引地 音戸町引地２丁目411番1 4 尾曽郷 倉橋町字獺郷2807番24

5 音戸高校 音戸町北隠渡１丁目784番2 5 桂浜 倉橋町字先宮ノ浦五本松384番2

6 音戸高校Ⅱ 音戸町北隠渡２丁目1133番 6 誠和団地 倉橋町字小敷ヶ峠7820番1

7 南隠渡 音戸町南隠渡３丁目1810番2 7 尾立－１ 倉橋町字東浜中9964番13

8 南隠渡Ⅱ 音戸町南隠渡４丁目2870番 8 納 倉橋町字納9675番19

9 南区集会所 音戸町南隠渡１丁目1244番1 9 釣士田－２ 倉橋町字飛渡6950番2

10 高須 音戸町高須３丁目4287番11 10 袋ノ内 倉橋町字藻浦11320番6外

11 高須Ⅰ 音戸町南隠渡１丁目1902番 11 大迫 倉橋町大迫地内

12 高須上 音戸町高須３丁目4515番73 12 室尾 倉橋町字宮ノ庄11959番29

13 外双見 音戸町波多見１丁目4553番96 13 海越－１ 倉橋町字海越北15101番2

14 波多見消防ﾎﾟﾝﾌﾟ１ 音戸町波多見２丁目9955番6 14 鹿老渡 倉橋町字江ノ内16533番

15 波多見消防ﾎﾟﾝﾌﾟ２ 音戸町波多見２丁目28番2号 15 瀬戸 倉橋町字鹿島瀬戸18877番3

16 波多見Ⅱ 音戸町波多見４丁目5065番1 16 砠之元 倉橋町字鹿島砠ノ元4247番3

17 大浦崎ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 音戸町波多見６丁目5234番1 17 宮ノ口 倉橋町字鹿島西郷17740番1

18 大浦崎ハイツ 音戸町波多見６丁目5134番12 18 大向 倉橋町字大向笠松4707番1

19 宮浦 音戸町波多見９丁目576番1 19 重生 倉橋町字西平4885番1

20 請石 音戸町波多見１０丁目759番2 20 瀬戸内台－１ 倉橋町字鳴滝5838番1

21 畑老人集会所 音戸町畑１丁目6864番4 21 光ヶ瀬 倉橋町字鳴滝5869番2

22 畑区ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 音戸町畑１丁6907番2 22 宇和木－１ 倉橋町字下岩畔6086番地先

23 畑区ｺﾐｭﾆﾃｨⅡ 音戸町畑３丁目7090番8 23 宇和木－２ 倉橋町字宇和木新開6644番32

24 有清ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 音戸町畑３丁目7322番3 24 宇和木－３ 倉橋町字柳6857番1

25 先奥自治会館 音戸町先奥２丁目8276番19 25 釣士田－１ 倉橋町字沼里7151番6

26 先奥Ⅱ 音戸町先奥３丁目8961番 26 大江 倉橋町字大江7765番

27 藤脇 音戸町藤脇１丁目9309番 27 長谷－１ 倉橋町字迫8191番1

28 藤脇Ⅱ 音戸町藤脇２丁目9622番10 28 江ノ浦 倉橋町字江ノ浦尻ナシ5544番3

29 明徳小Ⅱ 音戸町藤脇１丁目9112番13 29 上河内 倉橋町字赭岩1321番2

30 樫ノ木 音戸町藤脇３丁目9935番1 30 才ノ木－１ 倉橋町字財崎601番9

31 早瀬ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 音戸町早瀬２丁目6102番9 31 尾立－２ 倉橋町字加登17575番3

32 鯉の浦 音戸町早瀬３丁目9940番11 32 海越－３ 倉橋町字長瀬15243番1

33 早瀬大橋 音戸町早瀬１丁目5512番7 33 長谷－２ 倉橋町字長谷新開8055番

34 早瀬本手 音戸町早瀬１丁目5152番1 34 才ノ木－２ 倉橋町字前宮ノ浦440番

35 下流田 音戸町早瀬１丁目5000番16 35 瀬戸内台－２ 倉橋町字重極5786番6

36 田原漁協 音戸町田原２丁目3765番22 36 瀬戸内台－３ 倉橋町字鳴滝5849番11

37 田原 音戸町田原２丁目3093番1 37 小林 倉橋町字新町1211番1

38 田原ウシロ 音戸町田原３丁目2434番1 38 須の浦山 倉橋町字須ノ浦809番3地先

39 音戸西中学校 音戸町渡子３丁目2215番1

40 渡子 音戸町渡子２丁目967番 （蒲刈地区）

41 渡子東 音戸町渡子１丁目145番1 番号 拡声子局名 設置場所

42 美化センター 音戸町渡子１丁目31番17 1 片山 蒲刈町向字片山684番3

43 渡子ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 音戸町渡子２丁目1168番6 2 向支所 蒲刈町向字串山1112番29

44 畑説教所 音戸町畑２丁目6441番 3 教育集会所 蒲刈町向字北刈浜3039番外

45 田原入作 音戸町田原３丁目4355番 4 鳩崎神社 蒲刈町田戸字湊谷770番1

46 音戸小学校 音戸町引地２丁目418番23 5 拾年 蒲刈町田戸字拾年2199番

47 音戸市民ｾﾝﾀｰ 音戸町鰯浜１丁目524番 6 亀山神社 蒲刈町宮盛字中原626番1

48 双見団地 音戸町波多見１丁目534番2 7 上り田 蒲刈町宮盛字上り田1400番

8 殿河内 蒲刈町大浦字殿河内324番

9 選果市場 蒲刈町大浦字宮田新開5420番地先

10 梶屋 蒲刈町大浦字梶屋1831番  
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（蒲刈地区） （安浦地区）

番号 拡声子局名 設置場所 番号 拡声子局名 設置場所

11 後原 蒲刈町大浦字後原3396番5 46 岡谷集会所 安浦町安登西２丁目1365番

12 沖浦 蒲刈町大浦字前沖浦7369番1 47 赤仁田 安浦町内海南６丁目3986番2地先

48 水尻対岸 安浦町中央７丁目1865番42地先

（安浦地区） 40 亀戸 安浦町大字三津口字亀戸2111番3地先

番号 拡声子局名 設置場所 50 女垣内 安浦町大字女子畑字宮之本1949番1

1 市原 安浦町大字中畑字市原131番5 51 安浦支所 安浦町中央４丁目1番151

2 中畑 安浦町大字中畑字向畠434番7 52 大谷団地 安浦町安登東６丁目917番21

3 水道課ﾎﾟﾝﾌﾟ場 安浦町大字中畑字日ノ平600番1

4 バイパス上 安浦町大字中畑字竹野本890番

5 バイパス下 安浦町大字中畑字小橋谷50番2 番号 拡声子局名 設置場所

6 下垣内 安浦町大字下垣内字下之坪786番1 1 小野浦 豊浜町大字豊島字札場口3582番1

7 赤向坂 安浦町大字赤向坂字沖田390番7 2 小野浦2-1 豊浜町大字豊島字妙現3483番5

8 赤向坂西 安浦町大字赤向坂字広畠223番 3 小野浦2-2 豊浜町大字豊島字札場口3426番15

9 女子畑 安浦町大字女子畑字堂之畝635番 4 内浦 豊浜町大字豊島字下堀1033番4

10 女子畑上 安浦町大字女子畑字段地70番2 5 山崎 豊浜町大字豊島字山崎3084番4

11 女子畑JA 安浦町大字女子畑字堂之畝738番1 6 立花 豊浜町大字大浜字北立花38番7

12 峠原１ 安浦町大字女子畑字青木原1360番2 7 大浜 豊浜町大字大浜字深田477番1

13 藤木 安浦町大字赤向坂字宮迫304番1 8 大浜２ 豊浜町大字大浜字浜1131番

14 三津口東 安浦町三津口４丁目1352番1 9 斎島 豊浜町大字斎島字柳ヶ浦204番

15 深之浦 安浦町大字三津口字深之浦50番117 10 田ノ浦２ 豊浜町大字豊島字立野1703番3

16 １分団屯所 安浦町三津口３丁目1264番30 11 長砂 豊浜町大字豊島字先長砂1382番

17 三津口中 安浦町三津口２丁目1081番 12 長砂２ 豊浜町大字豊島字小田ノ段2023番1

18 三津口西 安浦町中央６丁目1002番2 13 西松山 豊浜町大字大浜字西松山1814番1

19 大北 安浦町中央北２丁目1020番26 14 坂本 豊浜町大字豊島字中平野241番2

20 田屋 安浦町内海北１丁目1680番4地先

21 頓原 安浦町内海北４丁目745番9

22 南谷 安浦町内海北７丁目2550番1 番号 拡声子局名 設置場所

23 浦尻 安浦町内海南４丁目3774番6 1 小長 豊町大長字小長5992番90

24 水尻 安浦町水尻１丁目275番2 2 船津 豊町大長字船津5983番5

25 日之浦 安浦町大字安登字道中山1167番6 3 豊小学校 豊町大長字前大浦4796番40

26 塩谷 安浦町大字安登字塩谷3084番31 4 御手洗多目的ｾﾝﾀｰ 豊町御手洗字蛭子町255番1

27 原畑 安浦町大字原畑字田中349番1 5 大長３区 豊町大長字草露明5695番1

28 原畑西 安浦町大字原畑字大久保950番2 6 大長４区 豊町大長字皆見5272番1

29 内平 安浦町大字内平字山条311番3地先 7 沖友小学校 豊町沖友字下原1132番1

30 中切 安浦町大字中切字梶耶1052番1 8 片山 豊町久比字片山894番1

31 中切下 安浦町大字中切字梶耶1130番7地先 9 大和 豊町久比字畑成2023番2

32 岡谷 安浦町安登西１丁目1583番14 10 豊高校 豊町久比字沖田252番6

33 奥条 安浦町安登西３丁目1079番3 11 浜の崎 豊町久比字浜ノ崎188番1

34 小田野原 安浦町安登西10丁目315番1 12 三角 豊町久比字三角新開3645番

35 小田野原北 安浦町安登西10丁目315番1 13 ふるさと学園 豊町御手洗字北富永町410番

36 市迫 安浦町安登西８丁目142番72 14 沖友ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 豊町沖友字上西垣内1277番

37 市迫東 安浦町安登西８丁目134番23 15 久比西堀 豊町久比字新開

38 向野原 安浦町安登西５丁目338番3 16 芦の浦 豊町大長字芦の浦地先

39 跡条 安浦町安登東３丁目2036番1 17 北津倉 豊町大長字北津倉地先

40 跡条上 安浦町安登東４丁目2184番1地先 18 白潟公園 豊町沖友字佛崎1760番2

41 山口 安浦町安登東６丁目2596番1 19 豊支所 豊町大長字堂之尻5915番4

42 源道尻 安浦町安登東２丁目689番内

43 中央ﾊｲﾂ 安浦町中央ﾊｲﾂ1番112

44 晴海園 安浦町中央５丁目1番98

45 町役場 安浦町中央３丁目132番7

（豊浜地区）

（豊地区）
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別紙 13 
指定緊急避難場所・指定避難所 

地 土 津 高 洪

市民広場 幸町５ ○ - ○ - -

中央公園 中央4丁目 ○ - ○ - -

二河公園多目的グラウンド 二河町 ○ - ○ - -

二河野球場 二河町 ○ - ○ - -

呉駅西共同ビル 宝町1-10 6,410 - - ③ ○ ○

呉中央桟橋ターミナル 宝町4-44 2,610 - - ③ ② ○

折本マリンビル　３号館 宝町4-21 23 - 3117 300 - - ③ ○ ○

ゆめタウン呉 宝町5-10 23 - 9200 10,600 - - ③ ○ ○

三菱日立パワーシステムズ(株)呉工場 宝町6-9 720 - - ③ ○ ○

広島ガス不動産呉ビル 中央１丁目6-26 600 - - ③ ○ ○

消防局 中央３丁目1-34 26 - 0119 230 - - ○ ○ ○

蔵本駐車場 中央３丁目11-5 2,730 - - ③ ○ ○

呉地方合同庁舎(立体駐車場） 中央３丁目9-15 800 - - ③ ○ ○

呉中央小学校（管理棟，教室棟） 西中央４丁目10-52 21 - 2947 1,200 - - ○ ○ ○

両城小学校（第１校舎） 三条２丁目15-12 21 - 4866 110 - - ③ ○ ②

両城小学校（第２校舎，第３校舎） 三条２丁目15-12 21 - 4866 160 - - ③ ○ ②

スーパーＯＺ 築地町1-16 660 - - ③ ○ ○

呉中央小学校グラウンド 西中央４丁目10-52 ○ - ○ - -

呉中央中学校グラウンド 西中央４丁目10-52 ○ - ○ - -

港町小学校グラウンド 海岸３丁目5-30 ○ - ○ - -

呉三津田高等学校グラウンド 山手１丁目5-1 ○ - ○ - -

荘山田小学校グラウンド 東中央３丁目1-23 ○ - ○ - -

長迫小学校グラウンド 長迫町12-5 ○ - ○ - -

東畑中学校グラウンド 東畑２丁目7-38 ○ - ○ - -

片山中学校グラウンド 東片山町13-5 ○ - ○ - -

本通小学校グラウンド 寺本町1-10 ○ - ○ - -

明立小学校グラウンド 伏原２丁目6-38 ○ - ○ - -

両城小学校グラウンド 三条２丁目15-12 ○ - - -

両城中学校グラウンド 両城２丁目22-15 ○ - ○ - -

和庄小学校グラウンド 八幡町10-7 ○ - ○ - -

和庄中学校グラウンド 和庄登町3-18 ○ - ○ - -

辰川会館　（旧辰川小学校（体育館）） 東辰川町6-32 190 ○ ○

呉中央小学校（体育館，教室） 西中央４丁目10-52 21 - 2947 1,310 ○ ○ ○ ○ ○

呉中央中学校（体育館，教室） 西中央４丁目10-52 21 - 2828 880 ○ ○ ○ ○ ○

港町小学校（体育館，教室） 海岸３丁目5-30 21 - 3015 610 ② ○ ○

山手１丁目集会所 山手１丁目23-16 40 ○ ○ ○ ○ ○

長迫小学校（体育館，教室） 長迫町12-5 22 - 3191 560 ○ ② ○ ○ ○

東畑中学校（体育館，教室） 東畑２丁目7-38 21 - 6210 730 ○ ② ○ ○ ○

片山中学校（体育館，教室） 東片山町13-5 21 - 4995 580 ○ ○ ○

本通小学校（体育館，教室） 寺本町1-10 21 - 0005 660 ○ ○ ○ ○ ○

明立小学校（体育館，教室） 伏原２丁目6-38 21 - 3396 750 ○ ② ○ ○ ○

両城小学校（体育館，教室） 三条２丁目15-12 21 - 4866 630 ○ ○ ③ ○ ②

和庄小学校（体育館，教室） 八幡町10-7 23 - 6688 770 ○ ○ ○ ○ ○

荘山田小学校（体育館，教室） 東中央３丁目1-23 21 - 3295 760 ○ ② ○ ○ ○

スポーツ会館 二河町1-8 22 - 1264 390 ○ ○ ○ ○ ○

つばき会館 中央６丁目2-9 25 - 3593 250 ○ ○ ○ ○ ○

呉市体育館 中央４丁目1-1 25 - 3475 840 ○ ○ ○

呉三津田高等学校（体育館） 山手１丁目5-1 22 - 7788 750 ○ ○ ○ ○ ○

中央図書館 中央３丁目10-3 21 - 3014 80 ○ ○ ③ ○ ○

畑老人集会所 東畑２丁目4-35 25 - 9584 70 ○ ○ ○

福祉会館 中央５丁目12-21 23 - 1181 170 ○ ○ ○ ○ ○

両城中学校（体育館，教室） 両城２丁目22-15 21 - 4661 630 ○ ○ ○ ○ ○

和庄中学校（体育館，教室） 和庄登町3-18 21 - 6631 710 ② ○ ○

介護老人保健施設　かがわ 本通２丁目8-16 22 - 3420

呉ベタニアホーム 本通４丁目3-21 26 - 8844

広域避難場所

一時避難施設

一時避難場所

災 害 種 別
地 区 名 避 難 所 別 施 設 名 所 在 地 電話番号 収容人員

中 央 地 区

拠 点 避 難 所

準拠点避難所

福 祉 避 難 所
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地 土 津 高 洪

介護老人保健施設　メディケア・くれ 中央２丁目6-20 25 - 8100

介護老人保健施設　ほほえみ呉中央 中央５丁目1-6 32 - 5678

介護老人保健施設　グリーン三条 三条１丁目3-14 23 - 0303

介護老人保健施設　呉中央コスモス園 西中央３丁目6-7 32 - 7100

嶺南荘 東畑２丁目2-18 21 - 3197

準福祉避難所 二川まちづくりセンター 築地町3-1 21 - 3961 190 ○ ○ ② ○

三条集会所 三条３丁目7-13 50 ○ ○ ③ ○ ②

山の手会館 山手２丁目2-1-101 21 - 9126 70 ○ ○

新宮町自治会館 新宮町13-5 30 ○ ○ ○ ○ ○

正円寺 海岸１丁目2-13 21 - 5457 30 ○ ○ ○

川原石集会所 海岸２丁目5-8 40 ○ ○ ○

惣付ふれあい集会所 西惣付町12-26 30 ○ ○ ○ ○

東愛宕アパート集会室 東愛宕町1-1 30 ○ ○

内神自治会館 内神町16-6 10 ○ ○

明西寺 三条３丁目8-9 25 - 3713 40 ○ ○

和庄集会所 本町22-4 40 ○ ○ ○

広域避難場所 吉浦運動場 吉浦西城町16 ○ - ○ - -

吉浦小学校グラウンド 吉浦中町２丁目6-5 ○ - ○ - -

吉浦中学校グラウンド 狩留賀町8-6 ○ - ○ - -

（旧)落走小学校グラウンド 汐見町10-25 ○ - ○ - -

拠 点 避 難 所 吉浦小学校（体育館，教室） 吉浦中町２丁目6-5 31 - 7042 940 ○ ② ○ ○ ○

吉浦中学校（体育館，教室） 狩留賀町8-6 31 - 7570 800 ○ ② ○ ○ ○

海上保安大学校（体育館） 若葉町5-1 21 - 4961 1,000 ○ ○ ○ ○ ○

福 祉 避 難 所 特別養護老人ホーム　かるが 狩留賀町3-16 20 - 3601

準福祉避難所 吉浦まちづくりセンター 吉浦東本町１丁目7-23 31 - 7540 180 ○ ○ ③ ② ○

吉浦集会所 吉浦本町３丁目11-35 60 ② ○ ○

勝法寺 吉浦東町1-14 31 - 7820 30 ○ ○

誓光寺 吉浦中町２丁目8-30 31 - 7203 250 ○ ○

落走集会所 長谷町22-4 10 ○ ○

落走自治会館 汐見町12-8 20 ○ ○

広域避難場所 警固屋公園多目的広場 警固屋２丁目 ○ - ○ - -

（旧)鍋小学校グラウンド 的場４丁目1-1 ○ - ○ - -

警固屋小学校グラウンド 警固屋７丁目5-1 ○ - - -

警固屋中学校グラウンド 警固屋７丁目4-1 ○ - - -

警固屋体育館 警固屋２丁目222 28 - 0200 750 ○ ○ ○ ○ ○

警固屋中学校（体育館，教室） 警固屋７丁目4-1 28 - 0914 570 ○ ② ③ ○ ○

準拠点避難所 警固屋小学校（体育館，教室） 警固屋７丁目5-1 28 - 0011 520 ○ ② ③ ○ ○

初音の家 警固屋１丁目17-1 28 - 2008

養護老人ホーム　呉清光園 警固屋１丁目17-15 28 - 0901

特別養護老人ホーム　常楽園 警固屋９丁目1-1 28 - 0370

養護老人ホーム　呉保生院 警固屋９丁目1-38 20 - 2066

準福祉避難所 警固屋まちづくりセンター 警固屋２丁目222 28 - 0200 660 ○ ○ ○ ○ ○

みはらし荘 警固屋８丁目17-1 28 - 3137 730 ○ ○ ○

警固屋9丁目アパート集会所 警固屋９丁目7 20 ○ ○

見晴説教場 見晴２丁目5-57 450 ○ ○ ○

法晃寺 警固屋５丁目9-8 28 - 0358 90 ○ ○

法正寺 的場３丁目7-12 28 - 0329 60 ○ ○

満行寺 警固屋４丁目11-5 28 - 1902 50 ○ ○

警固屋集会所(警固屋支所) 警固屋６丁目3-15 28 - 0406 70 ○ ② ○ ○

阿賀小学校（校舎） 阿賀南２丁目1-1 72 - 0033 420 - - ③ ② ②

広島県呉高等技術専門校（管理棟，实習棟） 阿賀中央５丁目11-17 71 - 8816 490 - - ③ ② ②

阿賀駅前駐車場 阿賀中央６丁目2-3 380 - - ③ ② ②

広島文化学園大学　阿賀キャンパス（本館） 阿賀南２丁目10-3 74 - 6000 1,730 - - ③ ② ②

広島県豊栄住宅 阿賀南１丁目7-37 970 - - ③ ② ②

阿賀駅前複合ビル西棟（駐車場） 阿賀中央６丁目2-11 840 - - ③ ② ②

中 央 地 区

福 祉 避 難 所

災 害 種 別
避 難 所 別 施 設 名 所 在 地地 区 名 収容人員電話番号

一時避難場所

準拠点避難所

地 域 避 難 所

地 域 避 難 所

吉 浦 地 区

警 固 屋 地 区

一時避難場所

拠 点 避 難 所

福 祉 避 難 所

地 域 避 難 所

阿 賀 地 区 一時避難施設
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地 土 津 高 洪

（旧)延崎小学校グラウンド 阿賀南６丁目4-28 ○ - ○ - -

（旧)大入小学校グラウンド 阿賀南８丁目8-20 ○ - ○ - -

阿賀小学校グラウンド 阿賀南２丁目1-1 ○ - - -

国立呉工業高等専門学校グラウンド 阿賀南２丁目2-11 ○ - - -

広島文化学園大学　阿賀キャンパスグラウンド 阿賀南２丁目10-3 ○ - - -

阿賀中学校グラウンド 阿賀中央５丁目14-16 ○ - - -

呉高等学校グラウンド 阿賀中央５丁目13-56 ○ - - -

原小学校グラウンド 阿賀北４丁目3-16 ○ - ○ - -

呉工業高等学校グラウンド 阿賀北２丁目10-1 ○ - ○ - -

（旧)延崎小学校（体育館） 阿賀南６丁目4-28 71 - 8021 150 ② ○ ○

（旧)大入小学校（教室） 阿賀南８丁目8-20 160 ○ ○

阿賀小学校（体育館，教室） 阿賀南２丁目1-1 72 - 0033 1,210 ○ ○ ③ ② ②

原小学校（体育館，教室） 阿賀北４丁目3-16 71 - 7756 700 ○ ② ○ ○ ○

阿賀中学校（体育館，教室） 阿賀中央５丁目14-16 71 - 3304 850 ○ ○ ② ③

呉工業高等学校（体育館） 阿賀北２丁目10-1 71 - 2177 300 ○ ○

呉高等学校（体育館，教室） 阿賀中央５丁目13-56 72 - 5577 1,120 ○ ○ ② ③

呉南特別支援学校（屋内運動場） 阿賀中央５丁目13-71 71 - 8263 325 ○ ○

広島文化学園大学　阿賀キャンパス（体育館） 阿賀南２丁目10-3 420 ○ ○ ③ ② ②

国立呉工業高等専門学校（体育館） 阿賀南２丁目2-11 73 - 8400 400 ○

介護老人保健施設　なごみ 阿賀北１丁目14-15 74 - 7531

介護老人保健施設　あおやま 阿賀北６丁目15-30 76 - 3311

ケアハウス　花みずき 阿賀北３丁目4-11 76 - 5710

介護老人保健施設　阿賀コスモス園 阿賀南３丁目7-1 73 - 7300

準福祉避難所 阿賀まちづくりセンター 阿賀中央６丁目2-16 71 - 9077 320 ○ ② ③ ② ②

阿賀集会所 阿賀南３丁目12-2 40 ○ ② ②

冠崎集会所 阿賀南９丁目30-26 28 - 1443 20 ○ ② ○ ○ ○

冠崎説教場 阿賀南９丁目14-17 28 - 1845 40 ○ ○

称名寺 阿賀中央９丁目8-2 72 - 8072 40 ○ ○ ○ ○

情島小学校（校舎） 阿賀町12973 20 ○ ○ ○ ○

西光寺 阿賀中央８丁目2-6 71 - 7632 40 ○ ○

大誠寺 阿賀南８丁目17-13 71 - 5560 60 ○ ○

大入老人集会所 阿賀南８丁目15-13 73 - 2591 30 ② ② ○

広 地 区 広域避難場所 広公園 広大新開１丁目７ ○ - - -

東消防署・防災センター 広古新開２丁目1-9 74 - 0119 940 - - ③ ○ ○

横路小学校（南校舎） 広横路４丁目1-9 71 - 7837 580 - - ③ ○ ③

横路小学校（北校舎） 広横路４丁目1-9 71 - 7837 460 - - ③ ○ ③

横路中学校（校舎） 広横路４丁目9-15 71 - 7827 720 - - ③ ○ ③

横路中学校（西校舎） 広横路４丁目9-15 71 - 7827 640 - - ③ ○ ③

広島国際大学呉キャンパス１号館 広古新開５丁目1-1 73 - 8987 7,080 - - ③ ○ ②

広島国際大学呉キャンパス２号館 広古新開５丁目1-1 73 - 8987 7,770 - - ③ ○ ②

広島国際大学呉キャンパス３号館 広古新開５丁目1-1 73 - 8987 2,680 - - ③ ○ ②

広島国際大学呉キャンパス４号館 広古新開５丁目1-1 73 - 8987 760 - - ③ ○ ②

広島国際大学呉キャンパス５号館 広古新開５丁目1-1 73 - 8987 2,230 - - ③ ○ ②

広島国際大学呉キャンパス６号館 広古新開５丁目1-1 73 - 8987 3,930 - - ③ ○ ②

クリーンセンターくれ 広多賀谷３丁目9-3 2,550 - - ③ ② ○

ゴッド・広中央パーキング 広文化町1-6 3,090 - - ③ ○ ○

横路小学校グラウンド 広横路４丁目1-9 ○ - - -

横路中学校グラウンド 広横路４丁目9-15 ○ - - -

呉商業高等学校グラウンド 広古新開４丁目1-1 ○ - - -

広島国際大学呉キャンパスグラウンド 広古新開５丁目1-1 ○ - - -

拠 点 避 難 所 横路小学校（体育館，教室） 広横路４丁目1-9 71 - 7837 1,200 ○ ○ ③ ○ ③

横路中学校（体育館，教室） 広横路４丁目9-15 71 - 7827 800 ○ ③ ○ ③

呉商業高等学校（体育館） 広古新開４丁目1-1 72 - 2525 390 ○ ○ ②

広島国際大学呉キャンパス（体育館） 広古新開５丁目1-1 73 - 8987 1,300 ○ ○

福 祉 避 難 所 特別養護老人ホーム　延寿荘 広町中横路2445 71 - 6776

準福祉避難所 広まちづくりセンター 広古新開２丁目1-3 71 - 2151 1,160 ○ ○ ③ ○ ○

地 区 名 避 難 所 別 施 設 名

広 地 区
（ 西 部 ）

一時避難施設

一時避難場所

電話番号
災 害 種 別

収容人員

地 域 避 難 所

所 在 地

阿 賀 地 区

準拠点避難所

一時避難場所

拠 点 避 難 所

準拠点避難所

福 祉 避 難 所
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南横路自治会館 広横路２丁目1-5 10 ○

教法寺 広古新開６丁目17-27 71 - 0297 30 ○ ○

広西集会所 広横路４丁目1-47 60 ○ ② ○ ○

広小学校（第一校舎） 広杭本町3-1 71 - 9337 610 - - ③ ○ ②

広小学校（第二校舎） 広杭本町3-1 71 - 9337 310 - - ③ ○ ②

広小学校（第三校舎） 広杭本町3-1 71 - 9337 760 - - ③ ○ ②

白岳小学校（校舎） 広駅前１丁目6-1 71 - 8094 240 - - ③ ○ ②

白岳小学校（東西校舎） 広駅前１丁目6-1 71 - 8094 240 - - ③ ○ ②

白岳中学校（校舎） 広駅前２丁目11-1 74 - 2121 290 - - ③ ○ ②

白岳中学校（特別教室） 広駅前２丁目11-1 74 - 2121 100 - - ③ ○ ②

オークアリーナ（駐車場） 広大新開１丁目7-1 ○ - - -

広高等学校グラウンド 広大新開３丁目6-44 ○ - - -

広小学校グラウンド 広杭本町3-1 ○ - - -

広中央中学校グラウンド 広吉松２丁目15-1 ○ - ○ - -

白岳小学校グラウンド 広駅前１丁目6-1 ○ - - -

白岳中学校グラウンド 広駅前２丁目11-1 ○ - - -

広小学校（体育館，教室） 広杭本町3-1 71 - 9337 1,100 ○ ○ ③ ○ ②

広中央中学校（体育館，教室） 広吉松２丁目15-1 71 - 8524 1,010 ○ ○ ○ ②

白岳小学校（体育館，教室） 広駅前１丁目6-1 71 - 8094 1,390 ○ ○ ③ ○ ②

白岳中学校（体育館，教室） 広駅前２丁目11-1 74 - 2121 890 ○ ○ ③ ○ ②

オークアリーナ 広大新開１丁目7-1 74 - 0909 2,760 ○ ○ ○ ②

広会館 広白岳３丁目6-34 73 - 0491 180 ② ○ ②

広高等学校（体育館，格技場） 広大新開３丁目6-44 72 - 6211 590 ○ ○ ○

介護老人保健施設　パナケイア 広白石４丁目7-22 70 - 0556

特別養護老人ホーム　成寿園 広町字白石免田13010 71 - 7171

介護老人保健施設　成寿園 広町字白石免田13012 71 - 8500

広中央老人集会所 広大新開１丁目2-27 72 - 1911 120 ○ ○ ②

広白岳３丁目自治会館 広白岳３丁目11-18 50 ○ ○

善通寺支坊 広中新開２丁目2-10 71 - 7360 260 ○ ○ ○ ○ ②

日新製鋼白岳寮 広両谷１丁目1-46 71 - 7614 900 ○ ○ ②

（旧）小坪小学校グラウンド 広小坪１丁目24-1 ○ - - -

広南小学校グラウンド 広長浜４丁目1-26 ○ - - -

広南中学校グラウンド 広長浜４丁目1-9 ○ - - -

（旧）小坪小学校（体育館） 広小坪１丁目24-1 260 ○ ○ ○

広南小学校（体育館，教室） 広長浜４丁目1-26 71 - 7965 430 ○ ○ ③ ② ○

準拠点避難所 広南中学校（体育館，教室） 広長浜４丁目1-9 71 - 7920 520 ○ ○ ③ ② ○

広津久茂自治会館 広津久茂町7-8 30 ○ ○

住蓮寺 広長浜３丁目8-31 71 - 7673 130 ○ ○

小坪集会所 広小坪１丁目40-6 30 ○ ○ ○ ○

専徳寺 広長浜３丁目13-21 71 - 7926 230 ○ ○

長浜老人集会所 広長浜２丁目1-17 50 ○ ② ○

東小坪自治会館 広小坪２丁目1-1 40 ○ ○ ○ ○ ○

名田説教場 広名田２丁目8-8 60 ○

一時避難場所 三坂地小学校グラウンド 広中迫町4-1 ○ - ○ - -

三坂地小学校（体育館，教室） 広中迫町4-1 71 - 7054 820 ○ ○ ○ ○ ②

石内老人集会所 広石内２丁目8-7 60 ② ○ ○

広北ふれあい集会所 広塩焼１丁目2-29 50 ○ ② ○ ○

徳丸自治会館 広徳丸町11-17 20 ○ ○

一時避難施設 仁方中学校（校舎） 仁方桟橋通16-8 79 - 1177 630 - - ③ ② ○

仁方小学校グラウンド 仁方本町１丁目6-6 ○ - - -

仁方中学校グラウンド 仁方桟橋通16-8 ○ - - -

皆实会館 仁方皆实町1-11 79 - 5542 180 ② ○ ○

仁方小学校（体育館，教室） 仁方本町１丁目6-6 79 - 5040 910 ○ ○ ③ ② ○

仁方中学校（体育館，教室） 仁方桟橋通16-8 79 - 1177 580 ○ ○ ③ ② ○

福 祉 避 難 所 仁風園 仁方西神町35-11 79 - 5553

所 在 地 電話番号施 設 名

地 域 避 難 所

広 地 区
（ 東 部 ）

地 区 名 避 難 所 別

拠 点 避 難 所

一時避難場所

一時避難施設

収容人員
災 害 種 別

福 祉 避 難 所

地 域 避 難 所

広 地 区
（ 南 部 ）

一時避難場所

拠 点 避 難 所

地 域 避 難 所

準拠点避難所

広 地 区
（ 西 部 ）

広 地 区
（ 北 部 ） 拠 点 避 難 所

広 地 区
（ 北 部 ）

地 域 避 難 所

一時避難場所

拠 点 避 難 所

仁 方 地 区
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福 祉 避 難 所 障害者支援施設　仁方 仁方町戸田4407 70 - 2222

準福祉避難所 仁方まちづくりセンター 仁方本町１丁目6-11 79 - 6914 260 ○ ○ ○ ② ○

戸田自治会館 仁方町戸田4060-1 40 ○ ○

实相院 仁方西神町7-9 79 - 5805 30 ○ ○ ○

八岩華神社 仁方西神町26-2 79 - 0051 40 ○ ○

神町自治会館 仁方西神町34-1 30 ○ ○

浄徳寺 仁方中筋町1-2 79 - 6060 150 ○ ○

中筋自治会館 仁方中筋町21 30 ○ ○ ○ ○

仁方大歳自治会館 仁方大歳町20-37 79 - 2220 40 ○ ○ ○ ○

仁方老人集会所 仁方桟橋通3-5 130 ○ ② ○

大東自治会館 仁方本町１丁目4-20 30 ○ ○ ○ ○

東側自治会館 仁方本町１丁目17-1 79 - 0559 50 ○ ○

宮原小学校グラウンド 宮原４丁目8-1 ○ - ○ - -

宮原中学校グラウンド 船見町1-1 ○ - ○ - -

呉宮原高等学校グラウンド 宮原３丁目1-1 ○ - ○ - -

清水ヶ丘高等学校グラウンド 青山町2-1 ○ - ○ - -

坪内小学校グラウンド 宮原12丁目13-1 ○ - ○ - -

宮原小学校（体育館，教室） 宮原４丁目8-1 23 - 1881 640 ○ ② ○ ○ ○

宮原中学校（体育館，教室） 船見町1-1 21 - 1468 670 ○ ② ○ ○ ○

坪内小学校（体育館，教室） 宮原12丁目13-1 21 - 3192 570 ○ ② ○ ○ ○

呉宮原高等学校（体育館） 宮原３丁目1-1 21 - 9306 130 ○ ② ○ ○ ○

清水ヶ丘高等学校（体育館） 青山町2-1 23 - 1520 540 ○ ○

福 祉 避 難 所 ときわ呉 宮原13丁目2-12 32 - 3777

準福祉避難所 宮原まちづくりセンター 宮原７丁目4-21 22 - 1016 60 ○ ② ○ ○ ○

休谷ホーム 宮原１丁目5-26 60 ○ ② ○ ○ ○

宮原集会所(宮原支所) 宮原４丁目10-1 24 - 2235 40 ○ ○

正圓寺 宮原５丁目7-29 21 - 4677 30 ○ ○

坪ノ内アパート集会所 坪ノ内町10 30 ○ ○ ○ ○

一時避難施設 天応小学校（校舎） 天応大浜２丁目1-64 38 - 7584 460 - - ③ ② ○

天応小学校グラウンド 天応大浜２丁目1-64 ○ - - -

天応中学校グラウンド 天応東久保２丁目7-1 ○ - ○ - -

拠 点 避 難 所 天応中学校（体育館，教室） 天応東久保２丁目7-1 38 - 7545 530 ○ ② ○ ○ ○

準拠点避難所 天応小学校（体育館，教室） 天応大浜２丁目1-64 38 - 7584 580 ○ ○ ③ ② ○

福 祉 避 難 所 ライフサポートてんのう 天応南町15-35 30 - 0212

準福祉避難所 天応まちづくりセンター 天応宮町4-15 38 - 7313 310 ○ ○ ○ ② ○

天応ふれあい集会所 天応宮町4-22 10 ○ ○ ○ ② ○

天応西いきいきライフホーム 天応伝十原町15-1 50 ○ ○ ○ ○

大西自治会館 天応西条３丁目25-65 10 ○ ○

福浦集会所 天応福浦町12-37 60 ○

焼山公園 焼山町 ○ - ○ - -

野外活動センター 焼山町字山の神598 ○ - ○ - -

昭和市民センター駐車場 焼山中央２丁目8-12 ○ - ○ - -

昭和西小学校グラウンド 焼山宮ヶ迫１丁目3-1 ○ - ○ - -

昭和中央小学校グラウンド 焼山中央４丁目1-1 ○ - ○ - -

昭和中学校グラウンド 焼山中央６丁目9-1 ○ - ○ - -

（旧）昭和東小学校グラウンド 苗代町字八幡野39-2 ○ - ○ - -

昭和南小学校グラウンド 焼山此原町14-1 ○ - ○ - -

昭和北小学校グラウンド 焼山本庄１丁目6-1 ○ - ○ - -

昭和北中学校グラウンド 焼山泉ケ丘２丁目11-1 ○ - ○ - -

昭和西小学校（体育館，教室） 焼山宮ヶ迫１丁目3-1 33 - 0414 1,000 ○ ○ ○ ○ ○

昭和中央小学校（体育館，教室） 焼山中央４丁目1-1 33 - 0611 1,170 ○ ○ ○ ○

（旧）昭和東小学校（体育館，教室） 苗代町字八幡野39-2 480 ○ ○ ○ ○ ○

昭和南小学校（体育館，教室） 焼山此原町14-1 33 - 7473 680 ○ ② ○ ○ ○

昭和中学校（体育館，教室） 焼山中央６丁目9-1 33 - 0311 970 ○ ○ ○ ○ ○

昭和北中学校（体育館，教室） 焼山泉ケ丘２丁目11-1 33 - 9610 980 ○ ② ○ ○ ○

昭和体育館 焼山中央２丁目8-12 33 - 0011 430 ○ ○ ○ ○ ○

呉昭和高等学校（体育館） 焼山町山の神 33 - 9557 410 ○ ○ ○ ○

昭和北小学校（体育館，教室） 焼山本庄１丁目6-1 33 - 8910 1,130 ○ ○ ○ ○ ○

呉特別支援学校（体育室） 焼山北３丁目22-1 33 - 0300 308 ○ ○ ○ ○ ○

地 区 名 避 難 所 別
災 害 種 別

電話番号 収容人員施 設 名 所 在 地

仁 方 地 区

地 域 避 難 所

宮 原 地 区

一時避難場所

拠 点 避 難 所

準拠点避難所

地 域 避 難 所

天 応 地 区

一時避難場所

地 域 避 難 所

広域避難場所

一時避難場所

拠 点 避 難 所

昭 和 地 区

準拠点避難所
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特別養護老人ホーム　温養院 焼山中央６丁目6-13 33 - 3858

特別養護老人ホーム　コスモス園 焼山北３丁目21-5 33 - 8000

介護老人保健施設　コスモス園 焼山北３丁目171-4 33 - 4000

呉広風園 焼山北３丁目21-2 33 - 3177

特別養護老人ホーム　後楽荘 焼山町字打田623 34 - 1388

特別養護老人ホーム　栃ノ木荘 栃原町中倉150-2 34 - 2755

昭和まちづくりセンター 焼山中央２丁目8-12 33 - 0011 310 ○ ○ ○ ○ ○

昭和東まちづくりセンター 苗代町字八幡野39-2 34 - 0345 120 ○ ○ ○

円福寺 焼山西３丁目19-14 33 - 0103 150 ○ ○ ○

押込集会所 押込３丁目5-2 50 ○ ○ ○ ○ ○

呉二河峡ゴルフセンター 焼山松ケ丘２丁目1-1 33 - 0088 160 ○ ○

桜ケ丘老人集会所 焼山桜ケ丘２丁目6-5 33 - 1165 60 ○ ○

昭和西ふれあい集会所 焼山西３丁目4-3 34 - 4399 50 ○ ② ○ ○ ○

昭和中央集会所 焼山中央４丁目4-18 50 ○ ○ ○ ○ ○

昭和南いきいきライフホーム 焼山ひばりｹ丘町19-28 40 ○ ○ ○ ○

神山集会所 神山１丁目19-29 40 ○ ○ ○ ○

第３団地老人集会所 焼山東２丁目2-6 33 - 2760 110 ○ ○

道心寺礼拝堂 押込６丁目3-2 34 - 0220 70 ○ ○

栃原自治会館 栃原町西谷683-1 40 ○ ○ ○ ○

苗代自治会館 苗代町字岡ノ台544-2 30 ○ ○ ○ ○ ○

グリーンヒル郷原 郷原野路の里２丁目3-1 ○ - ○ - -

総合スポーツセンター 郷原町ワラヒノ山 ○ - ○ - -

郷原小学校グラウンド 郷原町1584-1 ○ - ○ - -

郷原中学校グラウンド 郷原町1706 ○ - ○ - -

郷原小学校（体育館，教室） 郷原町1584-1 77 - 0018 940 ○ ○ ○ ○ ○

郷原中学校（体育館，教室） 郷原町1706 77 - 0014 740 ○ ○ ○ ○

生活介護センター　たまご 郷原町1943 70 - 3737

野呂山学園 郷原町2380-181 77 - 0111

デイセンター　のろさん 郷原町2380-181 77 - 1717

特別養護老人ホーム　郷原の里 郷原町1882-12 77 - 1558

特別養護老人ホーム　あすらや荘 郷原町2380 77 - 0949

準福祉避難所 郷原まちづくりセンター 郷原町字飛垣内1585-8 77 - 0005 420 ○ ○ ○ ○ ○

グリーンヒル郷原 郷原野路の里２丁目3-1 77 - 1025 410 ○ ② ○ ○ ○

浄光寺 郷原町1912 77 - 0015 50 ○ ○ ○

下蒲刈小学校グラウンド 下蒲刈町下島3484-3 ○ - - -

下蒲刈中学校グラウンド 下蒲刈町下島2119 ○ - ○ - -

下蒲刈小学校（体育館，教室） 下蒲刈町下島3484-3 65 - 2290 630 ○ ② ③ ② ○

下蒲刈中学校（体育館，教室）　 下蒲刈町下島2119 65 - 2024 970 ○ ② ○ ② ○

準福祉避難所 下蒲刈まちづくりセンター 下蒲刈町下島1628-1 65 - 2027 310 ○ ○ ③ ○ ○

下蒲刈市民センター 下蒲刈町下島2361-7 65 - 2311 40 ○ ○ ○ ○ ○

下蒲刈農村環境改善センター 下蒲刈町下島1730 65 - 2027 190 ○ ○ ○

正念寺 下蒲刈町下島3314-2 65 - 2263 10 ② ② ○

大地蔵集会所 下蒲刈町下島3290-3 65 - 2153 40 ○ ○

広域避難場所 川尻グラウンド 川尻町東２丁目 ○ - - -

一時避難施設 川尻中学校（校舎） 川尻町西１丁目23-47 87 - 2072 400 - - ③ ○ ○

川尻小学校グラウンド 川尻町久俊１丁目5-24 ○ - ○ - -

川尻中学校グラウンド 川尻町西１丁目23-47 ○ - - -

川尻小学校（体育館，教室） 川尻町久俊１丁目5-24 87 - 2170 1,070 ○ ② ○ ○ ○

川尻中学校（体育館，教室） 川尻町西１丁目23-47 87 - 2072 1,040 ○ ○ ③ ○ ○

福 祉 避 難 所 特別養護老人ホーム　恵みの海 川尻町西６丁目10-1 87 - 0280

準福祉避難所 川尻まちづくりセンター 川尻町東１丁目1-21 87 - 3311 990 ○ ○ ③ ○ ○

地 域 避 難 所 かわじり中央会館 川尻町東１丁目8-15 87 - 2311 200 ○ ○ ○

広域避難場所 大浦崎スポーツセンター 音戸町波多見６丁目20-1 ○ - - -

（旧）奥内小学校グラウンド 音戸町畑３丁目27-1 ○ - - -

音戸高等学校グラウンド 音戸町北隠渡１丁目1-1 ○ - ○ - -

音戸小学校グラウンド 音戸町南隠渡１丁目12-6 ○ - - -

音戸中学校グラウンド 音戸町南隠渡４丁目15-1 ○ - ○ - -

所 在 地 電話番号 収容人員
災 害 種 別

昭 和 地 区

福 祉 避 難 所

地 区 名 避 難 所 別 施 設 名

福 祉 避 難 所

準福祉避難所

地 域 避 難 所

郷 原 地 区

広域避難場所

一時避難場所

拠 点 避 難 所

福 祉 避 難 所

地 域 避 難 所

音 戸 地 区
一時避難場所

下 蒲 刈 地 区

一時避難場所

拠 点 避 難 所

地 域 避 難 所

川 尻 地 区

一時避難場所

拠 点 避 難 所
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音戸西中学校グラウンド 音戸町渡子３丁目16-1 ○ - ○ - -

（旧）早瀬小学校グラウンド 音戸町早瀬１丁目8-15 ○ - - -

（旧）田原小学校グラウンド 音戸町田原２丁目3-1 ○ - - -

（旧）渡子小学校グラウンド 音戸町渡子２丁目23-1 ○ - - -

波多見小学校グラウンド 音戸町波多見９丁目11-1 ○ - - -

明徳中学校グラウンド 音戸町藤脇１丁目30-1 ○ - ○ - -

（旧）奥内小学校（体育館） 音戸町畑３丁目27-1 140 ○ ○ ○

音戸小学校（体育館，教室） 音戸町南隠渡１丁目12-6 51 - 2712 570 ○ ○ ③ ② ○

音戸中学校（体育館，教室） 音戸町南隠渡４丁目15-1 51 - 2731 630 ○ ○ ○ ○ ○

早瀬パブリックセンター 音戸町早瀬２丁目53-1 56 - 1482 140 ○ ○ ○ ○

波多見小学校（体育館，教室） 音戸町波多見９丁目11-1 51 - 2713 760 ○ ○ ③ ○ ○

明徳中学校（体育館，教室） 音戸町藤脇１丁目30-1 56 - 0303 570 ○ ② ○ ○ ○

音戸高等学校（体育館） 音戸町北隠渡１丁目1-1 51 - 2235 510 ○ ○ ○ ○

大浦崎体育館（大浦崎スポーツセンター） 音戸町波多見６丁目20-1 51 - 2325 500 ○ ○ ○ ○ ○

特別養護老人ホーム　あかさき園 音戸町畑１丁目2-51 56 - 2555

ルネッサンス・デイサービス音戸 音戸町畑３丁目20-36 56 - 1200

夕霧の家 音戸町畑３丁目20-36 56 - 1202

朝顔の家 音戸町畑３丁目20-36 56 - 1230

老人保健施設　さざなみ苑 音戸町高須３丁目7-15 50 - 0688

準福祉避難所 音戸まちづくりセンター 音戸町南隠渡1丁目7-1 51 - 3322 210 ○ ○ ③ ○ ○

せとぎん会館 音戸町鰯浜２丁目4-21 60 ○ ② ② ○

引地区集会所 音戸町引地１丁目4-18 20 ○ ○ ○

高須集会所 音戸町高須２丁目3-44 80 ○ ○ ○

先奥区自治会館 音戸町先奥２丁目3-29 30 ○ ② ○

大浦崎会館（大浦崎スポーツセンター） 音戸町波多見６丁目20-1 51 - 2325 110 ○ ○ ○ ○

坪井区自治会館 音戸町坪井２丁目7-11 30 ○ ○ ○

田原保健福祉活動センター 音戸町田原２丁目3-16 51 - 2079 70 ○ ○ ○ ○

渡子区自治会館（旧渡子小学校） 音戸町渡子２丁目23-1 230 ○ ② ○ ○

藤脇憩いの家 音戸町藤脇２丁目8-2 50 ○ ○ ○

南隠渡区集会所 音戸町南隠渡１丁目4-26 52 - 0152 60 ○ ② ○

波多見コミュニティセンター 音戸町波多見２丁目17-1 52 - 0048 370 ○ ○ ○ ○

畑区自治会館 音戸町畑１丁目27-31 56 - 2200 40 ○ ○ ○

北隠渡区集会所 音戸町北隠渡１丁目7-15 60 ○ ○ ② ○

有清区自治会館 音戸町有清１丁目23-26 30 ○ ○ ○

宇和木社会教育施設グラウンド 倉橋町5926-2 ○ - - -

鹿島社会教育施設グラウンド 倉橋町18733 ○ - ○ - -

鹿老渡社会教育施設グラウンド 倉橋町16537 ○ - - -

須川社会教育施設グラウンド 倉橋町3301-4 ○ - - -

倉橋小中学校グラウンド 倉橋町383-2 ○ - ○ - -

（旧）倉橋小学校グラウンド 倉橋町963 ○ - ○ - -

（旧）倉橋西中学校グラウンド 倉橋町1313 ○ - ○ - -

（旧）倉橋東小学校グラウンド 倉橋町11161-1 ○ - - -

（旧）倉橋東中学校グラウンド 倉橋町12612 ○ - - -

（旧）尾立小学校グラウンド 倉橋町10003 ○ - ○ - -

明徳小学校グラウンド 倉橋町7490 ○ - - -

小：53 - 0011 ○ ② ○ ○ ○

中：53 - 0019 ○ ② ○ ○ ○

（旧）倉橋小学校（体育館，教室） 倉橋町963 520 ○ ○ ○

（旧）倉橋東小学校（体育館） 倉橋町11161-1 170 ○ ○ ○

明徳小学校（体育館，教室） 倉橋町7490 56 - 0205 450 ○ ○ ③ ○ ○

鹿島社会教育施設 倉橋町18733 220 ○

鹿老渡社会教育施設 倉橋町16537 90 ○ ○

倉橋体育館 倉橋町539-1 53 - 0082 730 ○ ② ○ ○ ○

収容人員
災 害 種 別

音 戸 地 区

施 設 名 所 在 地 電話番号地 区 名

倉 橋 地 区

避 難 所 別

一時避難場所

拠 点 避 難 所

準拠点避難所

福 祉 避 難 所

地 域 避 難 所

一時避難場所

拠 点 避 難 所

倉橋小中学校（体育館，教室） 倉橋町383-2 1,040

準拠点避難所
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ルネッサンス瀬戸内 倉橋町2638-3 50 - 3333

常夏の家 倉橋町石持154-1 50 - 2112

蛍の家 倉橋町石持154-1 50 - 2122

特別養護老人ホーム　たちばな苑 倉橋町14649 54 - 1515

障害者支援施設　倉橋の里 倉橋町5364-2 53 - 2700

倉橋まちづくりセンター釣士田分館 倉橋町7529 56 - 1880 50 ② ○ ○

倉橋まちづくりセンター 倉橋町431 53 - 0577 20 ○ ② ○ ○ ○

宇和木社会教育施設 倉橋町5926-2 140 ○ ○ ○

宇和木老人集会所 倉橋町5921-2 90 ○ ○ ○ ○

海越生活改善センター 倉橋町15101-2 30 ② ○

才ノ木老人集会所 倉橋町597-3 10 ○ ○

鹿島下老人集会所 倉橋町乙17738 30 ○ ○

鹿島瀬戸コミュニティホーム 倉橋町4279-11 10 ○ ② ○ ○ ○

鹿島中コミュニティホーム 倉橋町18650-2 30 ○ ○ ○ ○

鹿島中老人集会所 倉橋町18320-2 30 ○

重生コミュニティホーム 倉橋町5345-20 20 ○

重生生活改善センター 倉橋町5786-6 30 ○ ○

須川社会教育施設 倉橋町3301-4 290 ○ ○

西宇土老人集会所 倉橋町3904-2 53 - 0546 20 ○ ○ ○ ○

石原老人集会所 倉橋町2390-8 40 ○ ○ ○

倉橋東センター 倉橋町11959-25 54 - 1764 90 ○ ○ ○ ○

大向老人集会所 倉橋町4492-2 30 ○ ○

大迫コミュニティホーム 倉橋町14105-10 20 ○

長谷老人集会所 倉橋町8191-1 20 ○ ○ ○

灘コミュニティホーム 倉橋町5869-1 30 ○ ○ ○

農業技術拠点センター 倉橋町894 53 - 1919 110 ○ ○ ③ ② ○

尾曽郷老人集会所 倉橋町2807-7 30 ○ ○

尾立生活改善センター 倉橋町9964-7 30 ○ ② ○

広域避難場所 恵みの丘蒲刈 蒲刈町大浦字前沖浦 ○ - ○ - -

大浦集会所グランド 蒲刈町大浦5116 ○ - - -

蒲刈小学校グラウンド 蒲刈町向771 ○ - ○ - -

蒲刈中学校グラウンド 蒲刈町向771 ○ - ○ - -

蒲刈小学校（体育館，教室） 蒲刈町向771 68 - 0019 300 ○ ② ○ ② ○

大浦集会所（旧蒲刈小学校） 蒲刈町大浦5116 66 - 0301 250 ○ ○

蒲刈市民センター 蒲刈町宮盛1-2 66 - 1111 80 ○ ○ ○ ○

蒲刈中学校（体育館，教室） 蒲刈町向771 68 - 0020 600 ○ ② ○ ② ○

準福祉避難所 蒲刈まちづくりセンター 蒲刈町向1112-29 68 - 0301 200 ○ ② ○ ○

蒲刈町開発総合センター 蒲刈町田戸2308-1 66 - 0023 450 ② ② ○

宮盛集会所 蒲刈町宮盛字前田913-1 66 - 0017 110 ○ ○ ○

向清水集会所 蒲刈町向2535-1  30 ○ ○ ○ ○

向コミュニティセンター 蒲刈町向3206番地1  70 ○ ○

安登公園 安浦町安登西６丁目 ○ - ○ - -

安浦中学校グラウンド 安浦町中央４丁目2-1 ○ - - -

安浦中学校（校舎） 安浦町中央４丁目2-1 410 - - ③ ○ ②

安浦小学校（南校舎） 安浦町内海北１丁目2-5 60 - - ○ ○ ②

安浦小学校（北校舎） 安浦町内海北１丁目2-5 40 - - ○ ○ ②

（旧）野路東小学校グラウンド 安浦町女子畑639 ○ - ○ - -

安登小学校グラウンド 安浦町安登西５丁目7-19 ○ - ○ - -

（旧）三津口小学校グラウンド 安浦町三津口２丁目27-2 ○ - ○ - -

安浦小学校グラウンド 安浦町内海北１丁目2-5 ○ - ○ - -

（旧）野路中切小学校グラウンド 安浦町中切9-2 ○ - ○ - -

（旧）野路東小学校（体育館） 安浦町女子畑639 200 ○ ○ ○ ○ ○

安浦中学校（体育館，教室） 安浦町中央４丁目2-1 84 - 5151 840 ○ ○ ③ ○ ②

安登小学校（体育館，教室） 安浦町安登西５丁目7-19 84 - 2264 680 ○ ○ ○ ○ ○

（旧）三津口小学校（体育館，教室） 安浦町三津口２丁目27-2 820 ○ ② ○ ○ ○

安浦小学校（体育館，教室） 安浦町内海北１丁目2-5 84 - 2020 690 ○ ○ ○ ○ ②

福 祉 避 難 所 介護老人保健施設　葵の園・安浦 安浦町安登西５丁目11-19 84 - 0006

倉 橋 地 区

蒲 刈 地 区

拠 点 避 難 所

福 祉 避 難 所

地 域 避 難 所

一時避難場所

準福祉避難所

安 浦 地 区

拠 点 避 難 所

広域避難場所

一時避難施設

一時避難場所

地 域 避 難 所

準拠点避難所

災 害 種 別
地 区 名 施 設 名 所 在 地 電話番号 収容人員避 難 所 別
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福 祉 避 難 所 特別養護老人ホーム　春香園 安浦町内海北１丁目2-42 84 - 3118

準福祉避難所 安浦まちづくりセンター 安浦町中央４丁目3-2 84 - 3636 200 ○ ○ ③ ○ ②

コミュニティいちざこ 安浦町安登西８丁目4-3 20 ○ ○ ○ ○ ○

塩谷自治会館 安浦町安登3084-31 10 ○ ○

奥条自治会館 安浦町安登西３丁目6-20 30 ○ ○ ○ ○

岡谷自治会館 安浦町安登西２丁目9-18 10 ○ ○ ○ ○ ○

原畑集会所 安浦町原畑348-2 10 ○ ○ ○ ○ ○

向野原自治会館 安浦町安登西５丁目20-50 30 ○ ○ ○ ○ ○

三津口憩の家 安浦町三津口２丁目18-11 84 - 4244 40 ○ ② ○

三津口西自治会館 安浦町中央６丁目2-40 10 ○ ○ ○

市原集会所 安浦町中畑1385-6 10 ○ ○ ○ ○

女子畑自治会館 安浦町女子畑1788-1 84 - 5997 30 ○ ○ ○ ○ ○

小田野原自治会館 安浦町安登西10丁目1-14 10 ○ ○

水尻集会所 安浦町水尻１丁目14-11 30 ○ ○ ○ ○

晴海園自治会館 安浦町中央５丁目1-8 20 ○ ○ ○

赤向坂自治会館 安浦町赤向坂390-7 10 ○ ○ ○ ○

跡条自治会館 安浦町安登東５丁目8-12 30 ○ ○ ○ ○

大谷自治会館 安浦町安登東６丁目5-11 10 ○ ○ ○ ○

中央ハイツ自治会館 安浦町中央ハイツ13-32 50 ○ ○ ○ ○ ○

藤木自治会館 安浦町赤向坂1093 10 ○ ○ ○

内海南自治会館 安浦町中央３丁目2-9 20 ○ ○ ② ②

内平自治会館 安浦町内平593-1 10 ○ ○ ○ ○

日之浦自治会館 安浦町安登1167-6 10 ○ ○ ○ ○ ○

老人福祉センター安浦内海会館 安浦町中央北２丁目6-32 80 ○ ○ ③ ○ ②

中畑自治会館 安浦町中畑434-7 20 ○ ○

中切自治会館 安浦町中切1023-4 30 ○ ○ ○ ○

内海北自治会館 安浦町内海北4丁目13-13 20 ○ ○ ○ ○

安浦会館 安浦町内海南4丁目6-21 40 ○ ○ ○

子之浦自治会館 安浦町三津口３丁目14-22 20 ○ ○

豊浜・豊地区 広域避難場所 豊浜グラウンド（架橋記念公園） 豊浜町大字大浜地内 ○ - ○ - -

（旧）豊島小学校グラウンド 豊浜町大字豊島3690 ○ - ○ - -

豊浜中学校グラウンド 豊浜町大字豊島3438 ○ - - -

拠 点 避 難 所 豊浜中学校（体育館，教室） 豊浜町大字豊島3438 68 - 2009 540 ○ ② ③ ② ○

準拠点避難所 （旧）豊島小学校（教室） 豊浜町大字豊島3690 400 ○ ② ○ ○ ○

豊浜まちづくりセンター豊島分館 豊浜町大字豊島3959-1 68 - 2683 100 ○ ② ○ ② ○

豊浜まちづくりセンター 豊浜町大字豊島3526-15 100 ○ ○ ② ○

斎島集会所 豊浜町大字斎島1605-5 30 ○ ○ ○

山崎集会所 豊浜町大字豊島3142-1 68 - 3339 40 ○ ○

大浜集会所 豊浜町大字大浜622 68 - 4855 80 ○ ② ○ ○ ○

内浦集会所 豊浜町大字豊島1033-4 70 ○ ② ○

立花集会所(農業構造改善センター) 豊浜町大字大浜286 20 ② ○ ○

久比コミュニティセンターグラウンド 豊町久比2321-4 ○ - ○ - -

豊スポーツセンターグラウンド 豊町沖友1132 ○ - - -

豊まちづくりセンターグラウンド 豊町大長5915-3 ○ - - -

（旧）豊小学校グラウンド 豊町大長4790-1 ○ - - -

豊小学校グラウンド 豊町久比2411-1 ○ - - -

拠 点 避 難 所 豊まちづくりセンター 豊町大長5915-3 66 - 2111 290 ○ ○ ② ○

豊スポーツセンター 豊町沖友1132 66 - 2061 190 ② ② ○

豊小学校（体育館，教室） 豊町久比2411-1 66 - 2353 700 ○ ○ ○

特別養護老人ホーム　豊寿園 豊町大長6000 66 - 3300

ゆたかデイサービスセンター 豊町大長6005-1 66 - 2244

若葉作業所 豊町大長6007-1 66 - 3050

沖友コミュニティセンター 豊町沖友1005-1 60 ○ ② ○ ○ ○

久比コミュニティセンター 豊町久比2321-4 50 ○ ○ ○ ○ ○

豊 地 区
準拠点避難所

一時避難場所

収容人員
災 害 種 別

安 浦 地 区

地 域 避 難 所

施 設 名 所 在 地 電話番号地 区 名 避 難 所 別

豊 浜 地 区

一時避難場所

準福祉避難所

地 域 避 難 所

福 祉 避 難 所

地 域 避 難 所
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地 土 津 高 洪

久比東コミュニティセンター 豊町久比328 80 ○ ○ ○ ○ ○

御手洗港町交流館施設 豊町御手洗231-1 30 ○ ○ ○

三角集会所 豊町久比3955 20 ② ○ ○

電話番号 収容人員避 難 所 別

4.地震災害欄の空白は，耐震性が不明または，耐震性がないものを示す。耐震性が確保でき次第，避難可能施設として○印に変更する。

災 害 種 別

豊 地 区 地 域 避 難 所

1.「地」は地震災害，「土」は土砂災害，「津」は津波水害，「高」は高潮水害，「洪」は洪水水害を示す。

2.災害種別欄の○印は，避難に適応していることを示し，また，○内の数値は階数を示し，その階数以上の階への避難することを示す。

3.表中に○印が付されていなくても，被害の状況によって安全であると認められる場合には，避難所として開設できるものとする。

地 区 名 施 設 名 所 在 地
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別紙 14 
職員の配備・編成表 

災害警戒本部体制

第１配備体制 第２配備体制 第３配備体制

職員数 職員数 職員数 職員数

危機管理課 9 9 9 9 9

監査事務局 7 4 7

選挙管理委員会事務局 6 4 6

農業委員会事務局 6 4 6

28 9 9 21 28

総務課 20 2 8 14 20

人事課 18 2 6 14 18

秘書広報課 12 4 5 10 12

東京事務所 2 2 2 2

52 8 21 40 52

企画課 18 2 9 18

資産経営課 7 2 4 7

情報統計課 8 2 6 8

33 6 19 33

議会事務局庶務課 7 1 4 7

議会事務局議事課 9 1 5 9

16 2 9 16

財政課 13 1 5 13

管財課 14 1 7 14

契約課 14 1 8 14

収納課 25 1 1 3 25

資産税課 27 1 3 27

市民税課 25 1 1 2 25

会計課 13 2 8 13

131 2 8 36 131

地域協働課 20 1 5 10 20

市民窓口課

市民相談室

人権センター 7 2 4 7

吉浦市民センター 7 1 2 4 7

警固屋市民センター 6 1 2 6 6

阿賀市民センター 7 1 2 3 7

広市民センター 13 1 3 8 13

仁方市民センター 6 1 2 3 6

宮原市民センター 6 1 2 4 6

天応市民センター 5 1 3 4 5

昭和市民センター 9 2 3 6 9

郷原市民センター 5 1 2 4 5

下蒲刈市民センター 6 1 2 4 6

川尻市民センター 8 1 4 6 8

音戸市民センター 9 1 2 4 9

倉橋市民センター 7 1 2 5 7

蒲刈市民センター 7 1 2 4 7

安浦市民センター 10 1 3 6 10

豊浜市民センター 8 2 3 5 8

豊市民センター 7 1 3 5 7

181 20 56 112 181

文化振興課 18 6 12 18

生涯学習センター 4 1 2 4

スポーツ振興課 11 3 6 11

中央図書館 10 1 1 7 10

43 3 11 27 43

福祉保健課 19 1 6 11 19

障害福祉課 20 6 9 20

生活支援課 52 12 52

介護保険課 37 2 2 17 37

保険年金課 38 1 14 38

子育て支援課 22 4 10 22

子育て施設課 123 4 24 123

公立下蒲刈病院 44 2 3 13 44

保健総務課 16 2 3 5 16

生活衛生課 18 8 18

健康増進課 5 10

西保健センター 7 18

東保健センター 6 11

音戸保健出張所 1 3

倉橋保健出張所 1 2

川尻保健出張所 1 2

安浦保健出張所 1 3

安芸灘保健出張所 2 4

442 7 29 147 442

2

部局 課（班）名 職員数
災害注意体制

災害対策本部体制

本
部
事

務
局

本部事務局

本部事務局

本部事務局

本部事務局

計

総
務
対

策
部

庶務班

動員班

秘書班

東京連絡班

計

企
画

対
策

部

情報班

計

議
会

対

策
部

議会班

計

財

務
対
策

部

財政班

管財班

契約班

調査班

会計班

計

文
化
ス

ポ
ー

ツ

対

策
部

文化振興班

スポーツ施設班

文化施設班

計

市

民
対
策

部

地域協働班

市民対策班

子育て施設班

病院事業班

保健総務班

17 28

各市民センター班

計

28 7

福祉保健班

障害者福祉班

生活支援班

高齢者福祉班

保険年金班

子育て支援班

健康安全班 53

計

福
祉
保

健
対
策
部

生活衛生班
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災害警戒本部体制

第１配備体制 第２配備体制 第３配備体制

職員数 職員数 職員数 職員数

環境政策課 16 1 10 16

環境管理課 12 1 1 10 12

環境施設課 26 1 10 26

環境業務課 79 7 79

133 1 3 37 133

商工振興課 17 1 4 7 17

観光振興課・海事歴史科学館 25 1 9 18 25

港湾漁港課 23 1 5 20 23

農林水産課 19 1 4 13 19

水産振興室 4 1 3 4

88 4 23 61 88

都市計画課 17 3 11 17

交通政策課 10 2 2 6 10

建築指導課 13 8 13

住宅政策課 12 3 8 12

区画整理課 8 8 8

技術監理室 13 13

73 2 8 41 73

土木総務課 18 2 10 14 18

土木維持課 7 31 33 34

音戸倉橋土木出張所 1 4 4 4

川尻安浦土木出張所 1 4 4 4

安芸灘土木出張所 1 3 4 5

土木整備課 22 2 12 18 22

用地対策室 7 3 5 7

営繕課 28 16 28

122 14 67 98 122

教育総務課 13 2 6 11 13

学校施設課・学校給食共同調理場 21 1 14 21

学校教育課 23 2 5 23

学校安全課 12 1 4 12

各学校 38 4 38

107 10 38 107

上下水道総務課

経営企画課

上下水道総務課

経営企画課

営業課

水道建設課

営業課

水道建設課

管路管理課

上下水道総務課

経営企画課

営業課

計画課

水道建設課

浄水課

浄水課 43 2 2 7 43

計画課

下水建設課

管路管理課

下水建設課 16 1 3 16

下水施設課 24 2 5 24

204 2 13 36 204

消防総務課 18 6 18 18

警防課 8 5 8 8 8

予防課 7 2 7 7

通信指令課 15 9 9 15 15

西消防署 112 58 58 112 112

東消防署 146 76 76 146 146

音戸消防署 45 24 24 45 45

消防団 1,935 500 1,000 1,935

2,286 172 683 1,351 2,286

3,939 235 940 2,052 3,939

部局 課（班）名 職員数
災害注意体制

災害対策本部体制

環

境

対

策

部

環境政策班

環境管理班

環境施設班

環境業務班

計

産

業

対

策

部

商工振興班

観光振興班

港湾漁港班

農林水産班

計

都

市

対

策

部

都市計画班

交通政策班

建築指導班

住宅政策班

区画整理班

技術監理班

計

土

木

対

策

部

土木総務班

土木維持班 47

土木整備班

営繕班

計

教

育

対

策

部

教育総務班

学校施設班

学校教育班

学校安全班

学校班

計

下水管路復旧班

上下水道総務班

消

防

対

策

部

消防総務班

警防班

予防班

指令班

下水施設班

計

西署班

東署班

音戸署班

消防団班

計

　　部・課内の応援体制の確立など，要員の適切な配置を实施する。

上下水道対策班

14

合計

＊１　本動員計画による動員職員数は，原則として注意体制は部課長等が指示する職員，第１配備体制及び第２配備体制は所要の人員数，第３

　　配備体制は全職員とし，災害の状況に応じて適宜増減する。

＊２　職員の配置については，本部事務局職員，避難所配置職員，緊急初動体制要員，センター配置職員(中央地区も含む。) の要員配分のほか，

21 3 4 21

上

下

水

道

対

策

部

14 1 4

給水復旧班 31

応急給水班 46

応急排水班 9

水道施設班

931

2 316

4641
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第２配備体制 第３配備体制

職員数 職員数

危機管理課 5 5

総務課 2 3

企画課 1 2

情報統計課 1 1

監査事務局 2 6

計 11 17

秘書広報課 4 6

計 4 6

危機管理課 2 2

人事課 1 2

財政課 1 2

契約課 1 2

会計課 1 2

計 6 10

企画課 2 4

資産経営課 2 4

情報統計課 2 4

選挙管理委員会事務局 2 4

農業委員会事務局 2 4

アマチュア無線担当職員 2

計 10 22

港湾漁港課 1 2

交通政策課 1 2

土木総務課 1 2

消防局 1 2

計 4 8

危機管理課 1 1

人事課 1 2

市民窓口課 1 2

福祉保健課 1 2

都市計画課 1 2

教育総務課 1 2

スポーツ振興課 1 2

障害福祉課 1 2

地域協働課 1 2

計 9 17

市民窓口課 1 2

商工振興課 1 2

水道建設課 1 2

計 3 6

福祉保健課 1 2

生活支援課 1 2

保健総務課 1 2

環境政策課 1 2

計 4 8

収納課 1 2

資産税課 1 2

市民窓口課 1 2

福祉保健課 1 2

建築指導課 1 2

農林水産課 1 2

計 6 12

住宅政策課 2 3

営繕課 1 2

計 3 5

交通政策課 1 2

港湾漁港課 2 4

土木維持課 1 2

土木整備課 2 4

管路管理課 1 2

下水建設課 1 2

計 8 16

復旧対策班

住宅対策担当

応急復旧対策担当

情報班

応急対策班

火災防ぎょ・救出救助担当

避難所対策担当

被災者対策担当

医療救護・遺体処理対策担当

被災者再建担当

部局 課（班）名

災害対策本部体制

本部事務局

総括班

広報班

庶務班
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第２配備体制 第３配備体制

職員数 職員数

商工振興課 1 2

観光振興課 1 2

農林水産課 1 2

計 3 6

環境政策課 1 2

環境管理課 1 2

計 2 4

各対策部からの派遣職員 11 11

計 11 11

84 148

部局 課（班）名

災害対策本部体制

合計

＊　動員する職員は，事前に指定しておき，災害の状況に応じて適宜増減する。

本部事務局

復旧対策班

経済再建支援担当

廃棄物対策担当

本部連絡員
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別紙 15 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 

呉市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは，災害時において

乙が乙の地図製品等を甲に供給すること等について，以下のとおり本協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は，次の事項を目的とする。 

(1) 甲の区域内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害が発

生し，又はそのおそれがある場合において，甲が同法第２３条の２の規定に基づく災害対策本

部（以下「災害対策本部」という。）を設置したときの乙の地図製品等の供給及び利用等に関

し必要な事項を定めること。 

(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ，甲及び乙が連携して，防災・減災に寄

与する地図の作成の検討・推進をすることにより，市民生活における防災力の向上に努めるこ

と。 

 

（定義） 

第２条 本協定において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 住宅地図 呉市全域を収録した乙の住宅地図帳をいう。 

(2) 広域図 呉市全域を収録した乙の広域地図をいう。 

(3) ＺＮＥＴ ＴＯＷＮ 乙の住宅地図インターネット配信サービスＺＮＥＴ ＴＯＷＮをい

う。 

(4) ＩＤ等 ＺＮＥＴ ＴＯＷＮを利用するための認証ＩＤ及びパスワードをいう。 

(5) 地図製品等 住宅地図，広域図及びＺＮＥＴ ＴＯＷＮの総称をいう。 

 

 （地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は，甲が災害対策本部を設置したときは，甲からの要請に基づき，可能な範囲で地図製

品等を供給するものとする。 

２ 地図製品等の搬送に係る費用は，乙が負担するものとする。 

３ 甲は，地図製品等の供給を要請するときは，別途定める物資供給要請書（以下「要請書」とい

う。）を乙に提出するものとする。ただし，緊急を要する場合は，甲は，電話等により乙に対し

て要請できるものとし，事後，速やかに要請書を提出するものとする。 

４ 乙は，地図製品等を供給するときは，甲に，別途定める物資供給報告書を提出するものとする。 

５ 第１項の規定による地図製品等の供給に係る対価は，甲及び乙が別途協議して決定するものと

する。 

 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は，本協定締結後，前条第１項の規定による地図製品等の供給とは別に，甲及び乙が別

途定める時期，方法により乙が別途定める数量の住宅地図，広域図及びＩＤ等を甲に貸与するも

のとする。この場合において，当該貸与に係る対価については無償とする。 

２ 甲は，前項の規定により乙が貸与した住宅地図，広域図及びＩＤ等を甲の事務所内において，

善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理をするものとする。この場合において，乙が住宅

地図及び広域図の更新版を発行したときは，乙は甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図を

引き取り，かつ，更新版と差し替えることができるものとする。 
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３ 乙は，必要に応じ，甲に対して事前に通知した上で，甲による住宅地図の保管・管理状況を確

認することができるものとする。 

 

 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は，災害対策本部を設置したときは，災害応急対策及び災害復旧・復興に係る資料とし

て，前２条の規定により乙から供給され，又は貸与された地図製品等につき，次に定める利用を

行うことができるものとする。 

(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧 

(2) 災害対策本部設置期間中，甲乙間で別途協議の上定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は，前項の規定により住宅地図の利用を開始したときは，速やかに別途定める乙の報告先に

報告するものとする。また，当該住宅地図の利用を終了したときは，速やかに保管に適した場所

にて保管・管理をするものとする。 

３ 甲は，第１項の規定にかかわらず，災害時以外の平常時において，防災業務を目的として，甲

の当該防災業務を統括する部署内において，第４条第１項の規定により貸与された広域図及びＺ

ＮＥＴ ＴＯＷＮを利用することができるものとする。この場合において，甲は，前項の規定に

より広域図を複製利用する場合は，別途乙の許諾を得るものとし，ＺＮＥＴ ＴＯＷＮを利用す

る場合は，本協定添付別紙のＺＮＥＴ ＴＯＷＮ利用約款に記載の条件に従うものとする。 

 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は，平常時から防災に関する情報交換を行うとともに，相互の連携体制を整備し，

災害時に備えるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は，本協定の締結日から１年間とする。ただし，当該有効期間満了の３

か月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り，本協定は更

に１年間同一条件にて更新されるものとし，以後も同様とする。 

 

（協議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には，両当事者は誠意をも

って協議し解決に努めるものとする。 

 

 

この協定の成立を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者が記名・押印の上各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２８年２月１０日 

 

甲 広島県呉市中央４丁目１番６号 

呉市 

呉市長 小村 和年 

 

乙 広島県広島市東区光町１丁目１０番１９号 

株式会社ゼンリン 中国エリア統括部 

統括部長 宮岡 宏典 
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別紙 16 

災害時におけるＬＰガスの供給等に関する協定書 

 

呉市（以下「甲」という。）と一般社団法人広島県ＬＰガス協会呉地区協議会（以下「乙」と

いう。）及び呉東地区協議会（以下「丙」という。）は，災害時における物資の供給等について，

次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は，呉市内において地震，風水害その他の災害が発生し，又は発生するおそ

れがある場合(以下「災害時」という。)などに甲が乙及び丙の協力を得て，ＬＰガスの円滑

な供給を図るため，必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は，次に掲げる場合において，乙又は丙に対し，その保有するＬＰガスの供給（Ｌ

Ｐガスの供給又は利用に必要な設備，器具等の貸出しを含む。以下同じ。）を要請すること

ができる。 

(1) 呉市内に災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき。 

(2) 呉市外の災害救助のため，国，県又は他の市町村から，呉市がＬＰガスの供給を要請さ

れ，又は特に必要と認めてあっせんを行うとき。 

(3) その他緊急にＬＰガスの供給が必要となったとき。 

２ 前項の規定による要請は，供給要請書（別記様式）により行うものとする。ただし，文書

により要請する時間がないときは，口頭により要請し，事後，速やかに文書を提出するもの

とする。 

３ 乙又は丙は，第１項の規定による要請を受けたときは，その要請事項について速やかに適

切な措置を採るとともに，その措置の状況について，甲に連絡するものとする。 

 （物資の範囲） 

第３条 甲が乙又は丙に供給を要請する物資は，次に掲げるものとし，乙又は丙は甲からの要

請があったときは，可能な限り協力するものとする。 

(1) ＬＰガス 

(2) その他甲が指定するもの（ＬＰガスの供給又は利用に必要な設備，器具等（ガスコンロ，

ガス炊飯器など）） 

（物資の優先供給） 

第４条 乙又は丙は，甲から第２条第１項の規定による要請を受けたときは，乙又は丙の可能

な範囲内において，優先的に甲に物資を供給するものとする。 

 （物資の価格） 

第５条 物資の取引価格（甲が乙又は丙から借り受ける物資の借受価格を含む。）は，災害発生

直前における適正な価格（乙又は丙が引渡しのための搬送を行った場合は，その運賃を含

む。）とすることを基本とし，甲，乙及び丙が協議して決定するものとする。  

 

（ＬＰガスの供給に必要な設備の設置等） 

第６条 ＬＰガスの供給に必要な設備の設置及び保安に関する業務は，乙又は丙の指定する者

が行う。 

２ 乙又は丙は，前項の業務が終了したときは，甲に報告する。 

 （物資の搬送及び引渡し） 

第７条 乙又は丙は，物資の搬送及び引渡しについては，甲の指示（物資の供給先に関する指

示を含む。）に従うものとする。 
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２ 物資の搬送は，原則として乙又は丙が行うものとし，甲は，甲の指定する場所に職員又は

甲の指定する者を派遣し，要請に係る物資を確認の上，引渡しを受けるものとする。 

 （代金の支払） 

第８条 甲は，引渡しを受けた物資の代金は，乙又は丙からの請求書を受理した後，遅滞なく

支払うものとする。 

 （情報の交換） 

第９条 甲，乙及び丙は，この協定に基づく協力を円滑に推進するため，平常時から必要な情

報の交換を行うものとする。 

 （協議） 

第１０条 この協定に定めがない事項及びこの協定に疑義が生じたときは，その都度，甲，乙

及び丙が協議して定めるものとする。 

 （有効期限） 

第１１条 この協定は，甲，乙又は丙いずれかから，この協定を終了する旨の申出がない限り，

その効力を持続するものとする。 

 

 この協定を証するため，本書３通を作成し，甲乙丙記名・押印の上，各自その１通を所持す

る。 

 

平成２８年 ３月 １日 

 

          甲  広島県呉市中央４丁目１番６号 

             呉 市 

             呉市長 小 村 和 年 

 

          乙  広島県呉市広横路３丁目３番２９号 

             一般社団法人広島県 LP ガス協会呉地区協議会 

 

             地区協議会長 神 垣 伸 司 

 

丙  広島県呉市仁方皆实町３番１３号 

一般社団法人広島県 LP ガス協会呉東地区協議会 

 

             地区協議会長  東  親 人 
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別紙 17 

災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定書 

  

 国土交通省中国地方整備局副局長（以下「甲」という。）並びに鳥取県知事（重要港湾

鳥取港港湾管理者）、島根県知事（重要港湾浜田港・西郷港・三隅港港湾管理者）、岡山

県知事（国際拠点港湾水島港及び重要港湾宇野港・岡山港港湾管理者）、広島県知事（国

際拠点港湾広島港及び重要港湾尾道糸崎港・福山港港湾管理者）、山口県知事（国際拠点

港湾徳山下松港及び重要港湾岩国港・三田尻中関港・宇部港・小野田港港湾管理者）、呉

市長（重要港湾呉港港湾管理者）、及び境港管理組合管理者（重要港湾境港港湾管理者）、

（以下「乙」と総称する。）と民間協力者（以下「丙」と総称する。）は、災害における

緊急的な応急対策業務の支援に関し、次のとおり包括的協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害における緊急的な応急対策業務の支援範囲において発生した、

地震・津波・台風・その他の異常な自然現象による緊急的な応急対策業務の支援に関し、

被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的とする。 

（民間協力者） 

第２条 本協定における民間協力者は一般社団法人日本埋立浚渫協会中国支部長、中国地

区港湾空港建設協会連合会会長、一般社団法人日本海上起重技術協会中国支部長、全国

浚渫業協会関西支部長、一般社団法人日本潜水協会会長、一般社団法人海洋調査協会会

長及び一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会長を指す。 

（定義） 

第３条 本協定において、 

（１）「災害」とは、地震・津波・台風・その他の異常な自然現象による被害をいう。 

（２）「大規模災害」とは、複数の港湾管理者が管理する港湾にわたる災害をいう。 

（３）「応急対策業務」とは、施設の応急復旧や障害物の撤去その他の緊急的な応急対策

に関する 

活動をいう。（以下、「業務」という。) 

（４）「港湾施設等」とは、国際拠点港湾及び重要港湾に係る港湾法第二条第五項の港湾

施設、同 

法第二条第八項の開発保全航路及び同法第五十五条の三の四で規定する緊急確保航路

をいう。 

（５）「事務所長」とは、中国地方整備局の港湾空港関係事務所の長をいう。 

（６）「地方機関の長」とは、乙の所掌する地方機関の長をいう。 

（７）「資機材等情報」とは、使用可能な資機材等の数量・配置等の情報をいう。 

（８）「テックフォース活動」とは、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、

被災地 

の早期復旧その他災害応急対策に関して、被災地方公共団体に対する国の技術的な支

援活動をいう。「テックフォース隊」とは、被災地方公共団体に対する国の技術的な

支援活動を行うために国の職員から構成された組織をいう。 

（業務の支援範囲） 

第４条 業務の支援範囲は、第３条に規定する港湾施設等における災害の発生箇所及び甲

又は乙が特に応急対策を必要と判断した災害発生箇所とする。 

（業務の内容） 

第５条 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は、港湾施設等に被害が発生し、



56 

 

甲及び乙が個別に締結している災害に関する協定を補完する上で、甲又は乙が丙の協力

が必要と認めるときは、被災状況に応じて、丙が長を努める団体の会員（以下、「丙の

会員」という。）を特定し、出動要請を行うものとする。 

２ 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は、前項に基づき丙の会員を特定す

る際に、資機材等情報の報告を丙に求めるものとし、丙は求めに応じて速やかに技術者

及び資機材等情報を可能な範囲で収集し、報告するものとする。ただし、中国地方整備

局管内に震度６弱以上の地震が発生した場合、丙は自発的に、技術者及び資機材等情報

の収集を開始するものとする。 

３ 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は、丙の会員へ出動要請を行った際、

その状況を甲乙相互に情報共有するものとする。 

４ 丙の会員は、甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長から出動要請があった

場合、できる限り速やかに港湾施設等の被災状況を調査し、甲若しくは事務所長又は乙

若しくは地方機関の長の指示により、業務の支援を实施するものとする。 

なお、中国地方整備局がテックフォース活動を開始し、甲の出動要請があった場合、

丙の会員は同活動を迅速かつ円滑に实施するため、テックフォース隊とともに被災地へ

向かい同活動の支援を行うものとする。 

５ 丙は、本協定に基づく業務が長期にわたる場合、甲の要請により中国地方整備局が設

置する災害対策本部へ情報連絡要員を派遣するものとする。 

６ 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制を整えるとともに、丙は会員への緊急時の連絡体

制を整えるものとする。 

７ 丙は、丙の会員への連絡体制及び各会員の有する技術者及び資機材等情報について毎

年６月末までに甲及び乙に連絡するものとする。 

８ 丙の会員は、業務の支援を迅速に实施できるよう、技術者及び資機材等の確保に努め、

前項の報告に大幅な変更が生じた場合は所属する丙を通じて速やかに甲及び乙に連絡す

るものとする。 

９ 乙が丙と前２項に定める報告と同様の報告を求める協定を締結している場合は、前２

項に定める報告先から乙を除く。 

（契約の締結） 

第６条 甲又は事務所長及び乙又は地方機関の長は、丙の会員に出動要請したときは、遅

滞なく丙の会員と請負契約等を締結するものとする。 

２ 甲若しくは事務所長及び乙若しくは地方機関の長は、複数の丙の会員と請負契約等を

締結したときは、請負契約等を締結した会員との合意に基づき、会員間での連絡調整及

び会員が实施する業務の取りまとめを行わせる者を指名することができるものとする。 

３ 前項に基づき指名された者は、会員間での連絡体制を定め、甲若しくは事務所長及び

乙若しくは地方機関の長に報告するものとする。 

（大規模災害時等の場合） 

第７条 大規模災害が発生した場合は、第５条の規定にかかわらず、乙が行う丙の会員へ

の出動要請に対して、甲は秩序ある業務のため必要な調整を行うことができるものとす

る。 

（訓練の实施） 

第８条 本協定の締結者は、相互協力体制の充实・強化を図るために、出動要請に関する

情報伝達等の訓練を尐なくとも年１回实施するものとする。 

（本協定の適用範囲） 

第９条 本協定は、甲又は乙と丙が締結する同じ目的の協定締結を妨げるものではないが、

大規模災害発生時においては、本協定を優先するものとし、甲が第７条に基づき調整を

行うことができるものとする。 

（有効期間） 
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第１０条 この協定の期間は、協定締結日から平成２９年３月３１日までの期間とする。 

ただし、期間満了の１月前までに甲、乙又は丙のいずれからも申出のないときは、この

協定を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

（損害の負担） 

第１１条 応急対策業務の实施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合、又は人員及び資機

材等に損害が生じた場合、丙の会員はその事实の発生後遅滞なくその状況を書面により、

甲若しくは事務所長の要請に係るものについては甲若しくは事務所長に、乙若しくは地

方機関の長の要請に係るものについては乙若しくは地方機関の長に報告し、その処置に

ついて甲若しくは事務所長に係るものについては甲若しくは事務所長と、乙若しくは地

方機関の長に係るものについては乙若しくは地方機関の長と協議して決定するものと

する。 

（その他） 

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、

乙及び丙が協議してこれを定めるものとする。 

 

この協定の証として、本書１５通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、それぞれ各

１通を保有するものとする。 

 

平成２８年３月３１日 

 

甲 国土交通省中国地方整備局副局長 大塚俊介 

 

乙１ 重要港湾鳥取港港湾管理者 鳥取県知事 平井伸治 

乙２ 重要港湾浜田港・西郷港・三隅港港湾管理者 島根県知事 溝口善兵衛 

乙３ 国際拠点港湾水島港及び重要港湾宇野港・岡山港港湾管理者 岡山県知事 伊原木

隆太 

乙４ 国際拠点港湾広島港及び重要港湾尾道糸崎港・福山港港湾管理者広島県知事 湯﨑

英彦 

乙５ 国際拠点港湾徳山下松港及び重要港湾岩国港・三田尻中関港・宇部港・小野田港港

湾管理者 山口県知事 村岡嗣政 

乙６ 重要港湾呉港港湾管理者 呉市長 小村和年 

乙７ 重要港湾境港港湾管理者 境港管理組合管理者 平井伸治 

 

丙１ 一般社団法人日本埋立浚渫協会中国支部長 大下哲則 

丙２ 中国地区港湾空港建設協会連合会会長 大下哲則 

丙３ 一般社団法人日本海上起重技術協会中国支部長 深山隆一 

丙４ 全国浚渫業協会関西支部長 寄神正文 

丙５ 一般社団法人日本潜水協会会長 鉄芳松 

丙６ 一般社団法人海洋調査協会会長 川嶋康宏 

丙７ 一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会長 大村哲夫 
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別紙 18 

中 核 市 災 害 相 互 応 援 協 定    

 

 中核市各市（以下「協定市」という）は、いずれかの市域において災害が発生し、被害

を受けた都市（以下「被災市」という）が独自では十分な応急措置が实施できない場合に、

被災市の要請にこたえ、当該災害により被害を受けていない市が友愛的精神に基づき、相

互に応援協力し、被災市の災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興を円滑に遂行する

ため、次のとおり協定を締結する。 

 （応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等及び災害からの復興に必要な 

資器材及び物資の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救助及び応急復旧及び災害からの復興に必要な職員の派遣 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

２ 被災市は、災害による被害により被災市のホームページを利用して災害情報等の発信

をすることができなくなったときは、協定市に対し、当該災害情報等を協定市のホーム

ページに掲載することを要請することができる。 

 （応援要請の手続き） 

第２条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第５条に定める連絡

担当部局を通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、

被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市に送付しなければならない。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１項第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等

の品名、数量等 

 (3) 前条第１項第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並

びに業務内容 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援の实施） 

第３条 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力

これに応じ応援活動に努めるものとする。 

２ 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、被災

市以外の協定市相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。 

  

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、協定市が協議して別に定める。 

 （連絡担当部局） 

第５条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したと

きは、速やかに情報を相互に交換するものとする。 

 （資料の交換） 

第６条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画

その他参考資料を相互に交換するものとする。 
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 （会議） 

第７条 この協定の運用体制を整備し、併せて協定市の防災体制の整備に資するため、中

核市市長会事務担当者会議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議を置く。 

 （事務局） 

第８条 この協定の实施に必要な連絡調整を行うため、中核市市長会防災担当者会議の会

長の属する市に事務局を設置する。 

 （雑則） 

第９条 この協定の締結後、新たに中核市への移行によりこの協定への参加希望がある場

合は、特段の事情のない限り、協定市はこれを受け入れるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この協定は、協定市及び協定市の各機関が消防組織法（昭和２２年法律第２２

６号）第３９条第２項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る

応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するものではない。 

第１１条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、

協定市が協議して定めるものとする。 

 （協定の発効） 

第１２条 この協定は、平成２８年４月１日から効力を発生するものとする。 

 

平成２８年４月１日 

 

 呉市 呉市長 小村和年 

 

 

 佐世保市 佐世保市長 朝長則男 

 

 

 函館市 函館市長 工藤壽樹 

 旭川市 旭川市長 西川将人 

 青森市 青森市長 鹿内 博 

 秋田市 秋田市長 穂積 志 

 郡山市 郡山市長 品川萬里 

 いわき市 いわき市長 清水敏男 

 盛岡市 盛岡市長 谷藤裕明 

 宇都宮市 宇都宮市長 佐藤栄一 

        越谷市 越谷市長 高橋 努 

 川越市 川越市長 川合善明 

 船橋市 船橋市長 松戸 徹 

 横須賀市 横須賀市長 吉田雄人 

 柏市 柏市長 秋山浩保 

 前橋市 前橋市長 山本 龍 

 高崎市 高崎市長 富岡賢治 

             八王子市 八王子市長 石森孝志 

       富山市 富山市長 森 雅志 

 金沢市 金沢市長 山野之義 

 長野市 長野市長 加藤久雄 

 岐阜市 岐阜市長 細江茂光 

        豊橋市 豊橋市長 佐原光一 
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 岡崎市 岡崎市長 内田康宏 

 豊田市 豊田市長 太田稔彦 

 高槻市 高槻市長 濱田剛史 

 枚方市 枚方市長 伏見 隆 

 東大阪市 東大阪市長 野田義和 

 姫路市 姫路市長 石見利勝 

 和歌山市 和歌山市長 尾花正啓 

 大津市 大津市長 越 直美 

 豊中市 豊中市長 淺利敬一郎 

 西宮市 西宮市長 今村岳司 

 尼崎市 尼崎市長 稲村和美 

 倉敷市 倉敷市長 伊東香織 

 福山市 福山市長 羽田 皓 

 下関市 下関市長 中尾友昭 

 高松市 高松市長 大西秀人 

 松山市  松山市長 野志克仁 

 高知市 高知市長 岡﨑誠也 

 長崎市 長崎市長 田上富久 

 大分市 大分市長 佐藤樹一郎 

 宮崎市 宮崎市長 戸敷 正 

 鹿児島市 鹿児島市長 森 博幸 

 久留米市 久留米市長 楢原利則 

 那覇市 那覇市長 城間幹子 

 

 

     協定締結権者 

 奈良市 奈良市長 仲川元庸 
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別紙 19 
27  土砂災害警戒区域にある災害時要援護者関連施設一覧表 

地 区 名 施 設 区 分 施 設 の 名 称 所 在 地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号 伝 達 手 段 担 当 課

デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー す ま い る 焼山東１丁目１９-４３ 30-5200 30-5201 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

小規模多 機能 型居 宅介 護事 業所 小規模多機能型居宅介護事業所ひばりヶ丘 焼山ひばりヶ丘町1－1２ 30-5266 30-5299 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 ラ イ フ サ ポ ー ト 希 望 の 家 焼山中央五丁目１１－２８ 33-9556 33-9556 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 呉 本 庄 作 業 所 焼山北３丁目２１－１ 33-5553 33-3310 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 呉 本 庄 つ く し 園 焼山北３丁目２１－１ 33-8020 33-8290 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 後 楽 荘 焼山町字打田６２３番地 34-1388 34-0822 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム コ ス モ ス 園 焼山北３丁目２１－５ 33-8000 33-6104 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 栃 ノ 木 荘 栃原町字中倉１５０番地２ 34-2755 34-2757 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

介 護 老 人 保 健 施 設 老 人 保 健 施 設 コ ス モ ス 園 焼山北３丁目１７１番地４ 34-4000 34-4003 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

グ ル ー プ ホ ー ム グ ル ー プ ホ ー ム セ ラ ピ ス 栃原町字中倉１５０番地２ 30-5150 30-5155 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

グ ル ー プ ホ ー ム グ ル ー プ ホ ー ム 楽 々 八 景 山 焼山町字打田６２３番地 30-3578 30-3580 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

グ ル ー プ ホ ー ム グ ル ー プ ホ ー ム す ま い る 焼 山 焼山東１丁目１９－４７ 33-7373 電話 福祉保健課

児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 浄 心 福 祉 会 明 和 保 育 園 焼山ひばりヶ丘町１８－１５ 33-7274 34-2423 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 本 城 福 祉 会 昭 和 保 育 園 栃原町西谷６６７－２ 33-2388 34-0854 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

幼 稚 園 学 校 法 人 昭 和 学 園 昭 和 幼 稚 園 栃原町６３８－２ 33-7820 34-0854 電話・ＦＡＸ 子育て支援課

幼 稚 園 学校法人多幾山 学園 焼山 こば と幼 稚園 押込西平町２９-８４ 33-0706 34-1413 電話・ＦＡＸ 子育て支援課

幼 稚 園 学校法人広島みどり学園 焼山みどり幼稚園 焼山東１丁目１９－１７ 33-9747 33-0923 電話・ＦＡＸ 子育て支援課

幼 稚 園 学 校 法 人 奥 山 学 園 桜 ヶ 丘 幼 稚 園 焼山桜ヶ丘２丁目６－２８ 33-0405 33-0405 電話・ＦＡＸ 子育て支援課

特 別 支 援 学 校 広 島 県 立 呉 特 別 支 援 学 校 焼山北３丁目２２－１ 33-0300 33-0308 電話・ＦＡＸ 危機管理室

病 院 呉 や け や ま 病 院 焼山南１丁目８－２３ 33-0511 34-1366 電話・ＦＡＸ 保健総務課

障 害 者 支 援 施 設 野 呂 山 学 園 郷原町２３８０番地１８１ 77-0111 77-0112 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 障 害 者 活 動 セ ン タ ー た ま ご 郷原町１９４３番地 70-3737 77-1840 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム あ す ら や 荘 郷原町２３８０番地 77-0949 77-1207 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 郷 原 の 里 郷原町１８８２番地１２ 77-1558 77-1833 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム ケ ア ホ ー ム た ま ご 郷原町１６３０番地１ 70-3737 77-1840 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

児 童 福 祉 施 設 社会福祉法人本城福祉会昭和第２園 ココロ 郷原町字林頭１９９５番地 70-3670 70-3675 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 同 済 義 会 郷 原 保 育 所 郷原町１９４６番地 77-0304 77-1232 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

昭和地区

郷原地区
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地 区 名 施 設 区 分 施 設 の 名 称 所 在 地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号 伝 達 手 段 担 当 課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 延 寿 荘 広町字中横路２４４５ 71-6776 71-6799 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 成 寿 園 広町字白石免田１３０１０ 71-8500 73-6666 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

介 護 老 人 保 健 施 設 介 護 老 人 保 健 施 設 パ ナ ケ イ ヤ 広白石４丁目７－２２ 70-0556 70-0557 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

グ ル ー プ ホ ー ム グ ル ー プ ホ ー ム ふ た ば の 家 広白石４丁目７－３０ 76-4566 76-4566 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

デ イ ケ ア 重 度 認 知 症 患 者 デ イ ケ ア ふ た ば の 森 広白石４丁目７－２２ 70-0555 70-0557 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

短 期 入 所 生 活 介 護 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 ふ た ば の 里 広白石４丁目７－２２ 70-0555 70-0557 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム ふ た ば の 丘 広白石４丁目７－２２ 76-4855 76-4822 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー ふ た ば 広白石４丁目７－２２ 76-4855 76-4822 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 ふ た ば 広白石４丁目７－２２ 70-0559 70-0557 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

児 童 福 祉 施 設 呉 市 三 坂 地 保 育 所 広塩焼１丁目２－１９ 71-0030 74-3245 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 三 喜 会 と き わ 保 育 園 広横路３丁目１１－３２ 71-0924 71-0933 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 恵 の 海 川尻町西６丁目１０－１ 87-0280 87-0282 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

ケ ア ハ ウ ス ケ ア ハ ウ ス 恵 の 海 川尻町西６丁目１０－１ 87-5220 87-0282 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

児 童 福 祉 施 設 川 尻 保 育 所 川尻町久俊１丁目７－１５ 87-2199 87-2511 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

幼 稚 園 川 尻 光 幼 稚 園 川尻町森２丁目５－３２ 87-2433 87-2454 電話・ＦＡＸ 子育て支援課

障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム グ ル ー プ ホ ー ム グ リ ー ン ホ ー ム 阿賀北１丁目１５－１２ 72-2255 75-2266 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

介 護 老 人 保 健 施 設 介 護 老 人 保 健 施 設 な ご み 阿賀北１丁目１４－１５ 74-7531 74-7533 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

介 護 老 人 保 健 施 設 介 護 老 人 保 健 施 設 あ お や ま 阿賀北６丁目１５－３０ 76-3311 電話 福祉保健課

病 院 青 山 病 院 阿賀北５丁目１５－３ 71-0151 電話 保健総務課

病 院 呉 み ど り ヶ 丘 病 院 阿賀北１丁目１５－４５ 72-6111 71-6125 電話・ＦＡＸ 保健総務課

病 院 ほ う ゆ う 病 院 阿賀北１丁目１４－１５ 72-2111 70-0025 電話・ＦＡＸ 保健総務課

幼 稚 園 宝 徳 幼 稚 園 阿賀北７丁目２０－１５ 71-8098 電話 子育て支援課

幼 稚 園 天 応 め ぐ み 幼 稚 園 天応西条１丁目３－１２ 38-7744 38-7744 電話・ＦＡＸ 子育て支援課

デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 コ ス モ ス 園 天 応 デ イ サ ー ビス セン ター 天応伝十原町１５－３ 38-0666 38-0611 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 お か げ さ ま 通 所 介 護 天 応 天応南町２－２３－１０１ 38-7373 電話 福祉保健課

児 童 福 祉 施 設 落 走 保 育 園 呉市汐見町１２－８ 38-7751 38-7751 電話・FAX 子育て施設課

老 人 福 祉 関 係 施 設 社会福祉法人かるが会特別養護老人ホーム 呉市狩留賀町３－１６ 20-3601 電話 福祉保健課

幼 稚 園 み の り 幼 稚 園 呉市吉浦中町２－８－２８ 31-1250 31-1250 電話・FAX 子育て支援課

介 護 保 険 施 設 小規模多機能ワーカーズ コーポぱーちぇ 呉市吉浦中町２－７－９ 20-3380 電話 福祉保健課

広 地 区

川尻地区

阿賀地区

天応地区

吉浦地区
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地 区 名 施 設 区 分 施 設 の 名 称 所 在 地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号 伝 達 手 段 担 当 課

児 童 福 祉 施 設 児 童 福 祉 施 設 仁 風 園 呉市仁方西神町35-11 79-5553 79-5674 電話・ＦＡＸ 子育て支援課

介 護 保 険 施 設 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 仁 風 園 呉市仁方西神町35-11 79-0112 79-0112 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

児 童 福 祉 施 設 仁 方 保 育 園 呉市仁方西神町38-7 79-0606 79-1460 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

医 療 提 供 施 設 田 村 内 科 小 児 科 呉市仁方西神町4-14 79-0842 電話 保健総務課

医 療 提 供 施 設 仁 方 歯 科 医 院 呉市仁方本町１丁目1-3 79-6866 電話 保健総務課

介 護 保 険 施 設 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー ほ ほ え み 呉 東 呉市仁方本町１丁目2-3 79-2322 79-2331 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

医 療 提 供 施 設 村 上 内 科 胃 腸 科 呉市仁方本町２丁目-9-29 79-1333 電話 保健総務課

児 童 福 祉 施 設 皆 实 保 育 所 呉市仁方皆实町1-14 79-0641 79-6905 電話・ＦＡＸ 子育て施設課

介 護 保 険 施 設 身 体 障 害 者 施 設 仁 方 呉市仁方町戸田4407 70-0222 79-0020 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

介護保険施設・老人福祉関係施設 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 仁 方 呉市仁方町戸田4407 70-0222 79-0020 電話・ＦＡＸ 福祉保健課

医 療 提 供 施 設 国立病院機構呉医療センター中国がんセンター 呉市青山町３－１ 22-3111 21-0478 電話・FAX 保健総務課

医 療 提 供 施 設 森 外 科 整 形 外 科 呉市宮原２－１－４ 25-7600 25-7620 電話・FAX 保健総務課

医 療 提 供 施 設 高 橋 医 院 呉市宮原３－９－１ 21-5620 電話 保健総務課

医 療 提 供 施 設 田 中 医 院 呉市宮原５－２－６ 25-1122 電話 保健総務課

医 療 提 供 施 設 堀 田 医 院 呉市宮原６－３－１１ 25-2211 電話 保健総務課

児 童 福 祉 施 設 後 藤 保 育 所 呉市宮原５－９－５ 21-7292 69-2729 電話・FAX 子育て施設課

医 療 提 供 施 設 宮 原 通 り ク リ ニ ッ ク 呉市宮原１１－３－１４ 20-0777 電話 保健総務課

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 知的 障害 者グ ルー プホ ーム カッ シー ハウス坪の内 呉市坪ノ内町１０－２－１０３ 25-5455 25-5455 電話・FAX 障害福祉課

老 人 福 祉 関 係 施 設 養 護 老 人 ホ ー ム 呉 清 光 園 呉市警固屋１丁目17-15 28-0901 電話 介護保険課

介 護 保 険 施 設 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 呉 清 光 園 呉市警固屋１丁目17-15 28-0901 電話 福祉保健課

介 護 保 険 施 設 小規模多機能型 居宅介護事業所 初音の家 呉市警固屋１丁目17-1 28-2008 電話 福祉保健課

介 護 保 険 施 設 訪 問 介 護 事 業 所 さ ざ ん か 呉市警固屋４丁目4−4 20-2228 電話 福祉保健課

介 護 保 険 施 設 通 所 介 護 事 業 所 さ ざ ん か 呉市警固屋４丁目11-61 20-2101 電話 福祉保健課

医 療 提 供 施 設 中 原 歯 科 医 院 呉市警固屋４丁目6-14 28-0030 電話 保健総務課

医 療 提 供 施 設 城 本 内 科 医 院 呉市警固屋５丁目4-14 28-0449 電話 保健総務課

老 人 福 祉 関 係 施 設 養 護 老 人 ホ ー ム 呉 保 生 院 呉市警固屋９丁目1-38 20-2066 電話 介護保険課

介 護 保 険 施 設 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 呉 保 生 院 呉市警固屋９丁目1-38 20-2066 電話 福祉保健課

介 護 保 険 施 設 養 護 老 人 ホ ー ム 呉 保 生 院 呉市警固屋９丁目1-38 20-2066 電話 福祉保健課

介護保険施設・老人福祉関係施設 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 常 楽 園 呉市警固屋９丁目1-1 28-0370 電話 福祉保健課

介 護 保 険 施 設 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 常 楽 園 呉市警固屋９丁目1-1 28-0555 電話 福祉保健課

警固屋地区

仁方地区

宮原地区
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地 区 名 施 設 区 分 施 設 の 名 称 所 在 地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号 伝 達 手 段 担 当 課

介 護 保 険 事 業 所 春 香 園 居 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 呉市安浦町内海北２丁目４－２４ 84-7500 電話 福祉保健課

介 護 保 険 事 業 所 安 浦 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 呉市安浦内海北２－４－２４ 84-7000 電話 福祉保健課

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 地 域 ネ ッ ト く れ ん ど 呉市安浦町水尻１丁目３－１ 84-3731 84-4041 電話・FAX 障害福祉課

介 護 保 健 施 設 介 護 老 人 保 健 施 設 葵 の 園 ・ 安 浦 呉市安浦町安登西5丁目11-19 84-0006 電話 福祉保健課

介 護 保 険 事 業 所 グ ル ー プ ホ ー ム ほ ほ え み 呉 安 浦 呉市安浦町安登東5丁目4-5 84-7725 電話 福祉保健課

医 療 提 供 施 設 呉 市 国 民 健 康 保 険 安 浦 診 療 所 呉市安浦町安登西6丁目1-39 84-3034 電話 保健総務課

安浦地区
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別紙 20 
土砂災害警戒区域指定地区及び警戒避難体制 （平成２７年度及び平成２８年度追加分） 

名　称
（所在地）

収容
人員

1 青山町1（5916-3） ○ ○

2 青山町2（1318-4） ○ ○

3 青山町3（5916-1） ○ ○

4 青山町3（5916-2） ○ ○

5 青山町3（5916-8） ○ ○

6 青山町4（1318-3） ○ ○

7 青山町5（1318-1） ○ ○

8 青山町5（1318-2） ○ ○

9 青山町9（5916-7） ○ ○

10 青山町10 (497) ○ ○

11 青山町10(497-1) ○ ○

12 幸町4（5916-4） ○ ○

13 幸町5（5916-5） ○ ○

14 幸町6（5916-6） ○ ○

15 昭和町(1197-1) ○ ○

16 昭和町(1324-1) ○ ○

17 昭和町(1324-2) ○ ○

18 昭和町(1324-4) ○ ○

19 昭和町1(4935-1) ○ ○

20 宮原1丁目6（914） ○ ○

21 宮原1丁目12（913） ○ ○

22 宮原1丁目13（5872） ○ ○

23 宮原1丁目13（911） ○ ○

24 宮原1丁目14（882） ○ ○

25 宮原1丁目14（909） ○ ○

26 宮原1丁目15（910） ○ ○

27 宮原2丁目1（5916） ○ ○ 60
28 宮原2丁目5（1318） ○ ○

29 宮原2丁目8（1069） ○ ○

30 宮原2丁目9（1069-1） ○ ○

31 宮原3丁目1 (4931) ○ ○

32 宮原3丁目3 (915) ○

33 宮原3丁目7(917) ○ ○ 640
34 宮原3丁目17 (883) ○

35 宮原3丁目17 (1084) ○ ○

36 宮原4丁目13(1180),宮原4丁目12(1181) ○ ○

37 宮原4丁目12(1181-1) ○ ○

38 室瀬町2(1182) ○ ○

39 室瀬町16(4933) ○ ○

40 室瀬町15(4933-1) ○ ○

41 室瀬町12(4933-2) ○

42 室瀬町18(4933-3) ○ ○

43 室瀬町7(1183) ○ ○

44 室瀬町20(1183-1) ○ ○

45 室瀬町8(1183-2) ○

46 室瀬町8(1183-3) ○

47 室瀬町6(6341) ○ ○

48 室瀬町3(916) ○ ○

49 室瀬町5(1184) ○ ○

50 室瀬町6(919) ○ ○

51 室瀬町15(912) ○ ○

52 神原町1(918) ○ ○

53 神原町14(919-1) ○

54 神原町14(919-2) ○

55 神原町16(919-3) ○ ○

56 神原町16(919-4) ○ ○

57 神原町16(919-5) ○ ○

58 神原町13(4967) ○ ○

59 神原町13(4967-1) ○

60 神原町22(5924) ○ ○

61 神原町22(5924-1) ○ ○

62 宮原村(5924-2) ○ ○

宮原まちづく
りセンター
宮原７丁目

4-21
(22-1016)

宮原小学校
宮原４丁目

8ｰ1
(23-1881)

室瀬町

神原町

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７８号

宮原４丁目

青山町

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分
警
　
戒

特
別
警
戒

避　難　所

所在地 行政機関
連絡責任者

避
難
路

土砂災害警戒区域指定地区 警戒避難体制

危機管理課
25-3326

西消防署
26-0333

急傾斜地
の崩壊

幸町

昭和町

宮原１丁目

宮原２丁目

宮原３丁目

幸

町
1

号
線

国

道

４

８

７

号

句

碑

警

固

屋

線

和
庄

宮
原
線

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７３号

和

庄

宮

原
線

本
通

警
固

屋
阿
賀

線
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名　称
（所在地）

収容
人員

63 神原町7(921),神原町20(5881) ○ ○

64 神原町21(5881-1) ○ ○

65 神原町21(1320) ○ ○

66 神原町6(1320-1) ○ ○

67 神原町6(1320-2) ○ ○

68 神原町21(1320-3) ○ ○

69 神原町6(1320-4) ○ ○

70 神原町6(1185) ○ ○

71 宮原6丁目8(1185-1) ○ ○ 60
72 宮原6丁目5(920) ○ ○

73 宮原6丁目6(1062) ○ ○

74 宮原6丁目6(1062-1) ○ ○

75 宮原6丁目8(922) ○ ○

76 宮原7丁目11(1187) ○

77 宮原7丁目11(1188) ○ ○ 640
78 宮原7丁目12(1189) ○ ○

79 宮原7丁目12(1189-1) ○ ○

80 宮原7丁目13(5925) ○ ○

81 宮原7丁目10(1186) ○ ○

82 宮原7丁目10(1186-1) ○ ○

83 宮原7丁目10(1186-2) ○ ○

84 宮原7丁目6(923) ○ ○

85 宮原7丁目4(5921) ○ ○

86 宮原7丁目4(4934) ○ ○

87 宮原7丁目13(1190) ○ ○

88 宮原8丁目8(924) ○ ○

89 宮原8丁目7(924-1) ○ ○

90 宮原8丁目10(1192) ○ ○

91 宮原8丁目4(1191) ○

92 宮原8丁目4(1191-1) ○

93 宮原8丁目10(4963-1) ○ ○

宮原９丁目 94 宮原9丁目8(4963) ○ ○

95 宮原10丁目11(6330) ○ ○

96 宮原10丁目9(6330-1) ○ ○ 60
97 宮原10丁目11(926) ○ ○

98 宮原10丁目5(499) ○ ○

99 宮原10丁目11(499-1) ○ ○

100 宮原10丁目13(1082) ○ ○

101 宮原11丁目6(927) ○ ○

102 宮原11丁目13(1068) ○ ○

103 宮原11丁目12(1193) ○ ○ 670
104 宮原11丁目11(1194) ○ ○

105 船見町(6324-4) ○

106 船見町1(4935) ○ ○

107 船見町2(1197) ○ ○

108 船見町2(928) ○ ○

109 船見町(928-1) ○ ○

110 船見町2(503) ○ ○

111 船見町(1324) ○ ○

112 船見町(1324-3) ○ ○

113 坪ノ内町1(4936) ○ ○

114 坪ノ内町1(4936-2) ○ ○

115 宮原12丁目6(929) ○ ○ 60
116 宮原12丁目4(6324) ○ ○

117 宮原12丁目(6324-1) ○ ○

118 宮原12丁目(6324-2) ○ ○

119 宮原12丁目(6324-3) ○ ○

120 宮原12丁目(6324-5) ○ ○

121 宮原13丁目(4936-1) ○ ○

122 宮原13丁目6(930),坪ノ内町10(1196) ○ ○ 570
123 宮原13丁目9(931) ○ ○

124 宮原13丁目(931-1) ○

125 宮原13丁目12(933) ○ ○

126 宮原13丁目(933-1) ○

宮原まちづく
りセンター
宮原７丁目

4-21
(22-1016)

宮原小学校
宮原４丁目

8ｰ1
(23-1881)

急傾斜地
の崩壊

危機管理課
25-3326

西消防署
26-0333

宮原６丁目

宮原７丁目

告示年月日
告示番号

宮原12丁目

宮原13丁目

宮原８丁目

宮原まちづく
りセンター
宮原７丁目

4-21
(22-1016)

坪内小学校
宮原12丁目

13ｰ1
(21-3192)

区　分
警
　
戒

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

避
難
路

宮原まちづく
りセンター
宮原７丁目

4-21
(22-1016)

宮原中学校
船見町1ｰ1
(21-1468)

警戒避難体制

宮原10丁目

宮原11丁目

所在地

土砂災害警戒区域指定地区

箇 所 名
箇所番号

船見町

坪ノ内町

避　難　所

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７３号

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７６号

和

庄
宮

原
線

本
通

警
固

屋
阿
賀

線
・

国
道
４

８
７

号
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名　称
（所在地）

収容
人員

127 宮原13丁目(933-2) ○ ○

128 宮原13丁目16(500) ○ ○

129 宮原13丁目(500-1) ○ ○

130 宮原13丁目(500-2) ○

131 宮原13丁目14(934) ○ ○

1 休川(19a) ○ ○

2 休川(19b) ○ ○

3 室瀬大谷川(117a) ○

4 室瀬大谷川(117b) ○ ○

5 室瀬川(118) ○

6 谷ノ渡川(119) ○ ○ 60
7 権暮ヶ谷川(121a) ○

8 神原川(121b) ○

9 神原川支川(121c) ○

10 神原川(121d) ○ ○

11 小原川(122) ○ ○ 640
12 南小原川(934) ○ ○

宮原9丁目 13 ボタ谷川(123a) ○ ○

14 清田川(123b) ○ ○

15 洗川(125隣) ○ ○

16 洗川(125a) ○ ○ 670
17 洗川(125b) ○ ○

18 洗川(125c) ○ ○

19 岡田川(126) ○ ○

20 西岡田川(6425) ○ ○ 570
21 湯垣川(127) ○ ○

22 湯垣川(127隣) ○ ○

23 湯垣見川(128a) ○ ○

24 湯垣見川(128b) ○ ○

25 青畑川(936a) ○ ○

26 青畑川(936b) ○ ○

警
　
戒

本
通
警
固
屋
阿
賀
線
・
国
道
４
８
７
号

宮原7丁目

宮原10丁目

宮原12丁目

宮原13丁目

神原町

宮原1丁目

室瀬町

土石流

区　分

特
別
警
戒

所在地

土砂災害警戒区域指定地区 警戒避難体制

箇 所 名
箇所番号

行政機関
連絡責任者

避
難
路

避　難　所

告示年月日
告示番号

危機管理課
25-3326

西消防署
26-0333

宮原まちづく
りセンター
宮原７丁目

4-21
(22-1016)

宮原小学校
宮原4丁目

8ｰ1
(23-1881)

宮原中学校
船見町1ｰ1
(21-1468)

坪内小学校
宮原12丁目

13ｰ1
(21-3192)

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７３号

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７６号

本
通
警
固
屋

阿
賀
線

和
庄
宮
原
線
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名　称
（所在地）

収容
人員

1 警固屋1丁目1(944) 〇 〇
2 警固屋1丁目1(944-1) 〇
3 警固屋1丁目1(944-2) 〇 〇
4 警固屋1丁目12(4938) 〇 〇
5 警固屋1丁目12(4938-1) 〇 〇
6 警固屋1丁目12(4938-2) 〇 〇
7 警固屋1丁目13(942) 〇 〇
8 警固屋1丁目14(943)
警固屋1丁目14(1075) 〇 〇
9 警固屋1丁目15(941) 〇 〇
10 警固屋1丁目16(936) 〇 〇
11 警固屋1丁目16(936-1) 〇
12 警固屋1丁目17(935) 〇 〇
13 警固屋1丁目17(935-1) 〇 〇
14 警固屋1丁目17(935-2) 〇 〇
15 警固屋1丁目17(935-3) 〇 〇
16 警固屋1丁目17(935-4) 〇 〇 660
17 警固屋1丁目17(935-5) 〇 〇
18 警固屋1丁目9(937) 〇 〇
19 警固屋2丁目3(946) 〇 〇
20 警固屋2丁目5(947) 〇 〇
21 警固屋2丁目5(947-1) 〇 750
22 警固屋2丁目5(948)
警固屋1丁目4(5882) 〇 〇
23 警固屋2丁目5(948-1) 〇 〇
24 警固屋2丁目5(948-2) 〇 〇
25 警固屋2丁目5(948-3) 〇 〇
26 警固屋2丁目5(948-4) 〇
27 警固屋2丁目5(948-5) 〇 〇
28 警固屋2丁目(5919) 〇
29 警固屋2丁目(5919-1) 〇
30 警固屋2丁目(5919-2) 〇
31 警固屋2丁目(5920) 〇 〇
32 警固屋2丁目(5920-1) 〇

警固屋３丁目 33 警固屋3丁目8(945) 〇 〇
34 警固屋4丁目11（950） 〇 〇
35 警固屋4丁目11（950-1） 〇 〇
36 警固屋4丁目14（925） 〇 〇
37 警固屋5丁目2（951） 〇 〇
38 警固屋5丁目2（951-1） 〇 〇
39 警固屋5丁目8（952） 〇 〇
40 警固屋5丁目13（1201） 〇 〇
41 警固屋5丁目10（5861） 〇 〇
42 警固屋6丁目9（955） 〇
43 警固屋6丁目6（953-1） 〇 〇
44 警固屋6丁目6（953） 〇 〇
45 警固屋6丁目5（954） 〇 〇
46 警固屋6丁目4（5884-1） 〇
47 警固屋6丁目4（5884） 〇 〇 660
48 警固屋6丁目15（1328） 〇 〇
49 警固屋6丁目12（4939-1） 〇 〇
50 警固屋6丁目12（4939） 〇 〇
51 警固屋6丁目11（1202） 〇 〇
52 警固屋6丁目（1327） 〇 〇
53 警固屋7丁目11(704) 〇 〇
54 警固屋7丁目11(704-1) 〇
55 警固屋7丁目11(704-2) 〇 〇
56 警固屋7丁目12(956-1) 〇 〇 570
57 警固屋7丁目12(956-2) 〇 〇
58 警固屋7丁目16(1203) 〇 〇
59 警固屋7丁目16(1329) 〇 〇
60 警固屋7丁目17（4940） 〇 〇
61 警固屋8丁目3(957) 〇 〇
62 警固屋8丁目5(959) 〇 〇
63 警固屋8丁目5(959-1) 〇 〇

警固屋まちづ
くりセンター
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋体育館
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋まちづ
くりセンター
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋中学校
警固屋７丁目

4ｰ1
28-0914

警固屋６丁目

所在地 行政機関
連絡責任者

避
難
路

警固屋１丁目

警固屋２丁目

急傾斜地の
崩壊

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７４号

危機管理課
25-3326

西消防署
26-0333

警固屋４丁目

警固屋５丁目

土砂災害警戒区域指定地区 警戒避難体制

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分
警
　
戒

特
別
警
戒

避　難　所

警固屋７丁目

警固屋８丁目

国

道
４

８
７
号

国
道
４

８
７

号
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名　称
（所在地）

収容
人員

64 警固屋8丁目15(960) 〇 〇
65 警固屋8丁目15(960-1) 〇 〇
66 警固屋8丁目15(960-2) 〇 〇
67 警固屋8丁目15(960-3) 〇 〇
68 警固屋8丁目2(1079) 〇 〇
69 警固屋8丁目6(1205) 〇 〇
70 警固屋8丁目11(1379) 〇 〇
71 警固屋8丁目10(6398) 〇 〇
72 警固屋9丁目8(465) 〇 〇 660
73 警固屋9丁目9(496) 〇 〇
74 警固屋9丁目9(496-1) 〇 〇
75 警固屋9丁目3(961) 〇 〇
76 警固屋9丁目4(962) 〇 〇
77 警固屋9丁目7(963) 〇 〇
78 警固屋9丁目11(964) 〇 〇
79 警固屋9丁目11(964-1) 〇 〇
80 警固屋9丁目11(964-2) 〇 〇
81 警固屋9丁目11(964-3) 〇 570
82 警固屋9丁目12(1237) 〇 〇
83 警固屋9丁目8(1335) 〇 〇
84 警固屋9丁目1(1380) 〇 〇
85 警固屋9丁目1(1380-1) 〇 〇
86 警固屋9丁目1(1380-2) 〇
87 警固屋9丁目7(1381) 〇 〇
88 警固屋9丁目12(4961) 〇 〇
89 警固屋9丁目3(4968) 〇 〇
90 警固屋9丁目7(5873) 〇 〇
91 警固屋9丁目8(6399) 〇
92 的場1丁目1(1097) 〇 〇
93 的場1丁目2(6382) 〇 〇
94 的場1丁目3(938) 〇 〇
95 的場1丁目3(938-1) 〇 〇
96 的場1丁目3(939) 〇 〇
97 的場1丁目4(595) 〇 〇
98 的場1丁目4(940) 〇 〇
99 的場2丁目8(1065) 〇 〇
100 的場2丁目8(1065-1) 〇
101 的場2丁目8(1065-2) 〇
102 的場2丁目8(1065-3) 〇
103 的場2丁目8(1065-4) 〇 660
104 的場2丁目8(1065-5) 〇 〇
105 的場2丁目11(513) 〇 〇
106 的場2丁目11(513-1) 〇
107 的場2丁目11(513-2) 〇 〇
108 的場2丁目15(1199) 〇 〇
109 的場3丁目9(1198) 〇 〇 750
110 的場3丁目9(1198-1) 〇
111 的場3丁目9(1198-2) 〇
112 的場3丁目9(1198-3) 〇 〇
113 的場3丁目9(1198-4) 〇 〇
114 的場3丁目9(1198-5) 〇 〇
115 的場3丁目9(1198-6) 〇 〇
116 的場4丁目5(949) 〇 〇
117 的場4丁目5(949-1) 〇 〇
118 的場4丁目5(949-2) 〇 〇
119 的場4丁目7(5883) 〇 〇
120 的場4丁目7(5883-1) 〇 〇
121 的場4丁目7(5883-2) 〇 〇
122 的場4丁目6(6331) 〇 〇
123 的場4丁目6(6331-1) 〇 〇
124 的場5丁目6（502） 〇 〇
125 的場5丁目6（502-1） 〇 〇
126 的場5丁目7（1078） 〇 〇
127 的場5丁目7（1078-1） 〇 〇
128 的場5丁目7(1078-2) 〇 〇

危機管理課
25-3326

西消防署
26-0333

警固屋まちづ
くりセンター
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋中学校
警固屋７丁目

4ｰ1
28-0914

警固屋まちづ
くりセンター
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋体育館
警固屋２丁目

222
28-0200

避　難　所

的場４丁目

的場５丁目

警固屋９丁目

的場１丁目

的場２丁目

所在地

的場３丁目

土砂災害警戒区域指定地区

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７４号

急傾斜地の
崩壊

県

道

６

６

号

(

呉

環

状

線

)

国

道

４

８

７

号

警戒避難体制

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分

警

固

屋

中

間

線

・

国

道

４

８

７

号

警
　
戒

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

避
難
路
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名　称
（所在地）

収容
人員

129 見晴1丁目(4978) 〇 〇
130 見晴1丁目(4978-1) 〇 〇
131 見晴1丁目1(4942) 〇 〇
132 見晴1丁目1(4942-1) 〇
133 見晴1丁目1(4942-2) 〇
134 見晴1丁目1(4942-3) 〇 〇
135 見晴1丁目1(4942-4) 〇 〇
136 見晴1丁目1(4942-5) 〇 〇
137 見晴1丁目1(4942-6) 〇 〇
138 見晴1丁目1(4942-7) 〇 〇
139 見晴1丁目2(1330) 〇
140 見晴1丁目7(1216) 〇 〇
141 見晴1丁目7(1216-1) 〇 〇
142 見晴2丁目2(1377) 〇 660
143 見晴2丁目2(1377-1) 〇
144 見晴2丁目2(1377-2) 〇 〇
145 見晴2丁目2(1377-3) 〇 〇
146 見晴2丁目2(1377-4) 〇 〇
147 見晴2丁目2(1377-5) 〇
148 見晴2丁目6(1080) 〇 〇
149 見晴2丁目6(1080-1) 〇
150 見晴2丁目7(1331) 〇 〇
151 見晴2丁目7(1331-1) 〇 〇 570
152 見晴3丁目2(1217) 〇 〇
153 見晴3丁目2(1217-1) 〇 〇
154 見晴3丁目2(621) 〇 〇
155 見晴3丁目2(621-1) 〇 〇
156 見晴3丁目2(621-2) 〇 〇
157 見晴3丁目3(1332) 〇 〇
158 見晴3丁目3(1332-1) 〇 〇
159 見晴3丁目5(6332) 〇 〇
160 見晴3丁目8(1218) 〇 〇
161 見晴3丁目8(1218-1) 〇 〇
162 見晴3丁目8(1218-2) 〇 〇
163 見晴3丁目8(1218-3) 〇 〇
164 見晴3丁目8(1218-4) 〇
165 見晴3丁目9(1334) 〇 〇
166 見晴3丁目D(6352) 〇 〇
1 南的場川（937） 〇 〇
2 北的場川（6426） 〇 〇 660
3 鍋大川（129） ○
4 鍋大川（129隣1） ○ ○
5 鍋大川（130） ○ ○ 750
6 鍋大川（130隣1） ○ ○
7 舞々尻川(131) ○ ○

的場５丁目 8 舞々尻川支川(132) ○ ○
9 新共川(133) ○ ○
10 新共川(133隣) ○ ○
11 棚田川(134) ○
12 棚田川(134隣) 〇 ○ 660

警固屋８丁目 13 西晴見川(6427) 〇 ○
14 警固屋川(137) 〇 ○
15 長郷川(139) 〇 ○
16 南長郷川(5066) 〇 ○
17 東晴見川(6428) 〇 ○
18 見晴下川(6429) 〇 ○

見晴２丁目 19 観音堂西川(938) 〇 ○ 570
20 見晴川(138a) 〇 ○
21 見晴川(138b) 〇 ○
22 見晴川(138隣) 〇 ○
23 観音堂北川(939) 〇 ○
24 宇亀川(5065) 〇 ○

警
固
屋
中
間
線

国
道
４
８
７
号
・
県
道
６
６
号

(

呉
環
状
線

)

・
見
晴
線

土石流

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７４号

警固屋まちづ
くりセンター

警固屋体育館
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋まちづ
くりセンター
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋中学校
警固屋７丁目

4ｰ1
28-0914

的場１丁目

的場３丁目

警固屋６丁目

警固屋７丁目

警固屋９丁目

見晴３丁目

警固屋まちづ
くりセンター
警固屋２丁目

222
28-0200

警固屋中学校
警固屋７丁目

4ｰ1
28-0914

警戒避難体制

避
難
路

避　難　所

見晴１丁目

見晴２丁目

見晴３丁目

所在地

土砂災害警戒区域指定地区

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分

警
　
戒

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

平成２８年
３月３１日
広島県告示
第２７４号

急傾斜地の
崩壊

危機管理課
25-3326

西消防署
26-0333

見
晴
線
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名　称
（所在地）

収容
人員

1 安登1047(5471) ○ ○
2 安登1048(5471-1) ○ ○
3 安登1048(5471-2) ○ ○ 680
4 安登2279(5471-4) ○ ○
5 安登2867(5471-3) ○ ○
6 安登2975(5471-5) ○ ○
7 安登2975(5471-6) ○ ○
8 小用1020(9759-3) ○ ○
9 安登1018(9759-1) ○ ○
10 安登1018(9759-2) ○ ○
11 安登1105(1719) ○ ○
12 安登1105(295-2) ○ ○
13 安登1105(295-3) ○ ○
14 安登1141（1709-1） ○ ○
15 安登1141（1709-13） ○ ○
16 安登1151（1709） ○ ○
17 安登1151（1709-2） ○ ○
18 安登1151（1709-3） ○ ○
19 安登1151（1709-4） ○ ○
20 安登1151（1709-5） ○ ○
21 安登1151（1709-6） ○ ○
22 安登3059(1720) ○ ○ 200
23 安登3059(1720-1) ○ ○
24 安登3069(1105) ○ ○
25 安登3084(9709) ○ ○
26 安登3084(9740) ○ ○
27 安登3084(9740-1) ○ ○
28 安登3148(9740-2) ○ ○
29 安登3344(9708) ○ ○
30 安登3318(9730) ○ ○
31 安登3332(2392-2) ○ ○ 690
32 安登3339(9708-1) ○ ○
33 安登3344(1679-1) ○ ○
34 安登3706(2392) ○ ○
35 安登3706(2392-1) ○ ○
36 安登3732(1679) ○ ○
37 安登3560(295-4) ○ ○
38 安登3565（1709-10） ○ ○
39 安登3565（1709-11） ○ ○
40 安登3565（1709-12） ○ ○
41 安登3565（1709-9） ○ ○
42 安登3629（1709-7） ○ ○
43 安登3629（1709-8） ○ ○
44 安登3674(295-5) ○ ○
45 安登3674(295-6) ○ ○
46 安登3674(295-7) ○ ○
47 安登3674(295-8) ○ ○
48 安登3674(295-9) ○ ○
49 安登東6丁目2(2389) ○ ○
50 安登東6丁目6(5469) ○
51 安登東6丁目10(937) ○ ○ 200
52 安登東6丁目8(6389) ○ ○
53 安登東4丁目5(9659) ○ ○
54 安登東4丁目2(9659-1) ○
55 善兵衛山(5470) ○
56 安登東4丁目11(5470-1) ○ ○
57 安登西7丁目11(9738) ○ ○ 680
58 安登西7丁目3(9738-1) ○
59 安登西7丁目15(9759) ○ ○
60 安登西7丁目13(9759-4) ○ ○
61 安登西7丁目13(9759-5) ○ ○
62 安登西7丁目13(9759-6) ○ ○
63 安登西7丁目12(9759-7) ○ ○
64 安登西8丁目14(2438),中央ハイツ20(2439) ○ ○

土砂災害警戒区域指定地区

避　難　所

所在地 行政機関
連絡責任者

避
難
路

安登
・

日之浦
塩谷

安登
・

大谷
跡条

警戒避難体制

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分
警
　
戒

特
別
警
戒

危機管理課
25-3326

東消防署
74-8903

安登
・

沖之手
久多田
小島

安登

安登小学校
安浦町安登西
５丁目７ｰ19
(84-2264)

県
道
４
６
５
号

(

川
尻
安
浦
線

)

　
・
　
国
道
１
８
５
号

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２５号

急傾斜地
の崩壊

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安浦小学校
安浦町内海北

１丁目
２－５

(84-2020)

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安登小学校
安浦町安登西
５丁目７ｰ19
(84-2264)
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名　称
（所在地）

収容
人員

65 中央ハイツ15(2439-1) ○ ○
66 中央ハイツ2(2439-2) ○ ○
67 中央ハイツ21(2440) ○ ○
68 中央ハイツ27(678) ○ ○
69 中央ハイツ10(678-1) ○ ○
70 中央ハイツ28(679),中央ハイツ29(680) ○ ○
71 中央ハイツ32(680-1) ○ ○
72 安登西8丁目23(2438-1) ○ ○
73 安登西8丁目18(2437) ○ ○
74 安登西8丁目4(2437-1) ○ ○
75 安登西10丁目1(1104-2) ○
76 安登西10丁目6(1104-3) ○ ○
77 安登西10丁目19(2438-2) ○ ○
78 安登西10丁目2(2438-3) ○
79 安登西6丁目2(2437-2) ○ ○
80 安登西6丁目2(273) ○ ○
81 安登西6丁目2(273-1) ○ ○
82 安登西6丁目1(2391) ○
83 安登西6丁目2(2391-2) ○
84 安登西6丁目6(2391-3) ○ ○
85 安登西5丁目25(5466) ○ ○
86 安登西5丁目17(2419-1) ○ ○
87 安登西5丁目16(5468) ○ ○
88 安登西5丁目15(2419) ○ ○
89 安登西5丁目11(2391-1) ○ ○
90 安登西4丁目14(1104-1) ○ ○
91 安登西3丁目3(1104) ○ ○
92 安登西3丁目15(2436) ○ ○ 200
93 安登西3丁目14(2436-1) ○ ○
94 安登西3丁目11(2436-2) ○ ○
95 安登東2丁目10(1721) ○ ○
96 安登東2丁目8(9732) ○ ○
97 安登東2丁目8(9732-1) ○ ○
98 安登西3丁目11(1724) ○ ○
99 安登西2丁目9(5464-1) ○
100 安登西1丁目11(5463) ○ ○ 680
101 安登西1丁目11(5464) ○ ○
102 安登西1丁目8(1710) ○ ○
103 中切9(2433) ○ ○
104 中切9(2433-1) ○ ○
105 中切9(2433-2) ○ ○
106 中切9(2433-3) ○ ○
107 中切9(2433-4) ○ ○
108 中切340(6383) ○ ○
109 中切311(6383-1) ○ ○
110 中切325(6383-2) ○ ○
111 中切311(6383-3) ○ ○
112 中切361(6383-4) ○ ○
113 中切194(6386) ○ ○
114 中切9(6387) ○ ○
115 中切9(6387-1) ○ ○
116 中切9(6387-2) ○ ○
117 中切1324(674) ○ ○
118 中切1354(674-1) ○ ○
119 赤仁田橋前(1681) ○ ○
120 中切1467(9713) ○ ○
121 中切1508(9713-1) ○ ○
122 中切184(1680) ○ ○
123 中切201(1680-1) ○
124 内平594(1715) ○ ○
125 内平96(1715-1) ○ ○
126 内平162(1715-2) ○ ○
127 内平200(1715-3) ○ ○
128 内平275(1715-4) ○ ○
129 内平147(1715-5) ○ ○
130 内平378(1715-6) ○ ○
131 内平303(1715-7) ○ ○

中央ハイツ

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

避
難
路

避　難　所
警戒避難体制

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分
警
　
戒

安登
・

市迫
小田野原

所在地

土砂災害警戒区域指定地区

安登
・

向野原

安登
・

奥条
岡谷

中切

内平

国
道
１
８
５
号
　
・
　
岡
谷
日
野
迫
線

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２５号

急傾斜地
の崩壊

危機管理課
25-3326

東消防署
74-8903

国
道
１
８
５
号
　
・
　
中
切
原
畑
線

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安登小学校
安浦町安登西
５丁目７ｰ19
(84-2264)

 
 

 



 - 73 - 

名　称
（所在地）

収容
人員

132 原畑690(9725) ○ ○
133 原畑376(9725-1) ○ ○ 200
134 原畑388(9725-2) ○ ○
135 原畑710(9725-3) ○ ○
136 原畑203(1678),原畑203(1703) ○ ○
137 原畑723(9726) ○ ○
138 原畑762(9727) ○ ○
139 原畑866(1716) ○ ○
140 原畑1027(1717) ○ ○ 680
141 原畑871(1717-1) ○ ○
142 原畑158(1717-2) ○ ○
143 原畑1064(1717-3) ○ ○
144 原畑123(1717-4) ○ ○
145 中畑676(9722) ○ ○
146 中畑718(9722-1) ○ ○
147 中畑518(9722-2) ○ ○
148 中畑688(9722-3) ○ ○
149 中畑310(9722-4) ○ ○
150 中畑440(6384) ○ ○
151 中畑341(2428) ○ ○
152 中畑314(1710) ○ ○
153 中畑219(9706) ○ ○
154 中畑179(9706-1) ○ ○
155 中畑153(9706-2) ○ ○
156 中畑148(9706-3) ○ ○
157 中畑110(9706-4) ○ ○
158 中畑110(9706-5) ○ ○
159 中畑96(9706-6) ○ ○
160 中畑417(2416) ○ ○
161 中畑8(2416-1) ○ ○
162 中畑945(2416-2) ○ ○
163 中畑879(2416-3) ○ ○
164 中畑910(2416-4) ○ ○
165 中畑235(2416-5) ○ ○
166 中畑229(2416-6) ○ ○ 200
167 中畑1113(9736-1) ○ ○
168 中畑1130(9736-2) ○ ○
169 中畑1149(1722) ○ ○
170 中畑1284(2417) ○ ○
171 中畑1295(2417-1) ○ ○
172 中畑1336(2417-2) ○ ○
173 中畑1336(2417-3) ○ ○
174 中畑1354(2417-4) ○ ○ 690
175 中畑1388(9734) ○ ○
176 中畑1423(1685) ○ ○
177 中畑1486(1685-1) ○ ○
178 中畑637(1685-2) ○ ○
179 中畑641(673) ○ ○
180 中畑641(673-1) ○ ○
181 中畑1486(9737) ○ ○
182 中畑1446(9737-1) ○ ○
183 中畑1474(9735) ○ ○
184 中畑1726(9736-3) ○ ○
185 中畑517(9736-4) ○ ○
186 中畑510(9736-5) ○ ○
187 下垣内755(1709) ○ ○
188 下垣内805(2415) ○ ○
189 下垣内844(2415-1) ○ ○
190 下垣内392(2415-2) ○ ○
191 下垣内691(9723) ○ ○
192 赤向坂349（2421） ○
193 赤向坂1411（2421-1） ○
194 赤向坂544（6385） ○ ○
195 赤向坂554（6385-1） ○
196 赤向坂536（6385-2） ○ ○
197 赤向坂481（6385-3） ○ ○
198 赤向坂836（6385-4） ○ ○
199 赤向坂792（6385-5） ○ ○

中畑
市原

下垣内

警
　
戒

土砂災害警戒区域指定地区

県
道
３
４
号

(

矢
野
安
浦
線

)

　
・
　
中
畑
市
原
線
　
・
　
内
海
田
屋
線
　
・
　
中
畑
下
垣
内
線

警戒避難体制

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

避
難
路

避　難　所

所在地

原畑
安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安登小学校
安浦町安登西
５丁目７ｰ19
(84-2264)

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安浦小学校
安浦町内海北

１丁目
２－５

(84-2020)

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２４号

急傾斜地
の崩壊

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２５号

危機管理課
25-3326

東消防署
74-8903

国
道
１
８
５
号
・
中
切
原
畑
線
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名　称
（所在地）

収容
人員

200 赤向坂410（1695） ○ ○
201 赤向坂468（1695-1） ○
202 赤向坂696（1695-2） ○ ○
203 赤向坂436（1695-3） ○
204 赤向坂390（1697） ○ ○
205 赤向坂89（1697-1） ○
206 赤向坂329（1697-2） ○ ○
207 赤向坂134（1697-3） ○ ○
208 赤向坂180（1697-4） ○ ○
209 赤向坂151（1697-5） ○ ○
210 赤向坂293（1697-6） ○ ○
211 赤向坂299（1697-7） ○
212 赤向坂302（1697-8） ○
213 赤向坂615（1700） ○ ○
214 赤向坂38（1700-1） ○ ○
215 赤向坂42（1700-2） ○ ○
216 赤向坂1102（9701） ○ ○
217 赤向坂1066（9701-1） ○
218 赤向坂1133（9701-2） ○ ○
219 赤向坂1168（9701-3） ○ ○
220 赤向坂1190（9701-4） ○
221 赤向坂1183（9701-5） ○ ○
222 赤向坂1125（9702） ○ ○ 200
223 赤向坂1050（9702-1） ○ ○
224 赤向坂1756（9705） ○
225 赤向坂56（9705-1） ○
226 赤向坂33（9705-2） ○ ○
227 赤向坂87（9705-3） ○
228 赤向坂1719（9710） ○ ○
229 赤向坂1744（9710-1） ○ ○
230 赤向坂1726（9710-2） ○ ○
231 赤向坂1690（9710-3） ○ ○
232 女子畑1771（2411） ○ ○ 690
233 女子畑617（2411-1） ○ ○
234 女子畑2266（2412） ○ ○
235 女子畑2222（2413） ○ ○
236 女子畑1906（2414） ○ ○
237 女子畑1895（2414-1） ○ ○
238 女子畑2367（1688） ○ ○
239 女子畑2613（1688-1） ○ ○
240 女子畑2594（1688-2） ○ ○
241 女子畑86（1689） ○ ○ 200
242 女子畑2729（1689-1） ○ ○
243 女子畑32（1689-2） ○ ○
244 女子畑1595（1689-3） ○
245 女子畑1458（9703） ○ ○
246 女子畑614（9703-1） ○
247 女子畑1384（9704） ○ ○
248 女子畑128（289） ○ ○
249 女子畑128（289-1） ○
250 女子畑128（289-2） ○
251 女子畑128（289-3） ○ ○
252 女子畑128（289-4） ○
253 女子畑2141（293） ○ ○
254 女子畑1862（293-1） ○ ○
255 女子畑2328（293-2） ○ ○
256 内海(1711-5) ○ ○
257 内海(1711-6) ○ ○
258 内海(290-1) ○ ○
259 内海(1691-1) ○ ○
260 内海(6388-3) ○ ○
261 内海南4丁目9(1688-1) ○ ○
262 内海南5丁目8(6388) ○ ○
263 内海南5丁目8(6388-1) ○ ○
264 内海南5丁目4(6390) ○ ○
265 内海南5丁目1(2401) ○ ○

女子畑

警
　
戒

避　難　所

所在地

土砂災害警戒区域指定地区 警戒避難体制

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

避
難
路

県
道
３
５
３
号

(

内
海
三
津
線

)

・
女
子
畑
赤
向
坂
線

赤向坂

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２４号

急傾斜地
の崩壊

危機管理課
25-3326

東消防署
74-8903

内
海
中
切
線

内海南

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安浦小学校
安浦町内海北
１丁目２－５
(84-2020)

(旧)野呂東
小学校

安浦町女子畑
639

県
道
３
３
４
号

(

小
多
田
安
浦
線

)
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名　称
（所在地）

収容
人員

266 内海南6丁目4(6388-2) ○ ○
267 内海南6丁目7(6388-4) ○ ○
268 内海南6丁目8(6388-5) ○ ○
269 内海南6丁目10(6388-6) ○ ○
270 中央北1丁目18(2396) ○ ○
271 中央北1丁目10(5465) ○ ○
272 中央北1丁目11(5465-1) ○ ○
273 中央北2丁目18(2406),中央北2丁目16(2407),中央北1丁目2(2393) ○ ○
274 中央北2丁目18(1705-1) ○ ○
275 内海北3丁目5(2404) ○ ○
276 内海北3丁目1(2405) ○ ○
277 内海北3丁目4(1706) ○ ○
278 内海北4丁目13(2402) ○ ○ 200
279 内海北4丁目4(2429) ○ ○
280 内海北4丁目17(1692) ○
281 内海北4丁目17(1692-1) ○ ○
282 内海北4丁目15(1692-2) ○ ○
283 内海北4丁目13(1708) ○ ○
284 内海北4丁目8(1711) ○ ○
285 内海北4丁目21(1711-1) ○ ○
286 内海北4丁目22(1711-2) ○ ○ 690
287 内海北4丁目24(1711-3) ○ ○
288 内海北4丁目26(1711-4) ○ ○
289 内海北4丁目18(9716) ○
290 内海北4丁目19(9720) ○ ○
291 内海北4丁目7(290) ○ ○
292 内海北5丁目12(2403) ○ ○
293 内海北5丁目14(2403-1) ○ ○ 840
294 内海北5丁目15(9711) ○ ○
295 内海北5丁目16(9711-1) ○
296 内海北5丁目7(1266) ○ ○
297 内海北5丁目6(1266-1) ○
298 内海北6丁目11(2430) ○ ○
299 内海北5丁目12(2430-1) ○ ○
300 内海北7丁目14(2432) ○ ○
301 内海北7丁目16(675) ○ ○
302 内海北7丁目16(1690-1) ○ ○
303 内海北7丁目8(1712) ○ ○
304 内海北7丁目15(9707) ○ ○
305 内海北7丁目15(9707-1) ○ ○
306 内海北7丁目8(9724) ○ ○
307 内海北4丁目24(1711-7) ○ ○
308 三津口1丁目3(2394) ○ ○
309 三津口1丁目21(2395) ○ ○
310 三津口1丁目19(2418) ○ ○
311 三津口2丁目28(2397) ○ ○
312 三津口2丁目28(2424) ○ ○
313 三津口2丁目27(2424-1) ○ ○ 200
314 三津口3丁目9(2398) ○ ○
315 三津口3丁目10(2399) ○ ○
316 三津口3丁目13(2400) ○ ○
317 三津口5丁目7(9742) ○
318 三津口5丁目12(1702) ○ ○
319 三津口5丁目1(1702-2) ○ ○
320 三津口5丁目3(1702-3) ○ ○ 840
321 三津口6丁目5(1702) ○
322 三津口6丁目4(1702-1) ○ ○
323 三津口6丁目3(1702-2) ○ ○
324 三津口6丁目8(9717) ○ ○
325 三津口6丁目8(9717-1) ○ ○
326 三津口6丁目10(9717-2) ○ ○ 820
327 三津口6丁目11(9718) ○ ○
328 三津口6丁目13(9718-1) ○ ○
329 三津口6丁目13(9718-2) ○ ○
330 水尻1丁目2(1708) ○ ○
331 水尻1丁目4(2390) ○ ○
332 水尻1丁目5(677) ○ ○
333 水尻1丁目6(556) ○ ○

危機管理課
25-3326

東消防署
74-8903

中央北
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安浦町内海北
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安浦町中央４
丁目２ｰ１
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２丁目27ｰ2
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334 水尻1丁目15(9712) ○ ○
335 水尻1丁目17(9712-1) ○ ○
336 水尻1丁目14(9712-2) ○ ○
337 水尻1丁目14(9712-3) ○ ○
338 水尻1丁目21(9712-4) ○ ○
339 水尻1丁目26(5465) ○ ○
340 水尻1丁目27(5465-6) ○ ○
341 水尻2丁目5(5465-1) ○ ○
342 水尻2丁目4(5465-2) ○ ○
343 水尻2丁目7(5465-3) ○ ○
344 水尻2丁目10(5465-4) ○ ○
345 水尻2丁目8(5465-5) ○ ○ 200
346 三津口2193（9733） ○ ○
347 三津口2192（295） ○ ○
348 三津口2192（295-1） ○ ○
349 三津口2100（9729） ○ ○
350 三津口2112（9729-1） ○ ○
351 三津口2125（9729-2） ○ ○
352 三津口318（9729-3） ○ ○
353 三津口319（9729-4） ○ ○ 690
354 三津口319（9729-5） ○ ○
355 三津口319（9729-6） ○ ○
356 三津口2112（9729-7） ○ ○
357 三津口2112（9729-8） ○ ○
358 三津口(1693-1) ○ ○
359 三津口(1693-2) ○ ○ 840
360 三津口(1693-3) ○
361 三津口(1702-1) ○ ○
362 三津口326(295-10) ○ ○
363 三津口326(295-11) ○ ○
364 三津口326(295-12) ○ ○
365 三津口326(295-13) ○ ○
366 三津口326(295-14) ○ ○
367 三津口326(295-15) ○ ○
368 三津口326(295-16) ○ ○
369 三津口326(295-17) ○ ○
370 三津口326(295-18) ○ ○
371 三津口326(295-19) ○ ○
372 三津口326(295-20) ○ ○
373 三津口326(295-21) ○ ○
1 小島川(5114a) ○ ○
2 小島川(5114b) ○ ○
3 小島川(5114隣a) ○ ○
4 小島川(5114隣b) ○ ○
5 小島川(5114隣c) ○ ○ 680
6 久多田川(7500) ○ ○
7 久多田川(7501) ○ ○
8 久多田川(219) ○ ○
9 久多田川(219隣a) ○ ○
10 久多田川(219隣b) ○ ○
11 久多田川(7502a) ○ ○
12 久多田川(7502b) ○ ○
13 塩谷川(7503) ○ ○
14 塩谷川(7503隣) ○ ○
15 塩谷西川(1019a) ○ ○
16 塩谷西川(1019b) ○ ○
17 塩谷東川(7538) ○ ○
18 塩谷東川(7538隣a) ○ ○ 200
19 塩谷東川(7538隣b) ○ ○
20 日之浦川(1020a) ○ ○
21 日之浦川(1020b) ○ ○
22 日之浦川(5117) ○
23 日之浦北川(5116a) ○ ○
24 日之浦北川(5116隣a) ○ ○
25 日之浦北川(5116隣b) ○
26 北石仏川(5116b) ○

水尻
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・
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丁目２ｰ１
(84-5151)

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２３号

急傾斜地
の崩壊

土石流

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２５号
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（所在地）
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27 日之浦南川(7539a) ○ ○
28 日之浦南川(7539b) ○ ○
29 日之浦南川(7539c) ○ ○
30 日之浦南川(7539d) ○ ○
31 日之浦南川(7507a) ○ ○
32 日之浦南川(7507b) ○ ○
33 日之浦南川(7507隣a) ○ ○
34 日之浦南川(7507隣b) ○ ○
35 日之浦南川(7506) ○ ○
36 日之浦南川(7506隣a) ○ ○
37 日之浦南川(7506隣b) ○ ○
38 寸田原川(7539隣a) ○ ○
39 寸田原川(7539隣b) ○ ○ 690
40 寸田原川(7539隣c) ○ ○
41 寸田原川(7539隣d) ○ ○
42 寸田原川(7539隣e) ○ ○
43 寸田原川(7539隣f) ○ ○
44 大泊川(7504) ○ ○
45 大泊川(7504隣a) ○ ○ 840
46 大泊川(7504隣b) ○ ○
47 大泊川(7504隣c) ○ ○
48 大泊川(7504隣d) ○ ○
49 大泊川(7504隣e) ○ ○
50 大泊川(7504隣f) ○ ○
51 大泊川(7504隣g) ○ ○
52 大泊川(7504隣h) ○ ○
53 大泊川(7504隣i) ○ ○
54 大泊川(7504隣j) ○ ○
55 大泊川(7504隣k) ○ ○
56 跡条川(5004隣c) ○ ○
57 跡条川(5004a) ○ ○
58 跡条川(5004b) ○ ○
59 跡条川(5004c) ○ ○
60 跡条川(5004隣a) ○ ○
61 跡条川(5004隣b) ○ ○
62 善兵衛山川(12a) ○ ○
63 善兵衛山川(12b) ○
64 善兵衛山川(12隣) ○ ○
65 十郎川(5003) ○ ○
66 十郎川(29a) ○ ○
67 十郎川(29b) ○ ○
68 十郎川(29c) ○ ○
69 十郎川(29d) ○ ○
70 十郎川(29e) ○ ○ 200
71 十郎川(29f) ○ ○
72 十郎川(32a) ○ ○
73 十郎川(32b) ○ ○
74 十郎川(32c) ○ ○
75 十郎川(32d) ○ ○
76 十郎川(32e) ○ ○
77 十郎川(32f) ○ ○
78 安登中央川(35隣a) ○ ○
79 安登中央川(35隣b) ○ ○ 680
80 安登中央川(35) ○ ○
81 安登中央川(35隣c) ○ ○
82 安登中央川(35隣d) ○
83 見行川(13) ○ ○
84 奥条川(39) ○ ○
85 奥条川(36) ○ ○
86 奥条川(37) ○ ○
87 奥条川(36隣a) ○ ○
88 奥条川(36隣b) ○ ○
89 奥条川(38) ○ ○
90 奥条川(5005) ○ ○
91 奥条川(5005隣a) ○ ○
92 岡谷川(40) ○ ○
93 岡谷川(40隣) ○ ○
94 中切川(14a) ○ ○
95 中切川(14b) ○ ○
96 中切川(14c) ○ ○
97 中切川(14d) ○ ○
98 中切川(14e) ○ ○

土砂災害警戒区域指定地区 警戒避難体制
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99 中切川(14f) ○ ○
100 中切川支川(5002) ○ ○ 200
101 中切川支川(5002隣) ○ ○
102 赤仁田川(7514e) ○ ○
103 内平川(3) ○ ○
104 内平川(3隣a) ○ ○
105 内平川(3隣b) ○ ○
106 内平川(3隣c) ○ ○
107 山條川(4) ○ ○
108 山條川(4隣a) ○ ○
109 山條川(4隣b) ○ ○
110 原畑川(5) ○ 680
111 石ヶ鼻川(7) ○ ○
112 内平川(41) ○ ○
113 原畑川(7513) ○ ○
114 石ヶ鼻川(7512) ○ ○
115 原畑川(7531) ○ ○
116 エナリ谷川(10) ○ ○
117 市原川(11a) ○ ○
118 市原川(11b) ○ ○
119 光木川(8) ○
120 光木川(8隣a) ○ ○
121 光木川(8隣b) ○ ○
122 野呂川(5007a) ○ ○
123 野呂川(5007b) ○ ○
124 田之原川(5009) ○ ○
125 野呂川(5007隣) ○ ○
126 市原川(5010) ○ ○
127 市原川(7510) ○ ○
128 市原川(7510隣) ○ ○
129 市原川(7511) ○ ○
130 市原川(7511隣) ○ ○
131 野呂川(5006a) ○ ○
132 野呂川(5006b) ○ ○
133 市原川(7521) ○ ○
134 市原川(7521隣a) ○ ○ 200
135 市原川(7521隣b) ○ ○
136 市原川(7521隣c) ○ ○
137 市原川(7521隣d) ○ ○
138 市原川(7521隣e) ○ ○
139 泉谷川(18) ○ ○
140 泉谷川(18隣) ○ ○
141 山田谷川(5014) ○ ○
142 山田谷川(5014隣a) ○ ○ 690
143 山田谷川(5014隣b) ○ ○
144 山田谷川(5014隣c) ○ ○
145 中畑川(7518隣c) ○ ○
146 中畑川(7518隣d) ○ ○
147 中畑川(7518隣e) ○ ○
148 中畑川支川(17) ○
149 日之平川(45) ○ ○
150 日之平川(45隣) ○ ○
151 下垣内川(5015) ○ ○
152 下垣内川(7520) ○ ○
153 下垣内川(7520隣) ○ ○
154 中畑川(7518) ○ ○
155 中畑川(7518隣a) ○ ○
156 中畑川(7518隣b) ○ ○
157 中畑川(7519) ○ ○
158 中ヶ原川(19) ○ ○
159 中ヶ原川(19隣a) ○ ○
160 中ヶ原川(19隣b) ○ ○
161 中ヶ原川(19隣c) ○ ○
162 下垣内川(5013) ○ ○
163 下垣内川(5013隣) ○ ○
164 上野前川（20） ○ ○
165 上野前川（20隣） ○ ○
166 赤向坂川（5016） ○ ○
167 赤向坂川（5016隣） ○ ○
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号
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名　称
（所在地）

収容
人員

168 要垣内川（7533a） ○ ○
169 要垣内川（7533b） ○ ○
170 藤木川（7535） ○ ○
171 藤木川（7535隣） ○ ○
172 新小屋川（7532） ○ ○
173 新小屋川（7532隣a） ○ ○ 200
174 寺迫川（3） ○ ○
175 寺迫川（3隣a） ○ ○
176 寺迫川（3隣b） ○ ○
177 寺迫川（3隣c） ○ ○
178 高野川（6a） ○ ○
179 高野川（6b） ○ ○
180 高野川（6隣a） ○ ○
181 高野川（6隣b） ○ ○
182 高野川（6隣ｃ） ○ ○
183 甲手亀川（7a） ○ ○ 690
184 甲手亀川（7b） ○ ○
185 女子畑川(10) ○ ○
186 寺迫川(4) ○ ○
187 柳谷川（5） ○ ○
188 白坂川支川（5001a） ○ ○
189 白坂川支川（5001b） ○ ○
190 白坂川支川（5001c） ○ ○
191 白坂川支川（5001隣a） ○ ○ 200
192 白坂川支川（5001隣b） ○ ○
193 白坂川支川（5001隣c） ○ ○
194 白坂川支川（5001隣d） ○ ○
195 白坂川(5003a) ○ ○
196 白坂川(5003b) ○ ○
197 白坂川(5003c) ○ ○
198 女子畑川(7536) ○ ○
199 新小屋川（7532隣b） ○ ○
200 下垣内川(7526a) ○ ○
201 下垣内川(7526b) ○ ○
202 下垣内川(7526隣a) ○ ○
203 下垣内川(7526隣b) ○ ○
204 頓原川(7534) ○ ○
205 大河内川(7528) ○ ○
206 大河内川(7528隣) ○ ○
207 頓原川(5012) ○ ○
208 滝山川(5012隣) ○ ○
209 長谷川(16) ○ ○ 200
210 原垣内川(5011) ○ ○
211 原垣内川(5011隣) ○ ○
212 寺迫川(15a) ○ ○
213 寺迫川(15b) ○ ○
214 南谷川(43a) ○ ○
215 南谷川(43b) ○ ○
216 北川(5017) ○ ○
217 北川(5017隣a) ○ ○
218 北川(5017隣b) ○ ○
219 北川(21) ○ ○ 690
220 北川(21隣) ○ ○
221 北川(22) ○ ○
222 草木川(23) ○ ○
223 大北川支川(5118) ○ ○
224 長尾谷川(221a) ○ ○
225 長尾谷川(221b) ○ ○
226 岡田川(2) ○ ○
227 柳迫川(27) ○ ○
228 柳迫川(27隣) ○ ○
229 向山川(5001) ○ ○
230 向山支川(28a) ○ ○
231 向山支川(28b) ○ ○
232 赤仁田川(7514a) ○ ○
233 赤仁田川(7514b) ○ ○
234 赤仁田川(7514c) ○ ○
235 赤仁田川(7514d) ○ ○
236 三津口谷川(222a) ○ ○
237 三津口谷川(222b) ○ ○
238 三津口谷川(222c) ○ ○ 820
239 三津口谷川(222d) ○ ○
240 三津口谷川(222e) ○ ○
241 三津口谷川(222f) ○ ○
242 三津口谷川(222g) ○ ○
243 三津口谷川(222h) ○ ○

所在地
警
　
戒

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

土石流

危機管理課
25-3326

東消防署
74-8903

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

区　分

土砂災害警戒区域指定地区 警戒避難体制

女子畑

内海 平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２４号

県
道
３
５
３
号

(

内
海
三
津
線

)

・
女
子
畑
赤
向
坂
線

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安浦小学校
安浦町内海北
１丁目２－５
(84-2020)

(旧)野呂東
小学校

安浦町女子畑
639

県
道
３
４
号

(

矢
野
安
浦
線

)

　
・
　
　
内
海
中
切
線

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安浦小学校
安浦町内海北
１丁目２－５
(84-2020)

(

小
多
田
安

浦
線

)

避　難　所
避
難
路

三
津
口
３
３
号
線

(旧)三津口小
学校

安浦町三津口
２丁目27ｰ2
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名　称
（所在地）

収容
人員

244 三津口谷川(222i) ○ ○
245 三津口西川(222隣) ○ ○
246 子之浦川(1024a) ○ ○ 200
247 子之浦川(1024b) ○ ○
248 子之浦川(7540) ○ ○
249 子之浦東川(5119) ○ ○
250 子之浦東川(7508) ○ ○
251 深之浦川(5120) ○ ○
252 深之浦川(5121a) ○ ○ 840
253 深之浦川支川(5121b) ○
254 深之浦川支川(5121隣a) ○ ○
255 深之浦川支川(5121隣b) ○ ○
256 深之浦川支川(5121隣c) ○ ○
257 深之浦川支川(5121隣d) ○ ○
258 深之浦川支川(5121隣e) ○ ○
259 水尻南川(1a) ○
260 水尻川(1b) ○ ○
261 水尻南川(1隣) ○ ○ 200
262 水尻川(25a) ○ ○
263 水尻川(25b) ○ ○
264 水尻川(7517) ○ ○
265 才崎川(7516) ○ ○
266 才崎川(7516隣a) ○ ○
267 才崎川(7516隣b) ○ ○
268 才崎川(26) ○ ○
269 亀戸川(1022a) ○ ○ 690
270 亀戸川(1022b) ○ ○
271 亀戸川(1022隣a) ○ ○
272 亀戸川(1022隣b) ○ ○
273 亀戸川(1022隣c) ○ ○
274 亀戸川(1022隣d) ○ ○
275 亀戸川(1022隣e) ○ ○ 840
276 日之浦南川(7506隣c) ○ ○
277 小日之浦川(7505隣a) ○ ○
278 小日之浦川(7505隣b) ○ ○
279 小日之浦川(7505隣c) ○ ○

三津口
１丁目

～
６丁目

平成２８年
６月１６日
広島県告示
第４２３号

箇 所 名
箇所番号

告示年月日
告示番号

三津口
・

亀戸
グリーンピ

ア

土石流

所在地

土砂災害警戒区域指定地区

区　分
警
　
戒

特
別
警
戒

行政機関
連絡責任者

水尻
１丁目
２丁目

国
道
１
８
５
号

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安浦中学校
安浦町中央４
丁目２ｰ１
(84-5151)

県
道
４
６
５
号

(

川
尻
安
浦
線

)

安浦まちづく
りセンター

安浦町中央４
丁目３ｰ２
(84-3636)

安浦小学校
安浦町内海北
１丁目２－５
(84-2020)

安浦中学校
安浦町中央４
丁目２ｰ１
(84-5151)

警戒避難体制

避
難
路

避　難　所
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別紙 21 
【洪水予報の伝達経路及び手段】 

広島県水防地方本部

（西部建設事務所呉支所）
0823-22-5400（代）
0823-22-3458（直）

（防災行政無線）
89-2635,2682,2683
FAX 0823-21-6928

中国地方整備局河川部

082-221-9231（代）
082-511-6265（直）
ﾏｲｸﾛ 87-3899
FAX (ﾏｲｸﾛ)87-2738

呉市総務部危機管理課

0823-25-3326（直）
FAX 0823-25-0315

広警察署
0823-75-0110（代）

FAX 0823-74-0199

中国電力 広島電力所

土木保守第一課
082-421-3440（代）

FAX 082-421-3444

広島地方気象台

082-223-3951
FAX 082-223-3943

地 域 住 民

広島県水防本部

（土木建築局）
082-513-3923
082-228-2172

(直：道路河川管理課)
082-513-3929,228-2507

(直：河川課)

FAX 082-227-2206

凡例
※ 警報のみ伝達します。
（洪水警報の通知により代えます。）

必要に応じて伝達します。
副次的な伝達経路（注）

中国放送
報道センター

082-222-1171(直)
FAX 082-228-7699

NHK広島放送局
報道部

082-504-5332,5231(直）
FAX 082-504-5321

広島ホームテレビ

報道部
082-221-2340（直）

FAX 082-227-4531

テレビ新広島
報道部

082-255-1333（直）
FAX 082-255-2170

広島県警察本部
082-228-0110（代）
内線（昼）5732

（夜）2070

広島テレビ放送

報道制作部
082-249-1234（直）

ＮＴＴ西日本又は東日本※

関 係 市 町

共同発表

広島エフエム放送

ニュース室
082-251-2200（直）

（注）副次的な伝達経路とは，インターネット回線を利用した防災情報提供システムをいい，web

とメールにより情報を入手することができる。

呉市消防局警防課
警防調査係

0823-26-0314（直）
FAX 0823-26-0308

呉市消防局通信指令課
0823-26-0119（直）

FAX 0823-26-0309

総務省消防庁

広島県災害対策本部
（危機管理監）

昼間 082-513-2786
夜間 082-511-6720

082-511-6710

082-228-2159
FAX 082-227-2122

 



 - 82 - 

 

別紙 22 
【別表第４ 消防局保有水防資器材備蓄数量】 

品　名

大 小

西 本 署 1 13 8 19 7 57 12 28 9 6 20 2 10 8 16 2,483 5,980 60 2,700 78
狩 留 賀 2 1 4 1 10 2 2 2 4 2 2 2 823 6,590 20 450 92
昭  　和 3 2 2 10 1 1 1 2 1 2 5 597 1,300 8 750 61

南 2 1 2 2 10 2 2 2 5 2 1 4 891 1,200 6 600 37
計 1 20 12 27 10 87 17 28 14 11 31 7 15 8 27 4,794 15,070 94 4,500 268

東 本 署 1 13 7 6 5 73 11 14 9 6 17 8 11 24 23 915 12,250 80 3,770 320

阿 賀 北 2 1 1 1 5 2 2 2 2 2 1 6 590 1,350 5 790 7
仁  　方 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 3 280 700 10 800 3
郷  　原 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 2 3 410 400 5 750 14
川  　尻 2 2 2 6 4 2 4 5 700 1,050 1,070 12
蒲  　刈 1 1 1 6 1 4 1 2 4 198 300 42 750 14
安    浦 3 4 2 9 1 2 1 9 400 400 30 700 44
大崎下島 1 2 1 2 6 1 1 1 1 1 6 247 190 45 680 28

計 2 25 18 16 8 117 22 15 14 10 31 16 18 28 59 3,740 16,640 217 9,310 442

音戸本署 9 6 4 3 24 2 2 3 7 10 2,895 3,920 7 1,000 142

倉  　橋 3 2 2 5 4 3 2 6 750 1,220 13 740 9
計 0 12 8 6 3 29 6 0 2 0 0 0 6 9 16 3,645 5,140 20 1,740 151

3 57 38 49 21 233 45 43 30 21 62 23 39 45 102 12,179 36,850 331 15,550 861合　計

西
署

東
署

音
戸
署

（

枚
）

ブ
ル
ー

シ
ー

ト

ビ
ニ
ー

ル
（

ｍ
）

杭
（

本
）

（

ソ
フ
ト
ラ
イ
ン
）

な
　
わ
（

ｍ
）

土
の
う
（

袋
）

丸
て
み

一
輪
車

つ
る
は
し

の
こ

手
か
ぎ

お
　
の

固
定
放
送
設
備

配置署所別

消防局保有水防資器材備蓄数量
か
け
や

ス
コ
ッ

プ

た
ん
か

投
光
器

携
帯
拡
声
器

移
動
放
送
設
備

懐
中
電
灯
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別紙 23 

 

　
別
表
第
５
　
呉
市
保
有
水
防
資
材
備
蓄
数
量

土
の
う

な
わ
(m
)

杭
ス
コ
ッ
プ

丸
て
み

ビ
ニ
ー
ル

毛
布

懐
中
電
灯

(枚
)

（ｿ
ﾌ
ﾄﾗ
ｲ
ﾝ
)

(本
)

(丁
)

(コ
)

(m
)

(枚
)

(コ
)

危
機

管
理

課
郷
原
町
地
内
（黒

瀬
川
河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
）

10
,2
00

17
9,
40
0

94
0

15
5

45
0

0
34
0

18

都
市

計
画

課
中
央
４
丁
目
1-
6（
庁
舎
内
）

8,
30
0

0
0

0
0

0
0

0

吉
浦

市
民

セ
ン

タ
ー

吉
浦
東
本
町
１
丁
目
7-
23
(市

民
セ
ン
タ
ー
内
)

3,
80
0

1,
44
0

50
50

50
40
0

73
5

警
固

屋
市

民
セ
ン
タ
ー

警
固
屋
６
丁
目
3-
15
(市

民
セ
ン
タ
ー
東
側
敷
地
内
)

1,
67
0

96
0

50
10
0

20
0

90
0

10
2

10

阿
賀

市
民

セ
ン

タ
ー

阿
賀
中
央
６
丁
目
2-
16
(市

民
セ
ン
タ
ー
内
)

5,
10
0

1,
76
0

50
50

18
0

90
0

27
2

5

広
市

民
セ

ン
タ

ー
広
古
新
開
２
丁
目
1-
2(
市
民
セ
ン
タ
ー
敷
地
内
)

3,
60
0

0
35

10
0

26
0

60
0

12
5

15

仁
方

市
民

セ
ン

タ
ー

仁
方
本
町
１
丁
目
6-
11
(市

民
セ
ン
タ
ー
内
)

3,
20
0

40
0

10
0

70
17
0

1,
00
0

13
5

5

宮
原

市
民

セ
ン

タ
ー

宮
原
４
丁
目
8-
1(
宮
原
小
学
校
校
庭
)

3,
00
0

0
90

80
11
0

70
0

11
0

2

天
応

市
民

セ
ン

タ
ー

天
応
宮
町
4-
15
(市

民
セ
ン
タ
ー
北
東
側
敷
地
内
)

1,
40
0

0
3

33
12

50
0

55
7

昭
和

市
民

セ
ン

タ
ー

焼
山
中
央
２
丁
目
8-
12
(市

民
セ
ン
タ
ー
北
側
敷
地
内
)

3,
70
0

1,
00
0

28
40

25
1,
20
0

20
4

2

郷
原

市
民

セ
ン

タ
ー

郷
原
町
15
85
番
地
の
8(
市
民
セ
ン
タ
ー
内
)

1,
10
0

10
0

40
30

29
50
0

10
0

5

下
蒲

刈
市

民
セ
ン
タ
ー

下
蒲
刈
町
下
島
23
61
の
7(
市
民
セ
ン
タ
ー
内
　
外
)

1,
20
0

1,
00
0

30
25

50
40
0

38
0

5

川
尻

市
民

セ
ン

タ
ー

川
尻
町
西
１
丁
目
1-
1(
市
民
セ
ン
タ
ー
西
側
敷
地
内
　
外
)

1,
00
0

0
0

0
0

10
0

24
0

0

音
戸

市
民

セ
ン

タ
ー

音
戸
町
南
隠
渡
１
丁
目
７
－
１
(市

民
セ
ン
タ
ー
内
)

1,
50
0

1,
00
0

0
40

80
0

10
0

5

倉
橋

市
民

セ
ン

タ
ー

倉
橋
町
12
10
-1
(市

民
セ
ン
タ
ー
東
側
敷
地
内
)

1,
10
0

0
0

5
0

0
15
0

3

蒲
刈

市
民

セ
ン

タ
ー

蒲
刈
町
宮
盛
26
-1
(市

民
セ
ン
タ
ー
東
側
敷
地
内
)

2,
40
0

0
40

26
16

0
82

3

安
浦

市
民

セ
ン

タ
ー

安
浦
町
中
央
４
丁
目
3-
2外

(市
民
セ
ン
タ
ー
内
　
外
)

3,
20
0

90
0

39
24

2
0

50
10

豊
浜

市
民

セ
ン

タ
ー

豊
浜
町
豊
島
10
33
-4
(市

民
セ
ン
タ
ー
内
)

2,
50
0

0
0

29
0

0
30

0

豊
市

民
セ

ン
タ

ー
豊
町
内
各
分
団
屯
所
（毛

布
は
豊
分
団
詰
所
）

1,
36
0

0
0

0
0

0
10
0

0

59
,3
30

18
7,
96
0

1,
49
5

85
7

1,
63
4

7,
20
0

2,
64
8

10
0

管
　
理
　
者

備
　
蓄
　
庫
　
所
　
在
　
地

備
　
　
蓄
　
　
資
　
　
材

計
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